
@印時通話地と準印時通話地

邸時遁話地は !準卸時逼話地は

足立、池上、板橋、世田谷、荻窪、蒲 l 江戸川、練馬、新宿、玉川、小岩、

町、王子、田園調布、須田、本問、 1 石神井、練馬北町、葛西、石市、六月

j客今長|崎、松湾、赤務及JIH局、日吉

の十五ケ所であ bます。

邸時接績地へのi童話は

自動局ではく117番))を浴呼出し

[下さい
手働局では(即時)) 

町、千歳鳥山及市川、川口、吉鮮

寺、検演、鶴見、海ノ口、中原の十

八ヶ所であ bます。

準邸時接績地への趨話は

自動局では (118番)) 
{を:!a-Il子出し

手働局では(準即時)J下志い

ー一一一一ー~~伸悼弓叶語"。悼詩吟ーー一一一~
， 

。電報の電話託迭に就て

|電話て電報が打てる! 之の使利衣i指慨h

て、示認を科アだ2ものtにζ限られてゐ1ま主しプだ之が、乙れからは之の申請なしで、どの電話か

らでも自由に電報が打てる事 ~t ~.9ました。

|電報料金は|一般の電報と同様で、乙の外附託制が三銭と度数料を加算3れますo

l料金支携は|一ヶ月分を取纏め、翌月十日頃迄に加入者同知3れますから、加入者

は電話の市外遁話料と、一緒Ht最寄局へ納付すればよいのです。

|託送電報の縮は| 加入者や借電話の方は勿論、加入者の承諾を得れば、同居人でも

近所の方でも出来ます、但し着信は従来通b申請をした加入者に限b取扱はれます。

|託送電報の打ち方に|就℃の詳細は巻末附録55頁陥る電報の電話託遂に就てを御

箆下志い。
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⑥出火のとき消防署へのしらせ⑤

出火のミき警鐘前に消防署に通知するには

手働局加入者は…---，火事Jと云へば適嘗の消防署へつなぎます。

自動局加 入者 は…...r-ー 九J番へ〈局番競なしの三数字)。

街消防署の「一一九」番て.は火事の間合

注意せは一切受付けませんから問合せに使

用しない様に願ひます。

一一一一-t一主主桝0・唖民叫ーーー一一一

圏藤急救護報知電話回目

救護を要する場合消防署に通知するには

手 働 局加入者は・H ・H ・-T救急車」と云ハばi!M嘗の消防署へつなぎますo

自動局加入者は……---1一一九」番へ(局番銃なしの三数字)

注意 報知通話の出来るのは大韓下記の様な事由で傷演者のあった場合です。

1 交遁事故

2 水火災

3 皐枝、公園及各種運動競技場に於ける事故

4 工場叉は大衆の集合せる場所に於ける事故

5 犯 罪(現場警察官の要請あ T'kる場合に限る〉

6 其の他の非常災害

ーーーーーーー~-ま~.o・‘i5IÕ-・三

公衆電話からは……上記の例に依り無料で通話する事が出家ます。

遁話所 からは……其旨局員へ御申出あれば無料で支障ない限 b

最先順位でつなぎます。

⑤本番競簿は毎年一回四月一日現在⑥

てや編纂援行致し ます。

..-・J

/ 
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場合以外なるときは i
11)11 
!入

制 IJの事由あるものを除<v外は其の請求

肴御H 
案
内

附鍛

r公認惜話瞥談者1
営事者。 H庶民金庫!
一方叉は(信用組会f
隻方が i融 行)

1無鑑脅枇f

一、加入事務御案内

(附書式使用方説明)

せぬとと Lなりました。

遁iF友取引の場合提出K要する書:煩は
1-z手素の異艶は早自に届けて下さい。

加入譲渡承認~I\f;1ミ書・.......，............10抜書式

加入者譲渡説明書・・・・・・・…・..........・・・14抜書式

iイ)

(ロ)

直接電話K関係あるととは勿論、下記各競の如き

は平素共D都度腎出 C置きませんと後日急を要する

場合;mtて合はぬととが生じます。
(ロ〉披記載事項を立君主するに足る相営資料例(ハ)

住所惨特せるとき-…...・ H ・.....・ H ・.4.6統書式(イ〉

へば兄弟問の取引なれば、戸籍謄本D類。如
住所叉は設置場所111[名苦手地改正…47統書式(ロ)

し。
届出品印章紛失 (特K早 く〉……45統書式(ノ、〉

(法人。場新加入者?とるべき者の向艦詮!珂(ハ)改姓、名せるとき・…....・H ・-……・・49統書式

合は共の代表者のもの〉

(=)放の印章押捺せる紙片(窓口にて用紙交

付す遠隔地等D域合は担J畑形鈍i紙へ折i捺添付

(ホ〉式

式
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る
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の
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闘
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共
に
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剖

(::.) 

あ
と

彼
じ

相
り
き

(ホ)

も可〉

譲受人がJ:tの尼ー所、住所、替業所等へ電話機

。移縛を望むときは下記 4項参f!官。とと

(へ〉f改稿写せるとき・…・ H ・H ・.-.4[，-:統書式

"-J合併せるときい… H ・H ・12統書式

|組織襲更せるとき……・・49抜書式

l代表者鐙更せるとき……51統書式

法(へ〕

4電話機を移轄するには

2新規架設の申込時期は毎年一向です。

電話機は許可えにくして加入者以外の者。所へ(イ〉
官公署、公5A事業用乃ものは年中申込忙!態じます

設置し又は移縛するととは出米ませんc

{無償貸 )i1 ' ………...・H ・...・ 15~虎書式
許可を受ける!

は(rC. l有償貸興……...・H ・..……15披書式

が.共の他のものは倒ね四 J~ 頃募集します。

臨時電話(冠婚葬祭、賢I:Hし等短期使用に過する

もの)v申込は年中無休で最寄電話分局でも受付

事資を詮!りjする各程資料涼付のとと。

同一建物又は待内の移特は・・・・・・…16披乙ま:式

選際注目!Jの(2;:22)-ann・.16競申告に

移鱒先が加入者の住所居所営業"1)等プとるととを疏

(ロ J

(ハ)

付 tす。

((1)一般に必要とするもの…・・・1披及E獄詑;式

官公害!爪..L>¥量 I(2j準法人の巾込なれば(1)の………外7鋭8沈
公倫串 l

業用の~ ¥3欣局加入区域外の
申込に| 地(18貰参照)よ.11'-- I りの刻!入なれば(1) ・........・・ぃ 6披書式

l 又は(2)の外

ハイ
V

明する資料添付のとと

加入者に於て設依維持する増設電話機ある場(::.) 
前項以外用の巾込...・H ・-用紙は募集期K交付(ロ)

します ，
合は(ロ)(ハ)vタト ~U l'C 23- 24. 35. 26・統書式の内一

程を要す。3-加入名義の書換

電話を資質叉は拾保金融ちの篤加入名義の書換を
5. 電話機一時徹~

するvtとは、従来はカ11入議.波承認請求書(10抜書

下記c場合iて限り電話機を局に一時預けるととが式Jを差11¥し承認を得・るDでありましたが、昭和

IJ¥*ますむ十l'日年一月からは
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建物の修理改帯築等に因るとき1
加入者長期 不在なるとき l

特居に際し架設場所未定の問j・・H ・H ・.19抜書式
其の他電話官砦にて止むを得ずと l
認めたとき j 

他人方K架設中0 ものは共の使用者名の掲載方を

請求せね限り共o番披K付℃は全然掲載致しませ

-
P
E

，
 

W
門4 

ん。

稽競や職業o掲載を希望(イ〉

さる Lとき・・H ・H ・H ・H ・....37銃書式一時撤去中と雄も基本料、附加使用料は謀せられ

加
入
事
務
御
案
内 ，戸借電話使用者名を掲載す

るには…...・H ・..…………37読書式

氏名格競屡競等二箇所以

(ロ〉

(ハ)

ます。

一
品
杭

競
・
な

却

と
求強

制縛

場

移

J

の
き
く
と

時
と
き
と

営
の
と
の

去
蹄
る
昭
…

撤
復
ざ
参

時
へ
ら
を

-
一
川
然
ゆ

m
w
m
w付

f
l
a
S
E
d
-
-
-
E
1
、

用
る

使
ま
き

び
笠
と

再
を
L

上の掲載を笠まる L場合……38銃書式

同居者名をも掲載せんと

するには…...・H ・.....・H ・-・37披書式

(但同居者たるととを設する資料添付οとと)

(エ)6.電話機械類の特殊装置に就て

電話機はー加入毎に(電話番銃一箇毎に)普通電

話機(壁懸機)登簡を取付けるとと L し之を本電

話機と鰐します。

(イ〉

8.箕の{也の御注意
本電話機普通機の代りに卓上機

諸届書類の文字は正確明瞭に(イ)を希望のときは...・H ・..…22読書式

加入者氏名は戸籍上のもに限るとと(ロ 1
卓上機を普通機とするには………23競書式(ロ)

印鑑は印鑑詮明を取り得るもD使用のと左(ノ、〉
本電話機の外に一定数の電話機、電鈴、受話器

加入譲渡入の滞納料金をも納付せねばなり

ませんから濠め十分i却用意。とと

(;:::.) 

請求書には可成高額の郵便切手を消印せ宇(ホ)

に貼用。とと

増設j乙種(まぎれ用)諒議24統書式

電話機irr':tf:-(交換機を朋¥通話上支
l甲種い、る&の )障なき限26統書式

，_ _ v' /度の箇数

増設電鈴、受話椋(電話機萱筒毎に

の増設も出来ます。

(ハ)

工事を要する請求は早目K差出ささる乙と〔へ)

各笠簡迄1・・H ・H ・...・H ・...24披書式

一旦増設した機械頒を撤駿せん

とするとき'.'・H ・...・H ・....28:読書式

を受信専用著信専用(二) . 
-

二箇以上。カ11入電話を同ーの場屋にて使用さる

L場合は請求により共の内萱加入を褒信又は着

信Dみに使丹JD取扱をします。

取強請求・・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・………・33統書式

同慶止請求・-……..........・・・…・・・・・・34抜書式

Y電話番絞簿に就て

電話番披錆iは加入者名、総披等D五十音別を以℃

編纂されます。

一旦番披締に掲載した事項:j加入者や使用者に異

動ない限り改めて請求なくも毎同其ο通り掲載さ 、

れますから殊更毎年請求替には及びませんq
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五

凶五
五

五
六

五
七

五
八

五
九

六

O

※※  

六一一
六コ一

六
凶

六
五

....... ・
ノ、



録t
Jリ!
 

"
慣
臥

V
6 

----

g 
第
一
秘
書
式

受別
現紙
剥lカH

楢東 成入
話京 成市与を
機 iB郡 山込持
設 市 年段 atF
t{t 遜 及針 5乙
場 信市住 申シ王事
Of 局諦 周 諸 情 由

長者 候新ー一主主
蹴名 親11_['J

印所日 則苔
第

九
保
/ 

規

R:. 

依
p 

特

色事

r . 

く六)(五) (四)(三)(ニ)(ー〉

ず
』mH 

番
地

区

申
請
者
ノ
賓
格

電
話
ア
必
要
ト
ス
ル
理
・
凪

既
設
電
話
ノ
有
無

一
日
ノ
平
均
通
話
見
込
敏

過
去
二
年
間
=
於
テ
加
入
ノ
一
制
限
又
ハ
電
話
機
設
置
場
所
鑓

更
ノ
有
無
及
若
uv

ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
理
由

〈七)

is 

事

V
品
川
W

・O-品
川
千
品

山
中
ご
総
書
式抵

・
濁
加
入
申
込
書

電
話
規
則
=
遡
ヒ
単
純
加
入
ト
シ
テ
加
入
数
民
此
段
及
巾
込
候

遮
テ
開
通
ノ
上
ハ
電
話
=
閥
ス
ル
法
令
-
一
弘
キ
加
入
者
タ
ル
ノ
責

務
ヲ
引
受
可
巾
候

銃・

月

日

1t: 

前

P1J 

番
地

l.lti 

申
込
者
名
印
(
振
恨
名
ヲ
附
ス
ル
コ

F
)

宣伝

求

書:j-t 

式 I~
II!I 

話白

局

御

巾

fifl 

-

、

弘

氏

膚

石

一

-

正

叩

S
Z

二

、

也

話

機

純

別

一
ュ
、
む
話
機
設
問
場
所

閥

、

使

用

者

持
趨
機

匹

I1汀卓

害
地

l
i
l
i
-
-
l
v
・-W
W
・O-
m
m
T
A

第
三
銃
書
式共

同
加
入
制
限
距
離
外
加
入
申
請
書

定
問
ノ
場
所
エ
於
テ
官
話
規
則
的
ご
僚
第
一
環
但
書
ノ
規
定
=
一
伏

p

制
雌
距
離
外
共
同
加
入
ト
シ
テ
御
許
可
制
成
度
比
段
及
巾
諸
般

年

月

日住

所

申
請
者
名
(
印
〉

点
京
都
市
逓
信
局
長

殿

nu 

一
、
電
話
機
設
置
場
所

{

電

話

番

蹴

加
入
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
占

一
現
設
置
場
所

ご
、
相
手
方
ノ
電
話
機
設
置
場
所

加

入

者

ナ

ル

ト

キ

ハ

世

話

番

都

一
一
一
、
制
限
航
離
什
加
入
ヲ
必
要
ト
ス
ル
迎
由

番

局間

番

IF

-

-
i
f

，W
M
・o-品
以
A
A
t
i
l
l
1
1

第
四
械
替
式共

同
加
入
相
手
方
選
定
届

投
開
J

遁
相
互
=
相
手
方
ヲ
選
定
数
候
保
此
段
及
御
脳
候

~" 

月

日

住

所

加
入
者
名

住

所

加
入
者
名

• 

印印

東
京
中
央
電
話
局

胸
中

五日

協
託
統
仏
引
い
式

『

WY
溺
加
入
ヲ
共
同
加
入
-
二
制
帽
剛
健
市
民
ノ
者
ハ
規
定
ノ
設
問
判
費
ヲ
納
付
ス
ル
ニ

注
意
十
非
ザ

ν
パ
再
ヒ
mm廊
加
入
ニ
仮
腕
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ヨ
ト
ナ
ル
モ
異
存
ナ

F

キ
回
同
附
記
ス
ル
コ
ト

加
入
糧
類
縫
更
請
求
書

左

B

点
同
日
入
ヲ
単
瓶
加
入
-
二
砲
瓶
一
盛
更
一
相
成
度
此
段
及
請
求
侠

Z
H
ノ

恩

納

力

共

同

症
テ

mm
話

番

披
ρ

鐙
更
セ
ラ
ル
ル
モ
呉
存
知
之
候

-年

n川
口

H

住

所

加
入
者
名

東

京

中

央

氾

話

同

御

中

nu 

-
、
加
入
純
翻

二

、

電

話

番

批

局

一
一
一
、
沼
話
機
設
置
相
皆
既

番

V
-常
岨

2
0
・a丸
瓜

第
六
統
合
式

注
意
本
中
説
書
ユ
ハ
移
枠
制
帽
所
ヲ
明
示
セ
ル
地
図
-
築
添
付
サ

ν
タ
シ

加
入
区
域
外
加
入
申
請
書

左
記
ノ
場
所
=
一
於
テ
危
罰
規
則
第
四
保
第
二
項
ノ
規
定
=
依
り
加
入

区
域
外
加
入
ト
シ
テ
御
許
可
制
成
度
比
段
及
巾
箭
候

年

月

日住

所

申
請
者
名

以
京
都
市
漣
信
局
長

綴

印-rrv
 



7 銀

請

求

書

式

F昨

、、、
臨加 TB
域入詩
9ト者機詑
加lナ設
入 ル i置
ヲト場

必 キ 所
製ノ、
ト{占「

ス現電
)L設話
理i在抗
出場制・
日?披

ww
ふ川
m

・2Z
A
m小
・
阜

'ttill--

第
七
焼
香
式準

法
人
加
入
申
請
書

市
話
規
則
節
六
線
第
二
項
ノ
規
定
=
依

p
加
入
致
度
品
付
特
-
一
御
承

認
組
成
度
胸
係
書
類
添
附
此
段
u
A
市
前
候

年

月
住

所

準

法

人

名

右
代
表
者
名
印

東
京
中
央
電
話
局
御
中

日

二
、
鮭
寺
、
愚
校
組
合
又
ハ
国
慢
=
シ
テ
地
方
長
官
其
ノ
他

問
一
ノ
関
係
官
会
問
者
=
於
テ
設
立
許
可
セ
ル
讃
明
書
添
附
ス

け

」

ル

ヨ

ト

白
川
二
、
法
人
ト
同
様
ナ
ル
継
続
的
組
織
ヲ
有
シ
其
ノ
存
杭
ア
官

，
公
費
-
一
一
於
テ
鐙
朗
ジ
タ
ル
諮
問
書

y
添
附
ス
ル
コ
ト

第
八
銃
書
式準

混
入
代
表
者
選
定
届

別
紙
加
入
巾
訴
中
ノ
幣
法
人
=
付
左
飽
ノ
遁
日
代
表
者
ヲ
選
定
数
候

僚
閥
係
書
類
添
附
ノ
上
此
段
及
御
居
候

遮
テ
料
金
納
付
其
ノ
他
一
切
ノ
責
務
ρ

代
表
者
=
於
テ
引
受
可
申

候

特i

同

n
住

所

準

法

人

名

代
表
者
名
印

浪
京
中
央
電
話
局
御
中

百

医

町

番
組l

ず、

ロ
u

一

、

代

表

者

名

ニ
、
代
表
者
ト
準
法
人
ト
ノ
閥
係

三

、

代

表

者

ノ

住

所

四

、

代

表

者

ノ

職

業
V
T官出・

8
5品
‘
品

第
九
猿
書
式準

法
人
代
表
者
援
更
届

直

関f

番
地

左
記
ノ
遁
代
表
者
ヲ
援
更
致
候
-
一
付
閥
係
書
類
添
付
比
段
及
御
属
候

遁
テ
務
代
表
者
ノ
有
ジ
タ
ル
一
切
ノ
線
別
及
義
務
ハ
新
代
表
者
-
一

於
テ
引
受
可
申
候

年

日
H

n

H
住

所

準
法
人
名

奮
代
表
者

新
代
表
者

東
京
中
央
官
話
局
御
中

同口

一

、

電

話

番

披

ニ
、
電
話
機
設
置
場
所

， 

第
十
説
書
式

Y
W
0
・05m巾

d
A
S
I
l
l
i
-
-

加
入
譲
渡
承
認
請
求
書

帯

加

者

官
話
機
設
置
場
所

及

電

話

使

用

者

新
加
入
者
y
世
話

械

設

置

拘

留

断

電

入話

名 鍛

局底臨

‘ 

番容
i也

帯
地

方

右

加

入

ァ

=

譲

渡

致

皮

=

付

御

承

鶴

相

成

度

営
事
者
連
砦
ノ
上
比
段
及
諦
求
候

遁
-
ア
御
承
認
ノ
上
ハ
新
加
入
者
-
ご
於
テ
醤
加
入
者
ノ
有
シ
タ
ル

一
切
ノ
纏
刺
及
義
務
ア
承
繕
ス
ル
ハ
勿
論
電
話
-
一
関
ス
ル
法
令

-
-
基
キ
加
入
者
タ
ル
ノ
責
務
ア
引
受
ケ
可
申
候

年

月

日
住

所

医

番

地

奮
加
入
者

住

所

直

番

地

新
加
入
者
(
中
市
峨
時

W
附
)

方方

業
ハ
簡
明
-
一
〉

職

東
京
中
央
電
話
局
御
中

倫
従
来
請
求
昌
一
係
ル
特
殊
事
項
-
一
就
-
ア
ハ
左
記
ノ
遜
致
鹿
常
話
機

使

用

者

ハ

品

有

之

候

印印

話耳目局卓特
入設.
者備」二

維帯本珠
持設
乙官官
稜話掲
棺機話
設
官個機載

承承承承
織機織嬬

駿藤康駿
止11:止止ー

コ供者器格者 -
l給設設
ド機受勉
披話鈴
承承承
鰭鱗繕

威厳 底
止止止

鐙
印

叩
種
帯
設
及
接
級
官
話
-
工
部
ジ
テ
ハ
別
途
繕
縦
又
ハ
駿
止
手
続
ア

了
シ
タ
ル
上
本
勢
ア
提
出
セ
ラ
レ
タ
シ

御

注

意

一
、
ホ
答
ハ
一
加
入
修
ニ
徒
出
セ
ヲ
h
v
a
F
b
v

一
、
新
加
入
者
ノ
印
鑑
鐙
朗
容
設
業
ノ
印
ヲ
押
捺
セ
ル
印
鑑
紙
ハ
窓
口
品
テ
交
付
ス
〉
ヲ

添
付
セ
ラ
レ
タ
シ

ゴ
烈
加
入
者
が
殿
同
伯
父
ハ
入
実
態
期
制
W
L
m

亡
以
外
ノ
酬
明
陶
三
悶
リ
其
ノ
家
M
M
朝
刊
説
人

-
ア
加
入
ヲ
翻
波
セ
シ
ト
ス
ル
絡
会
奨
ノ
添
貨
獲
盆
ノ
日
ヨ
リ
一
一
一
ヶ
月
以
内
-
-
務
求

ノ
モ
ノ
ハ
名
波
挫
.
廷
料
ヲ
裏
セ
d
A

V
-官

u
z
Z出
wiハ・
A

岡田町園田



‘v-'" 

鍛

鋭

(
申
込
年
月
日
)

第
十
一
秘
書
式

『
、
副
却
問
北
切
ハ
消
印
父
ハ
汚
抗
セ
ザ
ル
ヨ
ト

注

意

↑

て

袋

災

後
代
加
入
申
込
設
ノ
町
鐙
届
ナ
キ
ト
キ
ハ
新
タ
エ
聞
刷
出
ヲ
南
町
ス

戸
て
特
別
加
入
申
込
者
ノ
印
鑑
按
朗
谷
汲
印
鑑
絞
ヲ
添
附
ス
ル
コ

F

電
話
加
入
申
込
譲
波
承
認
請
求
書

明
治

大
正

昭
和

官
話
機
設
置
場
所

右
加
入
申
込
ヲ

皮
常
事
者
連
砦
ノ
上
此
段
及
荷
求
候

遮
-
ア
御
承
認
ノ
上
ハ
新
加
入
申
込
者
-
一
於
テ
饗
・
加
入
申
込
者
ノ
有

シ
タ
ル
一
切
ノ
纏
利
及
義
務
ヲ
承
鱗
ス
ル
ハ
勿
論
電
話
=
開
ス
ル

法
令
=
基
キ
加
入
者
B

R

Y

ノ
責
務
胃
/
引
受
可
申
候

年

月

日住

所

直

町

奮
加
入
申
込
者
名
印

年

度

番
加
入
申
込
者

町

番
地

一
譲
渡
致
皮
ユ
付
御
承
認
相
成

医

方

番
地

住

所

区
新
加
入
申
込
者
名
印

東
京
中
央
電
話
局
御
中

町

番
地

備
本
加
入
申
込
誕
渡
御
承
認
ノ
上
ハ
加
入
申
込
年
度
胸
番
繰
下
ト

相
成
候
儀
ρ

承
知
仕
候

遁
-
ア
電
話
機
設
置
場
所
ρ

左
飽
ノ
遜

p
鎚
更
相
成
度
候

新
加
入
申
込
者
名
印

飽

電
話
機
設
置
抑
留
防

町

容
地

直

'Illi--v'wuφ0・
市
以
A
A

第
十
二
披
書
式

例
入
申
一
以

承

総

届

a
v
-

-
f
f
 

-
R
U
'
 

8 

番

電

話

鰭
求
書
式

' 

"

M

P

、、

制
入
市
一
町
者

電
話
機
設
内
場
所

加

入

ヲ

加

へ

者

吃

亡

ユ

・

4
P
承
機
致
侠
=
付
戸
籍

ノ
加
入
申
込
加
入
山
中
日
込
手
ノ

合

併

レ

(
登
飽
〉
謄
本
及
印
鑑
説
明
啓
添
附
此
段
及
御
届
候

遁

テ

奮

加

入

者

ノ

有

J

H
タ
レ
一
切
ノ
椴
利
及
義
務
ヲ
承
鱗
ス

醤
・
加
入
申
込

J

ル
ハ
勿
論
電
話
一
一
関
ス
ル
法
令
-
一

基
キ
制
入
申
一
一
者
タ
ル
ノ
責
務

ヲ
引
受
可
申
候年

名

同

月

ロ

H

住

所

職

業

承
機
者
名
〈
振
俄
名
ヲ
附
λ

ル
コ
ト
〉

東
京
中
央
電
話
局

印

御
中

1
1
1
1
1
1
1
V
T
W
y
o
-
商
品
、A

第
十
三
股
番
式

加
入
譲
渡
許
可
申
請
書

左
飽
ノ
加
入
ハ
現
在
譲
渡
禁
止
期
間
中
ナ
ル
モ
加
入
ヲ
説
渡
致
度
一
一

付
特
=
御
許
可
相
成
度
閥
係
書
類
添
付
比
段
及
出
申
請
候

年

月

日住

所

加
入
者
名

東
京
都
市
湿
信
周
長

印

殿

言日

一

、

電

話

番

抵

・

二
、
電
話
機
設
置
場
所

三

、

開

遁

年

月

日

凶
、
譲
渡
セ
ン
ト
ス
ル
理
由

『

住

所

五
、
譲
受
人
一
職
業

戸

氏

名

1
1
1
1
1
1
V
ψ
制
W

・O-血
此
・
-
A
1
1
1
1
1
1

第
十
四
脱
出
u
式

「
第

五

六

項

ハ
場
合

エ
ヨ

リ
別
句
ト
ス
ル
モ
発
支
ナ
シ

注

意

十

本
省

三
小
災
ノ
記
純
ヲ
震
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
漣
鯖
停
止
加
入
取
消
加
入
除
名
其

戸
他
ノ
制
減
ヲ
f
b
J

タ
ル
コ
ト
ア
リ

加
入
譲
渡
説
明
書

一
、
電
話
番
掛
及
加
入
者
名

一
、
現
在
電
話
機
設
置
場
断

一
、
新
加
入
者
ノ

電
話

機

設

慌

場

所

直

町

番

地

右
加
入
-
二
都
シ
別
紙
ノ
遁
加
入
譲
渡
承
認
請
求
書
ヲ
提
出
致
シ
候
蕗

右
ハ
左
記
ニ
依
ル
モ
ノ
-
一
有
之
候

局

町
番

地

番

直

昭
和

年

日

月

住

町

番
地

腕

直奮
加
入
者
ハ
印
〉

住

町

番
地

所

区新
加
入
者
ハ
印
〉

一

、

賢

買

慣

格

二

、

仲

介

手

数

料

一

ニ

、

仲

介

者

名

新
加
入
者
=
於
テ

耳
、
過
去

一
ヶ
年
以
内

E

-
ア
加
入
譲
渡
ヲ
鵠

U

J

H

タ
ル
件
数

新
加
入
者

-T於
テ

E
、
現
花
有
ス
ル

常
話

ョ
呑
披
及
其
ノ

電
話

機
設
置
場
断

占
、
、
新
奮
加
入
者
鍵
方

」
J

ノ
加
入
譲
渡
理
由

番

局

底

町

直

町

局

番

仰
・
リ
川
凶Z
0・
品
川
A
A
'
I
l
l
1
1
E

第
十
五
披
書
式

電
話
機
一
間
悦
域
鮒
許
可
申
務
・
書

第
四

保

ノ

二

他

人

方

設

置

電
話
規
則
第
九
十
三
保
但
蕃
ノ
規
定
-
一
依
9
喧
話
機
ァ
有
償
貸
興

致
度
=
付
御
許
可
相
成
度
比
段
及
申
請
候

番
地

番
地。r



請
求
書
式

9 

匪

住

所

加
入
者

自
和東

京
都
市
逓
信
局
長
蹴

一

、

電

話

番

組

二
、
明
電
話
機
設
置
場

rnμ 

一
ニ
、
現
使
者
名
用

四
、
補
常
話
機
設
置
揚

¢

μ
 

五

、

新

使

用

者

名

』
:
加
入
者
ト
使
用
者

シ

ト

ノ

閥

係

電
話
機
設
置
場
所

己
、
ヲ
他
人
方
ト
ス
ル

，

理

由

年

印

月

日

録附

局

番
r』mH 

直

番

地

町

番

E 

地

V
み

0
・g血
m
T
A

第
十
六
披
書
式
甲

-
移
醐
枠
組
何
三
十
闘

一
量
生
管
鋸
機
一
-
グ
凶
劉

注
意
↑
削
船
綿
一
九
ル
幅
広
一
ん
一
糊
金
特
定
セ
ラ
ル
、
狙
撃
プ
結
果
普
滋
料
金
ヲ
探

一セ
'
7
L

ル
コ
ト
ア
リ

/
切
手
ハ
官
同
紙
ノ
モ
ノ
ヲ
使
用
シ
潟
印
叉
ハ
諸
問
鍋
セ
サ
ル
緩
詮
怠
ノ
ヨ
ト

電
話
機
械
移
韓
請
求
書

一
男
俊
一

一
切
手
一

左
飽
ノ
遁
電
話
機
械
ヲ
移
縛
相
成
度
比
段
及
諦
求
候

年

月

日

住

所

加
入
者
印

御
中

東
京
中
央
電
話
局

飽
話

番

一
、
電

鍛

{
現

ニ
、
電
話
機
設
置
場
所
{二

移

縛

先

害

地

方

E
活

縫

普

通

-

普

通

受

話

三
、
貯
制
剛
山
削
本
電
話
機

d

局

設

備

帯

設

機

械

一

筒

器

筒

4
2
5

p卓
よ

1

-
卓

上

電

鈴

区呑

局
在

番
地

方

四
、
移
鞠
希
望
月
日

王
、
新
設
置
場
所
-
ア
加
入

ョ
者
供
給
配
線
ノ
有
無

月

日

1
1
1
1
1
1
4・
品
目

S
S
4・A

，Il
l
1
1
1

第
十
六
脱
普
式

L

電
話
機
械
移
韓
請
求
書

左
飽
ノ
運
営
話
機
械
ヲ
移
縛
相
成
度
比
段
及
請
求
候

年

月

日住

所
加

入

者

名

東
京
中
央
官
話
局
御
中

記
輔

ノ
話

一
、
移

ニ

、

電

番

一
ニ
、
軍
話
機
設
置
場
所

邸
宅
構
内

局

家
屋
内

番

披別

番
地

直

方

一
普
誕

一普
通

四

、

電

話

機

械

種

別

本

電

話

一

周

設

備

帯

設

機

械
↓

箇

戸
卓
上

-卓
上

回川

五
、
移
脚
希
望
ノ
月
日

日

1
1
1
1
1
1
V
品川
W

・O-
血
品

A
S
l
i
i
E
l

第
十
七
鍛
番
式

電
話
機
設
置
場
所
務
更
許
可
申
請
蓄

左
記
ノ
加
入
ハ
現
在
設
置
場
所
襲
更
禁
止
期
間
中
ナ
ル
モ
設
置
場
所

ヲ
箆
更
致
皮
=
付
特
-
一
御
許
可
制
成
度
闘
係
書
類
添
附
此
段
及
申
請

候

年

月

日

住

所

加
入
者
名

東
京
都
布
狸
信
局
長

殿

印

印

同
UE-"
 

電

話

番

観

世
話
機
設
置
場
所

開

遁

年

月

日

新

設

置

場

所

移
特
セ
ン
ト
ス
ル
理
由

五四三二一

医匿局

町町
番

1
1
1
1
1
1
1
vsW
W
・O
-
m
4・A
6
5
1
1
1
1
L

参

考

昭
和

年
度
申
込
電
話
機
設
置
場
所
持
使
更
願

一
、
電

番

番

整
理
番
説

明
治

大
正

話

続

局

従
来
ノ
加
入
申
込
中
ノ
モ
ノ
ハ
其
登
飽
順
番

一

、

申

込

者

氏

名

一
、
申
込
官
時
ノ
架
設
場
既

一
、
移
鞠
先
架
設
場
所

一
、
鑓
頁
ヲ
婆
ス
ル
理
由

右
電
話
機
設
置
場
所
艶
更
相
成
度

但
シ
本
件
揚
印
刷
鑓
更
ノ
儒
メ
開
遁
迩
延
又
ρ

工
事
上
支
障
ノ
鋳

メ
設
置
場
所
鑓
更
不
可
能
ノ
場
合
有
之
候
共
異
議
無
之
候

年

直

町町

庖

月

日

住

所

申
込
者
氏
名
印

東
京
中
央
電
話
局
御
中

医

町

仰

i
o
g
a
m
-
A
t
l
i
z
l

第
十
八
鍛
書
式

加
入
申
込
中
ノ
電
話
機
械
移
韓
請
求
書

、
電
話
加
入
申
込

一

年

度

順

番

-
、
電
話
験
設
置
拘
留
防

大明
lliE治

年
度
第

IJIr 

容
地

容若干
地地年

番番
地 i也

番
地

番
方

番



右
ノ
遁
リ
箆
更
成
度
悦

尚
本
請
求
=
依
リ
開
通
則
容
械
下
-
フ
ル
ル
モ
斜
議
鈍
…
之
鋭

ハ卒

鍛

話

月

日

(
住
所
)

〈
氏
名
印
〉

東
京
中
央
官
話
局

御
中

区

Plr 

番
地

加
入
申
込
中
ノ
電
話
機
械
移
韓
請
求
波
白
書

;

官

話

加

入

申

込

一

年

度

順

番

一
、
新
電
話
機
設
置
場
所

一
、
奮
常
識
機
設
置
場
所

:
鐸
更
ア
必
誕
ト
ス
ル

-

理

由
年

月

日

住

蹄

ハ
氏
名
印
〉

東
京
中
央
官
諮
問
御
中 LlklaI大明

正治

年
広
務

庁
前

"v
f
J
 

nv 

事F番
地地

区

町

番
地

第
十
九
説
書
式

1
1
1
1
1
1』
i
v
T
V
U尋
O
令
市
川

T
A
'
i
l
l
lザ
l

電
話
機
械
一
時
撤
去
請
求
書

t手

日

左
記
/
電
話
機
械
ヲ
一
時
撤
去
利
成
度
比
政
及
請
求
候

月
性.

加
入 .Of

者

名

東
京
中
央
電
話
局

nu 
E
5
 

御
中

L
4
J
 

i
 

'
E
U
t
 

1U 

靖!っつ
宝1氾 電
量当・ l 三壬

式1磁
波
世番
場
断 続

区
局

印

町

容番
;I:ll! 

番方方方

、
的
地
話
機
械
稀
別

遁

周

H又

備
噌
設
機
械

，ーー___.___、
位受卓普

話
鈴搭上遜

本
，出
話a

____.._ー・、
卓普

上

五四

一撒
時去
撤希・
去望

l ヲノ

| 必月
| 製 日

v 

日

第
二
十
鋭
香
式

電
話
機
械
取
付
請
求
書

左
記
ノ
一
時
撤
去
中
品
係
ル
官
話
機
械
ア
取
付
相
成
度
比
段
及
請
求

候

Gf! 

月

日

往加
入
者
名御

中
腕

東
京
中
央
電
話
局

詑

電

話

番

都

電
話
機
設
置
場
所

電
話
機
械
ノ
純
別

局

何了
番

一一一

直

楠本
設官
機話
械機

，.....--"-一一ー、、 ー.......... 
電受卓普卓普

話
鈴器上遜 上活

筒筒.

問
、
取
付
希
望
月
日

月

1
1
1
1
1
1
lv
'
w
m
z
o
a
m
?
A
 

印
帯
地日

筒

左
飽
ノ
附
属
物
旬
開
ア
移
将
相
成
度
比
段
及
請
求
候

年

月

日住

所
加
入
者
名

東
京
中
央
也
話
局
御
中

一
第
二
十
一
焼
香
式

附
属
物
門
川
移
将
請
求
書

筒

nu 

一
、
移
輔
附
鴎
物
口
問
ノ
別

二

、

世

話

番

統

一
ニ
、
電
話
機
設
置
場
所

四
、
電
話
機
械
種
別

本
田

話

月卓哲:医局
上遁

五
、
移
縛
希
望
月
日

- 一、 、、-碍掴回・e・・~嗣・E、.;r ・

印

， 

番
町

番

地

局
設
備
相
談
」
普
遍

機

械

一

卓

上

筒.

Y
V
E
g
-Af
l
i
-
- 日

第
二
十
二
説
書
式

卓
上
電
話
機
装
置
請
求
書

京
間
ノ
獣
官
話
一
一
針
シ
卓
上
官
話
機
ア
装
置
相
成
度
助
段
及
時
求
一

候

年

円日住

所

加
入
者
名

東
京
中
央
常
話
局
御
中

部 月

印

四三ニ ー

電

話

番

鋭

局

番

電

話

機

設

置

場

所

匝

町

装

置

希

望

月

日

月

日

設
置
場
腕
-
-
-
加
入
者
供
給
肥
線
設
備
ノ
有
無

番
地

l
i
li
-
-
v，
w
m
E
0
・
地
肌
-
A



請
求
書
式

1
一
信
二
十
三
抜
書
式

鎌
一
卓
上
電
話
機
装
置
い
肢
止
請
求
書

-
木
抱
ノ
柳
町
…
小
山
話
-
一
針
ス
ル
卓
上
旬
話
機
ノ
装
置
ハ
之
ヲ
臨
止
致
戊

比
段
及
諦
求
候

年

-
V』
』2t 

"MHV 

帯
地

， . 

月

日住

所

加
入
者
名

印

東
京
中
火
電
話
局

nu 

官

話

番

務

官
話
機
設
置
場
所

取

梓

希

望

月

日

御
Eド

P1f 
日番

月区間

V
T
V
U
φ
0
2
m
T品

第
二
十
回
総
書
式

乙
種
官
話
機

受
話
器
、
電
鈴

増
設
請
求
書

泥
沼
ニ
依

p
紅

白

需

議

設

相

成

度

比

段

及

諦

求

候

年

月

日住

所

加
入
者
印

東
京
中
央
電
話
局
御
中

ロu

一
、
電

・日
排
鋭

二
、
電
話
機
及
附
鴎
物
品
設
置
場
所
区

コ
一
、
増
設
機
械
ノ
種
別
比
例
数
千
迦

卓
上

問
、
準
都
内
ュ
捗
ル
場
合
ハ
北
ハ
ノ
府
中
山
及
阿
国

宏
、
機
械
供
給
ノ
有
無

J!lf局

常受
宮市蒋

鈴緑地
番

箇

11W巾
3
0
5M
iA
4
11181
1
・

第
二
十
五
抗
告
式

加
入
者
維
持
乙
穫
電
話
機
喰
設
(
愛
吏
)
請
求
書

左
記
ユ
依

P
L
種
世
話
機
増
設
(
鑓
吏
〉
相
成
比
此
段
及
請
求
候

年

月

円

住

所

加

入

者

名

工
事
捻
常
者

東
京
中
央
官
話
局
御
中

nu

・

宮戸
何羽

目

一

、

閥

係

電

話

番

組

二

、

電

話

機

及

附

邸

物

品

設

世

間

制

所

一

二

、

崎

市

投

機

械

ノ

穂

別

及

筒

数

機

械

翻

仕

様

向

標

準

岡

崎

町

縛

換

器

問

氾

話

機

喝

附

鴎

口

問

5

信

組

装

笹

川
、
中
構
内
二
一
渉
ル
場
合
ハ
北
ハ
ノ
事
由
及
附
面

五

、

供

給

又

ハ

設

備

及

維

持

ノ

有

純

一

山

工

必

設

計

、J

『
持
拡
官

μ

M

f

m

v

i

-

i

l

i

 

イ

内

4

1

;

(

一
隠

蔽

部

『

被

器

線

外

一

加

ポ

空

傑

線

及

白
同

ケ

ー

ブ

ル

量
作

A
ぷ
⑮

(ロ)

方

六、
ユ:(2) 

〈ノ、〉
剰在

直 工 事

筒

⑪⑪  

屋屋地

下

接

工事持
櫓

lh i佐

従合方

常
事

者者者法

V
T
W
W
Z
V
X山
本
a
A

甲
種
電
話
機
倫
明
設
(
愛
吏
)
請
求
書

京
詑
z
依

p
m締
官
話
機
棺
設
(
鐙
更
)
致
度
一
三
付
世
話
格
械
類
供
給

巾
箭
書
添
付
比
段
及
請
求
候

年

月

日住ヱ 加

率入
芸者

名 名 lfr

東
京

現 fis 111 

係央
II.!J 

話
局

御
中

目

一

、

闘

話

器

ニ
、
官

話

機

及

附

図

物

口

開

設

置

場

所

三
、
地
構
内
=
捗
ル
場
合
ハ
其
ノ
事
前
及
阿
国

内
、
危
話
機
u
A

附
鴎
物
品

J

種

別

及

筒

数

山

交

換

機

町

氾

話

機

五

、

噌

設

恒

話

機

ノ

交

換

取

扱

見

込

数

六

、

加

入

同

線

ノ

遁

話

見

込

数

七

、

説

在

加

入

電

話

迩

話

数

八

、

工

事

抱

賞

者 -. Hj， 

番-

二E

t魯

事
接

工

従
営

者者

i立

話3

九
、
交

換

取

扱

者

ト
、
他
人
ノ
使
川
=
供
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ

-

其

ノ

設

置

場

所

f
i
l
l
-
-
i
v・
y
t
E
E
I
A

⑩(的



_-_-r :/戸

(
他
人
使
用
ノ
場
合
-
一
眼
ル
ゾ

開f

@ 

甲
種
電
話
機
供
用
品
開
ス

Y
副
申
書

関

係

官

話

番

披

電
話
機
設
置
場
所

右
帯
設
電
話
機
使
用
方
御
許
可
ノ
上
ハ
設
置
場
所
居
住
者
=
供
用
致

サ
セ
度
右
一
ニ
啓
ア
ハ
電
話
規
則
三
越
ヒ
供
用
者
=
閥
ス
ル
一
切
ノ
責

任
ハ
拙
者
=
於
-
ア
負
強
可
仕
候

年

月

日住

厨

加
入
者
名

東

京

中

央

電

話

局

御

中

@ 

-
A
4
1
1
1
1
1
1
 

第
二
十
七
披
書
式

電
話
機
接
緩
(
愛
更
)
請
求
書

左
記
ノ
加
入
同
線
ユ
電
話
機
ア
接
続
〈
漉
更
)
致
度
一
一
付
闘
係
書
類
添

付
此
段
及
諦
求
候

年

月

日住

所

加

入

者

名

⑮ 

録

工
事
猪
営
者

東

京

巾

央

官

話

局

御

中

ロ
u項

目

一

、

接

績

電

話

ノ

種

別

ニ

、

関

係

電

話

番

娘

三

、

接

続

電

話

設

置

場

所

問
、
電
話
機
械
及
附
属
物
品
ノ
種
別
及
笛
歌

ω
交

換

機

12 

時

求

書

式

局

線

=

接

続

ス

ペ

キ

電

話

機

局

線

-

一

接

線

セ

ザ

ル

電

話

機

五
、
私
設
、
官
聴
用
電
話
交
換
取
扱
見
込
叡

市

内

専

用

六

、

関

係

加

入

回

線

・ノ

遁

話

見

込

段

士

、

現

在

加

入

電

話

遁

話

教

八

、

交

換

取

扱

者

九

、

ヱ

事

設

計

{

露

出

部

屋

内

{

一

限

蔽

部

、

被

覆

線

屋

外

↓

架

空

裸

線

及

，

同

ケ

ー

ブ

ル

地

下

線
械

額

仕

様

特

換

器

分

線

縫

又

ハ

、

タ

ー

ミ

ナ

ル

盤

交

機

2) 3) 

(1) (2) 倍、

十
、
機'

i
 

・

e・-‘
守
Uゆ

電

侃

判

官、，Jイ

交
，E
、

、B

，，ロ

電

，，‘、
例

充
的

信

州

保

問

機

十
一
、
工

十
二
、
交

話
電披安

械

類
事

工

事

直

接

工

換

取

換

話換
措維

扱 Z接指

機袋装袋持

方笛
笛

従

事方

油機

，機

用用法者者者法置置置

vwwス
zm千
八
A
I
l
l
1
1
1

第
二
十
八
披
替
式

記
官
諒
康
・
止
請
求
書

左
飽
ノ
電
話
-
一
封
ス
ル
鱗

Lm静
…

?

?

底

止

致

度

比

段

及

諦

求

候

年

同

n

ロH

往

時

間

加
入
者
名

東

京

中

央

電

話

局

御

中

-

、

帯

設

機

械

'
B
U

-

接

績

世

話

機
J

震
B

二
、
蹄
係
電
話
番
貌

三

、

設

置

場

所

四
、
駿
止
希
望
月
日

@ 

町

日番

月臨局

番
地

』
|
『

1
1
1
1
1
7
V
山
川
川
'
・

0φ
畠
間
以

a
A
6
1
1
1
1
1
2
t

・

第
二
十
丸
焼
書
式

二
加
入
共
通
乙
種
電
話
機
増
設
請
求
書

左
記
=
依
日
ニ
加
入
共
遁
乙
種
電
話
機
帯
設
相
成
度
此
段
及
訪
求
候

年

月

日

住

mm

加
入
者
印

東
京
中
央
官
話
局

記

御
中

一
、
関
係
沿
話
番
鋭
一

局局

番番

二
、
電
話
機
及
附
鴎
物
n
m
設
位
場
所

三

、

帯

設

機

械

ノ

積

別

普

通

四
、
増
構
内
=
渉
ル
場
合
ハ
鼻
、
ノ
島
由
法
闘
面

五
、
機
械
供
給
ノ
有
無

IIIJ 

番
地

阻
卓
上

v
f
m
W
・O-品
M
T
A
t
i
l
i
a
-
-

ー



請

求

書

式

13 

加
入
者
名

東
京
都
市
漣
信
局
長
股

同
U

一

、

関

係

電

話

番

税

局

番

ニ
、
供
給
叉
ρ

設
備
及
維
持
ス
ペ
キ
機
械
獄
ノ
椅
別
u
A
筒
数

-一
ニ
、
供
給
又
ρ

設
備
及
維
持
ス
ベ
キ
機
械
獄
ノ
刑
詮

閥
、
機
械
頒
ノ
所
有
槌
留
保
ノ
有
無

第
三
十
披
書
式

録

乙
種
増
設
電
話
機
事

γ
後
更
請
求
書

開T

左
飽

-T依
p
乙
積
帯
設
電
話
機
袋
位
滋
更
柑
成
皮
此
段
及
請
求
候

年

月

日

加佐
入
者
印 M

東
京
中
央
電
話
局

nu 

一
、
装
置
鐙
更
ノ
別

一

局

番

二
、
聞
係
電
話
番
観
~{

局

番

三

、

電

話

機

及

附

屑

物

口

開

設

置

場

所

国

町

四

、

噌

設

機

械

ノ

種

別

普

遁

卓

上

五
、
準
構
内
-
一
渉
ル
場
合
山
其
ノ
事
向
及
閤
面

六
、
機
械
供
給
ノ
有
無

御
中

-lil--evTWEe由
鼎
a
A

第
三
十
一
秘
書
式

(
コ
ー
ド
供
給
等
ノ
場
合
〉

電
話
機
械
類
供
給
申
請
書

電
話
規
則
第
二
十
七
保
第
一
項
但
書
ノ
規
定
品
依
り
常
話
機
械
錆

ノ
制
傭
一
氏
仙
川
幡
…
ヲ
致
皮
-
一
什
御
許
可
相
成
度
此
段
及
巾
諦
侠
也

年

月

日

住

蹟

(
加
入
者
設
備
ノ
帯
設
等
ノ
場
合
)

電
話
機
械
類
供
給
(
愛
史
)
申
請
書

世
話
規
則
第
二
十
七
保
第
一
頃
但
番
ノ
規
定
ュ
依
り
世
話
機
械
類
ノ

鰍
傭
及
維
榔
ア
(
鐙
更
〉
致
此
-
一
付
御
許
可
制
成
度
此
段
及
市
街
候

帯
地

⑮ 

白

川

口

H

住

mm

加

入

者

名

工
事
挽
常
者

東
京
都
市
遮
信
局
長
殿

ロ
u

-百項

目

一

、

閥

係

電

話

番

貌

ニ

、

供

給

又

ハ

設

備

及

維

持

ス

ペ

キ

機

械

類

ノ

続

別

及

簡

故

三

、

鰍

給

似

ハ

Jr備
及
ノ
維
持

h
ベ

針

四

、

機

被

獄

ノ

所

有

機

留

保

ノ

有

無

五

、

工

事

設

計

一

露

出

部

∞

屋

内

{

↑
隠

蔽

部

、
被

覆

線

倒

産

外

一

架

空

傑

線

及同

ケ

ー

ブ

ル

向

地

下

線

六

、

機

械

類

仕

様

∞

鞠

換

器

問

分

線

盤

又

ハ

H

タ

ー

ミ

ナ

ル

盤

側

交

換

機

仙

世

話

機

向

培

地

イ

交

f
k
 

ロ

冠

〆
E

、、

向

充

年

換詩
句

-. 

機

用

裳機

置 用

(w@) 

八七

交機 (8)(7) 

第
三
十
二
説
書
式

ヱ
惜保信

換問

鵠

襲

安

裳

制

維

持

取

扱

方方

法法置置

電

話

番

銃

番

架

設

場

所

直

町

番

地

右

第

税

ヲ

以

-

ア

御

許

可

制

成

候

私

設

(

官

踊

川

、

巾

積
帯
設
、
乙
積
噌
設
、
市
内
専
用
〉
官
話
機
何
筒
接
縦
(
接
縦
援

更
)
工
事
竣
成
致
候
ニ
付
御
技
査
相
成
政
候

年

v
'
W
W
・O-品
不
・

-
j
a
i
l
-
-

事

竣

工

届

局

住

所

月

日

何

東
京
都
市
漣
信
周
長
股

Ill1111↓
品
目
5
T
m
T
f
i
l
l
-
-

第
三
十
三
械
書
式

融
問
一
一
専
用
装
置
請
求
書

徐
徒
会
同

左
間
ノ
空
間
一
一
針
シ
前
倒
専
用
装
置
相
成
度
比
段
及
諦
求
候

東
京
中
央
電
話
同

回
日
凶

回
一日
目

年

月

日

住

所

加
入
者
名
〈
印
)

御
中

一

、

電

話

機

設

置

場

所

区

町

二
、
該
設
置
場
印
刷
-
で
花
ル
電
話
ノ
電
話
番
披

一
ニ
、
後
ハ
著
〉
信
専
用
品
セ
ン
ト
ス
ル
電
話
番
披

局局

某
印

帯
番帯地



-' 

くー〉

愛
信
事
川
=
ビ

/
ト

ぇ
品

E

ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
包

話
番
披
待
ノ
掲
載
デ
行
時
セ
ラ
ル
、

サ
呉
存
ナ

キ
旨
記
入
ノ
上
捺
印
ス
ル
コ
ト

自
働
式
局
所
鴎
ノ
加
入
ユ
シ
テ
狂
信
事
則
二
セ

ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
自
働
接
利
市
外
通

話
施
行
直
問
ヲ
除
キ
市
外
通
話
不
能
ト
ナ
ル
モ

呉
存
ナ
キ
旨
記
入
ノ
上
捺
印
ス
ル
コ
ト

記
入
心
得

(ニ〉llala--tvfwW52山
T
A

第
三
十
四
披
書
式

融
問
一
尋
問
用
装
置
一
廓
止
請
求
書

完
ノ
電
話
-
一
針
ス
ル
織
儲
専
用
袋
泣
ハ
之
ヲ
陵
止
数
度
比
段
及
請

求
候

年

阿

川

口

H

住

所
加
入
者
名
(
印
〉

東

京

巾

央

電

話

局

御

中

ロu

一

、

電

話

呑

強

ニ
、
世
話
機
設
置
場
所

三

、

底

止

希

望

月

日

方

録

代
表
捺
銃
取
扱
請
求
書

帯番
目地

局
月区

W
T
W
W
φ
0

・mι
i
A
11
1
1
1
1

第
三
十
五
説
書
式

左
詑
加
入
品
山
話
=
釣
シ
代
表
帯
披
ノ
取
扱
相
成
皮
比
段
及
諦
求
扶

品
同
代
表
ノ
取
扱
底
止

Xρ
同
線
減
少
ノ
場
合
番
蹴
鑓
・更
セ
ラ
ル

、
コ
ト
ア
ル
モ
異
議
飢
一
之
侠

年

月

日

住

所

己

、

加
入
者
印

J
I
l
-
-け
八

匂

話

尉

御

中

訴

求

書

式

~f.t 

mu 

電

話

番

蹴

電
話
機
設
置
抑
留
所

が
』m
 

番
t也

寝

V
品目
S
T
I--A

筋
三
十
六
披
書
式

性.
芯

即
同
級
名
筏
d

一ハ

総
テ
絞
俄
名
ヲ
付
セ
ラ

ν
夕
、
Y

無
料
特
殊
掲
載
請
求
書

電
話
番
披
鯨
へ
空
間
ノ
遜
P
掲
札
制
成
度
候

昭

和

年

月

日

ハ
住
所
〉

番
地

例f

区

(
職
誌
)

F

氏

名

印

)

東
京
中
央
氾
詩
局
御
巾

局

番

掲
載
名
義

世
話
番
抵

必E
A 

技
場
所、

1
1
1
1
1
1
1嘗
T
W
U

・0φ
m
m
T
A
f
1
1
1
1
1
1

・

第
三
十
七
説
書
式

二
、
職
業
ハ
印
刷
ノ
都
合
上
十
字
以
上
ハ
掲
崎
山
燕
7

セ

注

意

~

ン

二
、
二
名
義
以
上
掲
情
ス
ル
場
合
ハ
共
ノ
旨
側
外
-
一
附
記

{
サ
レ
タ
シ
(
玲
明
添
付
)

電
話
喬
銃
簿
他
人
名
義
掲
載
請
求
書

左
記
=
依
H
Y

他
人
名
義
掲
載
致
広
助
段
及
請
求
候

年

月

日

所
)

〈
加
入
者
名
印
}

東

京

中

央

官

話

防

御

中

住

nlf 

:昨
t也

， ... 
llU1 

電

話

番

抵

電

話

機

設

位

場

所

掲

載

名

義

(
振
仮
名
ヲ
付
ス
ル
コ
ト
〉

職

業

拐
殺
名
義
人
ト
加

λ
者
z
p
J

開
係 E 

s;:. 
!i7J 

ww
'榊
昨
出
v

・0φ
品
川
T
A

第
三
十
八
披
設
式

電
話
番
銃
簿
重
複
掲
載
請
求
番

官
話
帯
掠
待
ベ
左
記
ノ
遁
日
掲
載
相
成
度
候

年

月

日

(

住

所
V

区

内
氏
名
印
)

東

京

中

央

電

話

局

御

中

電

話

番

抗

掲

載

名

義

架
設
場
腕

〈局局

番呑
)
ノ
部

〆司、

ゾ
ノ
部

脚"品川
W

・O-
市
千
A
f
i
l
-
-↓

節
三
十
九
披
許
式

町

-昏

番
地

ず
』

若干
地

職

電
話
番
…
就
航
例
制
吟

dq制
緩
止
請
求
書

左

記

ノ

削

減

時

J

叩
之
ヲ
底
止
致
広
此
段
及
諦
求
侠

年

月

日

ハ・住

所

J

E

(
加
入
者
名
印
〉

東

京

中

央

電

話

局

御

中

同

U番名

f品電

局

i償請

義鋭

v，ψ
附

1
0
・h
早・
A

番
ヂ
』"“MF

 

喧B
:;，j屯

番
地



請

求

書

式

15 

印

第
四
十
焼
香
式

録

電
話
番
銃
簿
庚
告
掲
載
申
.
込
書

F叶

世
話
帯
地
銅
鐸
段
告
掲
載
規
程
=
繰
り
賞
局
溌
行
ノ
川
崎
話
番
披
簿
二
左

詑
ノ
遜

p
掲
載
相
成
度
比
段
申
込
候
也

-
遮
テ
本
山
叩
込
ρ
紙
面
其
ノ
他
ノ
都
合

-r依
p
掲
戦
相
成
ラ
ザ
ル
コ

ト
ア
ル
モ
異
議
無
之
候

・

〈

住

所

〉

直

年

月

日

(

申

込

入

印

)

東

京

中

央

電

話

周

御

中

抱

げ
リav 

番
地

一

、

掲

載

箇

所

一

、

民

告

ノ

大

サ

一

、

掲

載

原

稿

(叉

ρ
別
紙
添
付
〉

第
四
十
一
一
親
書
式

二
、
申
請
-
一
依

p
度
数
料
ノ
艦
焼
認
定
ア
受
ケ
得
ル
ハ
・
時
事
J

一
-
ニ
醐
ス
ル
事
項
ヲ
掲
載
ス
ル
日
刊
新
聞
紙
ヲ
後
行
ス
ル
一

一

新

聞

批

又

ハ

新

開

通

信

枇

=

限

ル

一

一
二
、
電
話
加
入
名
義
ト
申
請
者
ト
ρ
同
一
ノ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
要
一

一

ス

一

一
一
ニ
、
本
申
請
書
=
ρ
見
本
ト
シ
テ
営
該
新
聞
一
部
及
新
聞
紙
一

一

法

第

十

ニ

保

z

依

p
管
轄
地
方
腕
へ
納
入
シ
タ
ル
保
詮
一

戸

令

顎

H
Y
謹

篤

ア

添

付

セ

ラ

レ

ダ

シ

」

度
数
料
軽
減
申
請
書

京
間
ノ
屯
話
ユ
依
ル
辺
諸
-
一
謝
ジ
電
話
規
則
第
五
十
四
保
ノ
規
定
一
一

依

p
度
数
料
ヲ
粧
滅
相
成
度
.
闘
係
書
類
添
附
比
段
及
巾
訪
供

年

月

日住

所

申
請
者
名

東
京
都
市
混
信
局
長
麟

左
記
ノ
遁
皮
数
料
納
付
責
任
者
ア
選
定
致
候
=
付
鍵
方
建
器
ノ
上
此

段
及
御
属
候

蓮
テ
料
金
滞
納
=
凶
ル
蕗
分
ガ
僻
見
方
-
一
及
プ
モ
典
存
知
之
候

年

月

日

住

所
加
入
者
名

住

所

加
入
者
名

東

京

中

央

電

話

局

御

中

ロ
u

一

、

関

係

電

話

番

披

ニ
、
度
数
料
納
付
責
任
者
名

三
、
納
入
山
一
川
知
書
詮
付
先

五回三ニー

nu 

閥

係

電

話

番

貌

電
話
機
設
置
相
場
所

題

貌

掲
載
事
項
ノ
種
別

後
行
所
又
ハ
支
局
mm
布
地

区 間

Y
W
W
φ
g市此・・
A

第
四
十
二
披
書
式

度
数
料
納
付
責
任
者
選
定
届

!司

VTwueoem以
t
・
角
川

第
四
十
三
抗
告
式

度
数
料
納
付
責
任
者
援
従
属

IIlf 
番

番
地@ @ 

左
記
ノ
遁
度
数
料
納
付
責
任
者
ヲ
艶
吏
致
候
-
一
付
箆
方
建
岩
ノ
上
此

段
及
御
属
候

拍
手
ア
料
金
滞
納
ュ
悶
ル
品
分
グ
箆
方
=
及
ブ
モ
異
存
ナ
キ
~
勿
論

藷
資
任
者
ノ
有
シ
タ
ル
度
数
料
納
付
ノ
義
…
…初
ρ
新
責
任
者
z
於
テ

之
ヲ
引
受
可
申
候

番

重事

月

住 日

所加所加

入

東

京

中

央

官

話

局

御

中

日
u

m
言
"

一
、
関
係
地
話
帯
雛

ニ
・、
度
数
料
納
付
責
任
者

葱

責

任

者

新

責

任

者

者

入

名

住

者

名

局

番

司量

第
四
十
四
説
書
式

鐙

印

届

加
入
申
込
年
度
順
番
大明
正治

区

年
鹿

番

架

設

場

所

側
一
」

右
印
鑑
越
諮
明
書
相
添
ヘ
及
御
属
候

年

月

百

ハ
住
所
)

〈
氏
名
印
〉

東

京

中

央

電

話

局

御

中

町

番
地

直

町

番
地

三
、
印
績
欄
及
同
封
ノ
印
鑑
製
品
押
捺
ス
ペ
キ
印
章
ハ
印

一
鑑
諸
山
砦
ト
同
一
ノ
モ
ノ
ヲ
明
瞭
=
押
捺
ス
ル
コ
ト

注
一
二
、
技
人
ソ
議
合
ハ
代
表
者
ノ
資
格
設
明
書
及
印
鑑
澄
明

一

書

ヲ

務

付

ノ

コ

ト

意
一
三
、
準
法
人
ノ
揚
合
ハ
代
表
訴
ノ
印
鑑
諮
問
書
ア
添
付
ノ

-

コ

ト

事
一
問
、
現
一
-
電
話
加
入
者
二
七
ア
既
-
二
梢
出
ノ
印
鑑
ト
同
一

一
ノ
モ
ノ
ヲ
使
川
ス
ル
場
合
ρ
本
書
儀
白
=
其
電
話
番

項
一
城
ヲ
認
識
シ
印
鑑
諮
明
普
及
責
絡
遊
明
書
等
ノ
務
付

ヲ
省
略
ス
ル
コ
ト
ヲ
符

五
、
開
封
ノ
印
鑑
梨
ハ
折
挫
マ
サ
ル
様
相
成
度

日
川
げ
川

E61VTWUヰ
S
命
以

A
V
E
l
a
-
!

'・e-z'easa--'aaaL
・

@ @ 



p
s
 

-eu

・

例

ku--

第
四
十
五
抗
啓
式

は
柏
崎
瓜
印
鐙
ハ
明
瞭
=
押
捺
セ
ラ
ν
h
F

シ

改

同
日
F

F

↑r
 

届

地

話

番

抗

局明
治

大
正

直

町

番

地

一
付
改
印
致
候
問
別
紙
叫
鑑
並
-
一
印
鍛
澄
明

番

〈
加
入
申
込
中
ノ
モ
ノ
ハ
〉

年
目え

番

電
話
機
設
置
場
既

従
来
使
用
ノ
印
章

書
机
添
及
御
属
候

年

月

日

(

住

所

〉

区

(
氏
名
印
〉

東

京

中

央

電

話

局

御

中

，Ea 
岡山戸

君子
地

第
四
十
六
焼
香
式

二
、
住
所
ハ
各
礎
ノ
遜
知
容
叉
ハ
剖
貯
金
ノ
告
知
骨
皆
様
行
上
。
巾
エ
現
在
ト
ナ
シ

注
意
一

A
M
W
必
要
ア
ル
ヲ
以
チ
異
動
縫
一
史
ノ
場
合
ハ
速
三
話
番
ヲ
栄
町
サ

二
一
、
印
章
ハ
開
刷
出
ノ
モ
ノ
ヲ
使
用
セ
ラ
レ
タ
シ

住

所

獲

更

届

左
飽
ノ
遜

p
住
所
鑓
更
致
候
-
一
付
此
段
及
御
属
候

年

月

日

住

所

加

入

者

加
入
申
込
者

東

京

巾

央

電

話

局

御

中

nu 

印

-
、
電

番

話

続

局

番

大明
正治

(
加
入
申
込
ノ
モ
ノ
ハ
〉

年
度

番

録

一
、
電
話
機
設
置
揚
所

ニ

、

新

住

所

番
地

医

町

16 

請

求

書

式

第
四
十
七
椀
持
式

七
正
木
容
デ
押
捺
ス
ル
印
刷
品
ハ
鈴
同
開
出
ノ
モ
ノ
ト
同
一
ノ
モ
ノ
ヲ
使
用
セ
ラ

ー
ー
レ
タ
シ

町
名
番
地
遜
更
届

左
記
ノ
辺
り
町
名
番
地
艶
吏
相
成
候
ユ
付
比
段
及
御
属
候

年

月

日

住

所

加

入

者

加
入
申
込
者

東

京

中

央

泣

話

局

御

中

IiB 

一
、
電
話
番
蹴
ヘ
伽
入
申
込
中
ノ
モ
ノ
J

局

/

ノ

虫

ノ

登

記

順

番

明

治

戸

E

1.L
J

-

A
勺
d
H
V

ニ

、

世

話

機

設

置

場

所

プ

u
f

m仰げ
リ

三
、
住

1J{陸

所
V
T
W出
Z・0φ
品
川
i
A

番番
地地番番

第
四
十
八
説
書
式

『
一
、
電
脳刷
機
畑
山
没
家
屋
ハ
在
来
迎
リ
据
凌
/
守
、
デ
使
用
者
が
異
動
シ
タ
際
ハ

一
巡
カ
エ
・
本
書
式
エ
ヨ
リ
開
制
山
山
下
サ
イ
迩

ν
守
ス
ト
交
終
取
削
減
よ
叉
ハ
料
金

控
一
告
知
上
行
涼
か
生
ジ
守
ス

一
二
、
御
記
入
旦
就
テ
ハ

山

内

イ

〉

遁
加
局

窓一

E
削
除
届

ハ
ハ
)
雌
寵
夏
屑

スハジハハ
ル新{~昔話新
コB用使l実
ト繭ノ用用
仮部活者
用分備側
2・ヲへへ

榔鎌在遁
"1筒波B自
失スf!1!J骨
h ル周名
繭コ者ヲ
イ淀ト名
用ヲ
君主 ...__" 
ヲヲ
記記
入入

尚
昆
附
刷

使
用
者
慨
雪
崩

a日
以
悶

遁
加

左
記
ノ
遜
n
y
使
用
者
費
更
致
候
一
一
付
此
段
及
御
届
候

A
E日
阪
脚
同

年

月

日

住

所

加

入

者

東

京

中

央

電

話

局

御

中

間

一

、

電

話

番

披

二
、
電
話
機
設
置
場
所

三

一

、

使

者

{

哲

一
新

直局

町
番

用

番
地 印

-活

第
四
十
九
秘
書
式

改

稿写

届

年

度局

印

年

月

日

住

所

加

入

者

名

東

京

中

央

電

話

局

御

中

nu 

一
、
電
話
番
鋭

ヘ
加
入
巾
込
中
ノ
モ
ノ
/
明
治

/
ハ
其
ノ
投
詑
順
番
¥
大

E

ニ

、

改

栴

ノ

別

一

二

、

加

入

者

「

奮

(
加
入
申
込
者
〉
一
新

稼稗

vfvweO令血瓜・
-
A
h
l
i
l
i
-
-

第
五
十
説
書
式

氏

名

訂

正

腕

番 番

左
記
ノ
遁
リ
氏
名
訂
毘
相
成
比
別
紙
諮
問
普
類
及
戸
籍
抄
本
添
附
此

段
及
御
願
候年

Ell 

月
加住

入日
所

者

東
京
中
央
電
話
局

間

世

話

番

按

又

加

え

申

込

登

記

順

番 御
中

一一、

函

話

機

設

置

場

所

四 三

訂加
入

者
r-.. 
又
_，、

理 加
入
申
込
者

訂属 医
正出

E 

曲
Y
W
U
S
S
4・A 大明局

正治

番
年
度
第

民民町
名名

印
番

帯
地



先
制
ノ
蓮
リ
代
表
者
ア
鑓
更
致
候
L

一
付
設
記
簿
謄
本
及
印
鑑
説
明
書

添
附
此
段
及
御
属
候

年

月

日

住

所

加
入
申
込
者

加

入

者

(

法

人

名

〉

新
代
表
者

東
京
中
央
電
話
局
仰
中

飽話

請

求

書

式

F甘 17 

第
五
十
二
説
書
式

注
意
務
部
仙
人
ノ
場
合
ハ
第
九
披
書
式
ニ
依

-7ν
タ
シ

銀

法
人
代
表
者
援
更
届

、

電

番

.
ハ
加
入
申
込
中
ノ
モ
ノ
ハ
授
抱
順
帯
明
治

大
正町

番

鋭

局

一
、
電
話
機
械
設
置
場
所
奮新

区

一
二
、
代

表

者
v
v
w
t
o
a品‘
4
1
1
1
1
1
1

第
五
十
二
説
書
式

年

成

届

白

川

口

H

住

所

加

入

者

(
加
入
申
込
者
〉

東
京
中
央
電
話
局
御
中

円ロa-a一"
話

一
、
電

番

鋭

局

区

大明
Plr正治

年

度

ハ
加
入
申
、
込
中
ノ
モ
ノ
《
〉

一
、
電
話
機
設
従
弘
前

一

、

加

入

者

名

年
度番

地

番
帯
地

印印番方

左
館
内
今
般
解
散
(
破
産
)
致
候
-
一
付
別
紙
授
飽
謄
本
及
清
算
人
印
鑑

常
明
書
添
附
此
段
及
御
届
候

年

月

日

住

所

J

加

入

者

〈

法

人

名

〉

加
入
申
込
者

清
算
人
(
被
産
管
財
人
〉

東
京
中
央
電
話
局
御
中

同口

一

、

電

話

番

税

局

(
加
入
申
込
中
ノ
モ
ノ
明
治

川
其
ノ
脅
組
順
番
)
大
正

二
、
電
話
機
設
置
場
所

E

・三

、

加

入

者

名

(

法

人

名

)

(
加
入
申
込
者
名
)

番

医
局

Y
W
U
5
1此
AA

第
五
十
三
披
書
式

法
人
解
散
(
破
産
)
届

v
f
v
u
a
s
A
A
A』
1
1
1
1
1
1

第
五
十
四
披
書
式

年
度

町
番

帯
地

注
意

「
包
括
幽
関
投
昼
間
切
所
縫
豆
諸
求
其
他
/
請
求
/
綬
消
ヲ
鴛
サ
ム
ト
ス
ル
制
御
J

f

合
ハ
水
制
問
求
書
ヲ
提
出
セ
ラ
レ
夕
、
γ

」

取
消
請
求
書

左
記
ノ
請
求
御
取
消
相
成
度
比
段
及
請
求
候

年

月

日

住

所

加

入

者

東
京
中
央
電
話
局
御
中

間

-

、

電

話

番

錦

ニ
、
電
話
機
設
慌
場
所

一一一、
弘前

求

刀

日

間

、

蹄

求

額

別

町

帯番
地

印番印
方

y
w
u
'
O
R
A
-
-
A
1
1
1
1
1
1
 

左
記
ρ

成
年
ユ
一
建
シ
候
-
一
付
別
紙
戸
籍
抄
本
及
印
鑑
識
明
寄
添
附
比

段
及
御
属
候年

第
五
十
五
披
番
式

五 四 三ニー

へ欝ノテ加例=ーノ、問ラ備リ機
キ更モ其入ヲ機般同線レ考附械
モノノ設電設械市線、タ欄詔ノ
ノ;場=置話ク設街ノ問シユセ積
ヲ合限揚ノノレ置圃方線 ノ、ラ別
括ノリレ所番コ揚ト式路 設レノ、
弧新)カ貌ト所問、経備タ市
ア規ヲ事ノ、 ヲ程機;邑上シ内
以事担JH.1J日記度.械地参事
テ項入電入入ノ :種間 考用
問ヲセ話数 シモ別ヲ . ト 常
マ朱ラ機金詑ノ毎添ナ話
レ香レ設部明ア明附ル規
タシダ世( ヲ用言巴セ ヘ 則
シ嘗シ場自製ヒシラ キ第
事 所 己 ス 或 線 レ 事 九
項 トノ ノレノ、路タ ~傑
中間名モ作総シヲノ
消一義ノ製;昆明言日例
減個ユノ、シ闘線誠二
スJ]Jfシ凡之J、悶セ依

市
外
遜
話
用
市
内
専
用
電
話
使
用
(
務
更
v
願

一
、
専
用
ヲ
必
要
ト
ス
ル
理
由

二
、
加
入
電
話
帯
貌

三
、
専
用
電
話
機
及
交
換
機
設
置
場
所
筒
設
、
積
類
蛇
附
帯
ノ
設

傭

機
械
設
置
場
所

電

議|機
-I~ 被

:1笛
物附11段

品鴎|及

l種備 i

右
市
内
専
用
電
話
規
則
第
四
僚
=
依
日
関
係
書
類
柑
添
へ
出
願

候

住

所

年

日

何

月

東
京
都
市
逓
信
局
長
殿

I
Y
W
W
8
2比・
-
A

}}I} 某
印 ラ吾、，



J 

第
五
十
六
批
書
式
〈
机
縦
人
一
二
水
機
ノ
場
合
〉

市
外
通
話
用
市
内
専
用
電
話
承
綴
届

一
、
専
用
世
話
番
抵

二
、
市
外
一
辿
訴
事
川
沿
話
使
川
許
可
年
月
日

一
ニ
、
放
縦
ス
ヘ
キ
原
凶

問
、
放
縦
ス
ヘ
キ
危
話
機
及
交
換
機
波
枕
場
所
筒
数
、
純
別
蛇
附

帯
設
備

一

世

話

機

及

一

械

筒

数

及

穂

一

一

交

換

機

設

一

寸

|
i
J
d
h
i
--
つ
ー

一

一

世

場

所

一
電
話
機

一交
換
棋

一例

M
一

備

一

右
市
内
事
川
官
話
刈
則
第
六
保
弘
二
項
ユ
依
リ
別
紙
説
明
呑
添
付

及
阿
川
山
依

檎

JJlj 
景子
‘' 

住

何所・

某
印

年

月

日

東
京
都
市
逓
信
局
長
股

vfww・
5
5川
T
A

第
五
十
七
銃
器
式
(
他
人
=
承
鱗
セ

γ
メ
ム
ト
ス
ル
時
ノ
モ
ノ
)

市
外
遜
話
用
市
内
専
用
電
話
承
綴
願

一
、
事
別
電
話
帯
磁

二
、
事
川
電
話
使
川
許
可
年
月
日

三
、
承
紙
ヲ
必
一
些
ト
ス
ル
理
由

凶
、
京
総
ス
へ
キ
官
話
機
及
交
換
機
設
置
場
所
筒
数
、
絹
知
雄
附

特
ノ
設
備

一

電

話

機

及

一

械

筒

数

及

・
種

別

一

一

交

換

械

設

一

1
i
|
|
」司
lat--ー
ー
ー
一

一

置

場

所

一
雲

仙

一

概

一

交

換

機

一

例

制

一

備

考

一

右
市
内
一事
川
小
山
首
叫
則
以
六
保
一
項
ユ
依
り
出
願
ス
許
可
ノ
上
ハ

新
名
恭
人
-
一
一
於
テ
花
山
名
義
人
-
一
応
ス
ル
一
切
ノ
雌
刺
義
務
ヲ
一
取
締

機

18 附鍛

請

求
妥主
E司

式

ス
ヘ
ジ

年

日

(
替
専
用
者
住
所
氏
名
⑪
〉

(
新
専
用
者
住
所
氏
名
⑮
〉

月

東
京
都
市
遜
信
局
長
股

v'ψ0
・2
1
L
A

第
五
十
八
紘
番
式

市
外
遜
話
用
市
内
専
用
電
話
厳
止
届

一
、
本
川
沿
話
帯
都

二、

-M
以

止

年

月

日

三
、
向
股
此
ス
ヘ
キ
電
話
機
及
交
換
機
設
悦
易
問
削
筒
数
、
粍
知
抜
附

帯
設
備

所設及

1C!.l 

話
機

三:;~
~ 

議|筒

一一-14必|数

才縫

械

結

品鴎1.及

}.lIJ 

¥ ii1交屯

換話・
.j.t1 

一機械

備

右
首I
内
事
m 
fl!I 

話
日住 地

則

イ長
町. 9 

及

出
fu，~ 

年

月東
京
都
市
選
信
局
長
殿

何

V
4
0
8
5
4
A
 

第
五
十
九
披
誌
式

二
、
木
容
ユ
ハ
々
m
H
削
場
所
附
・
近
ノ
日
間
伝
ト
ナ
ル
ペ
キ
モ
ノ
ヲ
問

J
-
y
d
〈
ハ

宝

古

↑

山

町
悶
ヲ
添
付
セ
ラ
レ

?
y
i
'

ゴ
一
、
閥
抗-佐川

H
ハ
時
間
ノ
如
何

ニ
不
作
・7
ス

一
日
ト
シ
テ
計
総

セ
ラ
ル
ペ

F

キ
エ
付
添
メ
初
予
小
知
郎
ヒ
夕
、
γ

臨
時
電
話
加
入
申
込
書

治
訴
規
則
-
ニ
迎
ヒ
臨
時
加
入
ト
ジ
テ
加
入
故
度
比
段
及
巾
込
候

主
而
問
題
ノ
上
ρ

沿
話
-
ぶ
附
九
ル
法
令
-
二
品
キ
加
入
者
n
p

ル
ノ
責

務
ア
引
受
可
申
候

年

月

日

住

所

直

町

・

帯

地

申
込
者
名
印
{
振
俄
名
ア
附
ス
ル
コ
ト
) 景1(..

4 

某
印

東
京

話言B ~II 
-:J.と
，，-. 

間職
}，.，j 

御
中業

番

競

局
月月

番
IIIJ 

日日

左
記
ノ
遜
臨
時
也
話
ノ
加
入
ヲ
総
絞
数
度
此
段
及
的
一
削
求
候

一
、
氾

ニ
、
佐
話
機
設
沢
弘
一
防

医

コ
一
、
使

I
 
I
 

rs' 

者

向
同室

五
、
む
続
常
設
m
山
町
一
一
川
機
ノ
一
盛
否

同
均
、

n
H

n
F
4
H
N
 

入

期

口
け
リ

H
H
H
 Y

W
1
0
2品
A
A

第
六
十
鋭
沓
式

臨
時
電
話
加
入
総
総
請
求
書

年

月

日

住

所

加
入
者
名
(
印
〉

東
京
中
央
官
話
局

御
中

fis 

一

、

町

田

番

話

統

局

、
4':.. ，..時

正'" 1t:!J 

初 詩
ノ機

加設
入会世

~~J 場
開!出 lfr

/戸『、"..--、、

至自至自

直

イ中

1~J 

閥
、
延

w
w
f
W副
主
Z
吊
川

?
A

部
六
十
一
蹴
持
式

州
知
山
川
移
韓
議
求
書

左
記
ノ
遁
リ
移
抑
制
成
度
比
段
及
請
求
候

昭

和

年

月

日

月月月月

番mf 

日日日日

番
i也

日
間

番
地

日
間

日
間

一 一一一



• 

恒
崎
a

、て、，・
1

h

、、

叫
し
「
削

A
吋

封

-r
〕・み

19 

m 

銭

東
京
市
W

央
電
話
局
御
中

N
U
 

、

電

話

番

鋭

、
氾
話
機
設
置
場
所

If甘

一

ニ

、

移

輔

別

四
、
工
事
希
望
月
日

ノ

第
六
十
ニ
披
書
式

住

庁--a'' 

加
入
者
(
印
)

局

番
富

町

帯

地

附
部
品
(
内
線
、
保
安
鋭
、
地
中
級

輔
換
器
〉
増
設
地
鈴

日
μ

ロH

Y
ψ
u
e
O
B
4
・A

加
入
寂
消
請
求
書

左
祖
ノ
加
入
山
之
ア
取
消
致
此
此
段
及
請
求
候

昭

和

年

月

日

住

電官束
話京
3隣諸記中
波央
世番電
揚話
J!Jf税同

御
中

一
、
活
話
機
械
滝
川

第
六
十
三
説
書
式

電
話
料
金
遜
付
請
求
山
首

加
入所
者

印、J

医 局

IlIf番

一
普
逝

本
地
話
誠
一

-
卓
上

設問
機設
械備
;lf1 

也事持番
鈴上誕地

官

fw場・
0
・a
m
T
A

+
九
詑
ノ
電
話
料
金
ハ
之
ヲ
遊
付
加
成
度
比
段
及
請
求
候

昭

和

年

月

日

東
京
中
央
電
話
局
御
中

話 5日

呑

一
、
官

住

加
入所
者

名
印

信}

者:

二
、
還
付
金
及
共
ノ
積
別

一

ニ

、

請

求

事

由

問

、

納

付

年

月

日

玉
、
泣
付
税
啓
還
付
先

ywos-a山

T
肉
相

第
六
十
四
鋭
書
式

増
設
電
話
交
換
取
扱
者
採
用
(
遜
反
ゾ
届

営
方
噌
設
官
話
交
換
取
扱
者
左
記
ノ
遇

p
採
川
r

援
更
)
致
候
ユ
付
資

格
緋
査
利
成
度
比
段
及
御
届
候

年

月

日官

話

機

設

置

場

所

直

町

帯

地

電

話

番

鋭

局

帯

外

加

入

加

入

者

名

@

東
京
中
央
電
話
局
長
股

ロu

コ
判
対
J
閃
寸
刈
l
i
d
-
d可
斗
刈
…
，
剖
l
糊「
.
J川
l
汁
E

一

一
若
者
附
悔
い
腔
同
影
凶
」
炉
問
同
ほ
|
一

二
、
交
換
取
扱
佐
川
ヲ
新
胤
-
一
探
燭
シ
タ
ル
場
合
ハ
甜
間
交
換
取
扱
4a
沼
湖
町
ぷ
必

-

m

x
ナ
キ
字
削
円
ヲ
日
弥
前
シ
テ
採
用
料
ト
シ
ua
支
シ
タ
ル
場
合
ハ
問
X
M
T
一日制
ト

-

ス

ル
コ
ト

一
二
、
来
ダ
獄
局
ノ
資
格
総
定
ヲ
紛
岬
y

M

1

品
自
ヲ
同
町
周
シ
タ
ル
m
M
A
品
目
ハ
交
挽
収
銀

k
-
E
一

J
M
脳叫窓
枠什
机
説
明
枯
演
(
ペ
ス
ト
刷
出
・
山
・
約
一
寸
一丸
山H
H
民
約
二
寸
上
半
身
凪
隠

れ剖
h

A

品、
γ
テ
裏
陶
品
ハ
氏
名
M
A
撮
影
年
月

U
ヲ
記
入
ス
ル
コ
ト
)
ヲ
添
附
ス

士
一
一
、
鈴
泌
ノ
資
格
認
定
ヲ
得
タ
ル
4A
ヲ
綬
用
シ
タ
・ル
判
割
合
ハ
交
換
山
内
絞
殺
ノ

一

忽
定
遺
M
M

緩
陸
将
ヲ
稔
附
ス
ル
コ
ト

/
但
シ
赤
羽
ノ
極
限
骨
折
ハ
的
制
務
先
ヲ
・
沿
線
セ
ル
郁
唄
ノ
ミ
一
こ
7
M
此ル

仰

w
ふ
M
2
0
φ
晶
鼎
-
A

第
六
十
五
抗
議
式

第
一
説
表宅

内
電
話
交
換
取
扱
者
養
成
委
託
嘗

成

原

籍
現
住
所

帯
地

番
地

者

名

レ

υ
市

陸直
被

援

番
地

-

年

月

日

生

今
般
右
ノ
者
ヲ
宅
内
包
話
取
扱
者
二
探
川
致
成
二
付
沿
話
加
入
者
宅

内
沿
話
交
換
取
扱
者
養
成
委
託
手
続
二
依

p
其
ノ
養
成
方
ヲ
立
局
-
一

要
託
候
也

『
一
、
木
政
官
贈
答
エ
一
被
だ
成
比
伺
/
底
原
容
〈
本
人
低
濃
)
及
第
二
鋭
u
d
-
-

ヨ
ル

一

二
郎
/
4
3
臨
出
土
刊
ア
添
附
シ
テ
広
人
公
賓
謀
ハ
魁
町
阪
大
字
問
)

A

銀
出

注

意

ム

ス

ル

コ

ト

一
二
、
彼
叫
質
成
4
4

ハ
年
紛
ロ
約
十
凶
年
以
上
浦
二
十
三
年
以
ド
ノ
山
弘
子
ニ
シ
テ
お

・f

等
小
怒
校
卒
業
叫
何
度
卜
問
答
以
上
ノ
同
年
ん
ヲ
お
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト

現
住
所

職

業

年

月

日

東
京
中
央
電
話
局
長
股

第
二
披
表

現
作
所

一

、

停

染

病

ノ

有

無

一

、

視

力

故

障

ノ

有

無

一

、

臨

力

故

障

ノ

有

無

一
、
其
ノ
他
ノ
疾
州
ノ
有
無

年

月

日

市

区

電
話
番
抵

加

入

被市

援
直

成
年

者 Plr

現
住
所鐙

げnur 
者

番
地

名齢mu 

名

をゆ

ω 



鍛ド什どU

加
入
区
域

東
尽

一一一、
電
話
加
入
直
域

東
京
市
麹
町
区
、
赤
坂
底
、
日
本
橋
区

京
橋
区
、
紳
田
区
、
深
川
区
、
本
所
区

浅
草
区
‘
下
谷
区
、
小
石
川
区
、
麻
布
区

四
谷
川
胤
‘
牛
込
区
、
本
郷
区
，
芝
医
(
第

一
乃
至
第
六
砲
牽
ヲ
除
ク
)
芝
浦
地
先
第

八
銃
埋
立
地
、
品
川
区
、
目
黒
区
、
荏
原

区
‘
溢
谷
区
，
淀
橋
区
(
上
落
合
詩
句
西

落
合
封
一
一
一
日
，
下
落
合
塁
打
開
、
一
丁
目
「
山

手
循
環
線
以
来
ノ
地
ヲ
除
ク
」
ヲ
除
ク
〉

豊
島
区
(
椎
名
町
烈
詰
.
長
崎
芝
打
開
、
千
早

町
記
打
開
，
要
町
型
打
開
、
千
川
町
~
一
汀
問
、
高
松

町
割
一
一
一
打
開
ヲ
除
ク
〉

滋
野
川
区
〈
上
中
里
町
.
西
ケ
原
町
，
灘

野
川
町
ヲ
除
ク
)

向
島
区
、
城
東
区
‘
荒
川
区

江
戸
川
区
小
松
川
官
話
、
逆
井
-.一汀脳

卒
弁
日
行
間

大
緑
区
馬
込
町
東
ど
汁
閥
、
馬
込
町
同
記
汀
間

入
新
井
町
足
首
、
山
王
一
一
打
開
.
新
井
宿
型
打
開

呼
出
区
域

東
京

東
尽

/ーーーー~一一『

大
森
君
汀
目
・
森
ケ
崎
町
.
堤
方
町
〈
欝
小
字

沼
田
ノ
内
一

O
二
番
地
一

O
四
番
地
ユ
至

y
道
路
以
来
ノ
地
ュ
限
Y
)

北
千
束
町
、

南
千
束
町
、
石
川
町
、
池
上
洗
足
町
、
上

池
上
町
〈
敏
道
省
品
鎗
貨
物
線
線
路
以
北

ノ
地
)
久
ケ
原
町
(
畿
道
省
um
鶴
貨
物
線

線
路
以
北
ノ
地
)
雲
ヶ
谷
町
(
銭
道
省
口
問

偶
貨
物
線
線
路
以
北
ノ
地
)
道
々
橋
町
(
鉄

道
省
品
鶴
貨
物
線
線
路
以
北
ノ
地
)

中
野
区
(
江
古
田
一
丁
目
一.9-ご
ふ
番
地
」
江

古
田
二
丁
目
.
鷺
宮
翌
日
ヲ
除
ク
〉

杉
並
阪
方
南
町
(
到
ニ
八
一
一
喬
地
ヲ
除
ク
)
和
田

本
町
.
松
ノ
木
町
、
大
常
町
.
堀
ノ
内
〉
汀
開

高
国
寺
れ
汀
闘
.
馬
橋
計
百

四

電
話
呼
出
直
域

東
京
市
麹
町
区
、
赤
坂
区
，
日
本
橋
区

京
橋
区
、
神
田
区
、
深
川
区
、
本
所
区

浅
草
区
.
下
谷
区
.
小
石
川
臣
、
麻
布
区

四
谷
区
、
牛
込
区
、
本
郷
区
、
芝
区
(
第
一
乃

東
尽

江
戸
川
区
、

至
第
六
砲
憂
亨
除
ク
ゴ
凶
城
東
区
、逆

井
~一打開

血
尻
島
区

滋
野
川
区

淀
橋
区

続
谷
区

大
森
区

中
野
区

杉
並
庖

入門

A-1-自
-r目
・

A
，
お
目
耳
志
向
字
国

(
椎
名
町
羽
山
首
、
長
崎
製
打
開
、
千
早

町
記
打
開
、
要
町
副
長
打
開
、
千
川
町
一
一
打
開

高
松
町
制
一
一
一
打
開
ヲ
除
ク
)

(
上
中
里
町
、

西
ケ
原
町
‘
瀧

野
川
町
ヲ
除
ク
〉

〈
上
溶
A
口
〉
打
開
.
下
溶
A
n
記
打
開

阿
落
合
型
計
回
ヲ
除
ク
)

品
川
区
、
荏
原
区
、
目
黒
区

大
森
型
打
開
.
森
ケ
崎
町
、
入
新
井

剖
汗
問
、
新
井
宿
剖
↑
高
.
山
王
一
打
四

馬
込
東
記
打
開
、
馬
込
西
一
向
性
問
.

北
千
束
町
、
南
千
束
町
、
池
上

洗
足
町
.
上
池
上
町
、
雲
ヶ
谷

町
、
石
川
町
、

(
江
古
田
~
一
話
、
鷺
ノ
宮
裂
け
問
、
ヲ

除
ク
)

高
園
寺
型
打
開
，
馬
橋
記
打
開
.

和
田
本
町
，
城
ノ
内
~
一
打
閥
、

ノ
木
町
、
大
宮
町

・

向
島
区松



五.逼話匡域と料金
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夜間通話料、通話取治科及呼出料金表

夜間遁話料、遁話取消料及呼出料等J、普遁々話料ノ区別=依 P下記

ノ通 9:.決ツテ居 Pマス

瞥遁遁話将 夜間普窺
通話料

油話取消料

..--ーーーー一一」

定時遁話
其ノ他ノ
通話

呼出将

5銭…......・ H ・....・ H ・ . … 3銭....・ H ・-・・ 3銭・・ H ・H ・...5銭

10銭・・・・・・……...・H ・.._)
t .……・・ 5銭......・H ・..5銭.....・ H ・...10銭
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1.501 池新田
! 大阪

2.001 池田
1 Iffl関

2.501 池田
l 長野

751 池田
I ~n~山

1.251 1也田
l 徳島

3.001 jl品 III
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2.50 

市川大門

市鹿野
鹿児島

市衆
三百1.

市木

官官 悶

40 I犬居

1.751 W犬飼

字.751 犬塚

1.50 

2.50 

2.25 

1.25 

1.50 

70 

70 

・ 70

1.50 

1.75 

2.25 

35 

1.00 

1.75 

犬山

犬帯瀬

茨木
イプスキ

指宿
イプスキミナト

指宿涜
S草木

今市
cl; t畏
今市
妄f'!'

今井
徳島

今井

今尼 1.∞ 
s 閃

今宿 2.50 
熔玉

今宿 o 25 
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1.25 
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1.∞|磯部
l 扇島
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註窓・・・〈知似局名ノ、 J~別シテ rl' ・込下サイ〉

岩岡 1.50 

警饗動イプ告リρ橋熊戸~倉 1.田高25 

図 上 杉 o 80 馬路 1.25 面協後tt:'" 1.∞ 

岩川 3.00 上長野回⑧ 50 海ノ口 55 エ之部 国越後猿津01.∞

E a 越後島因。 80

岩岩制岩'篠清富岩E理院a鋤由山a 倉倉園瀬淑

2.00 上m 野1.00 国海尻 o 55 
呉服

1.00 碇ク蹄 1.50 兵上t ，. 野 45 梅迫 1.50 江井 1.50 越後水津 70 

1.50 設春別 2.50 廊呈予 1.50 梅田 25 江井ヶ島 1.50 園遊後回樺 70 

25 有功 1.50 
図主上野喜地輝、

1.50 
E浦浦申書寺JII賀

1.50 
山打江m:ノノ口m 浦浦 2.50 越後明治 o75 

1.00 国易国間 1.75 25 25 35 恵庭 2.50 

岩瀬仁井田 55 田舎館 o1.75 
軍上山事のノ局家悶 o 45 新浦潟)11 0 1.00 江丹別 2.75 窓須取 3.75 

岩下 40 
国国t乾院安 息内 1.25 

隊浦関川 80 属江ノ関浦 2.75 綴目 o1.25 

岩宿 25 1.(氾

国E熊宮植 本綱a木本回
2.75 浦上 o1.25 江ノ島 o1.∞ 枝野 O 90 

岩瀧 1.5G 
北浦波書Z河 4奇書官

2.50 2.75 江戸崎 25 

岩槻 20 ウ之部 50 浦佐 60 江戸川 5 
オ之部

岩出 1.50 植月 1.75 浦里 50 江田島 2.00 生出 90 
右ウパグチ

岩出山 1.00 左口 40 植* 20 浦湖 70 江頭 1.00 園生保内 1.25 

岩手上郷 1.25 宇久須 50 魚 脅 1.00 浦富 1.75 m 江川a 88 園 小 原 。 1 .00

岩手黒石 1.25 宇佐 2.00 国魚沼中傑 70 国浦向 o1.50 
江S寄織川 25 小鹿野 25 

岩沼 85 

ま宇宇関富山美治治

35 

千牛策魚牛 恵調橋久久

1.50 浦安 10 騒t工s名 55 小笠原 40 

岩根 O 65 1.25 25 浦君主 O 85 江良 1.75 /保j、河京内 25 
1自玉

40 1.75 25 

国園紛佐浦際浦浦浦 玉山 o 1.∞ 
兵iC良tEHif 2.25 11、 )11 25 

t高指a
25 

署宇宇F甘多111西常
1.75 

図t健牛j二 ~ 帯島 1.75 和⑧ 15 江千 原 1.50 11、 }II 25 

担&E 崎 2.75
書草 木

95 1.75 2.75 江者百見 40 11、 )11 40 

江関 山見
奈良

40 宇津賀 o2.50 牛堀 25 崎 o1.75 1.75 11、 Jlj 1.25 
~本

25 宇津戸 1.75 牛:者 1.75 
潤隠寺島井井戸

勾 江迎 2.75 IJ、 )11 2.75 
山口

2.50 
宇宇山宇告 都u宮 @ 却

牛渡 o 25 1.25 江差 2.25 11、 }II 2.50 

北弱海沼
石川

岩室 80 部 2.50 氏 家 35 o 2.00 江別 2.50 小木 1.25 
手 新小潟木

岩村 1.00 部 1.50函 臼 杵 2.75 鵠村 o1.∞ 江角 2.∞ 1.00 

岩村田 45 国宇奈月 95 国臼尻 2.∞ 
雲瓜ウン-¥!連仙シ

35 国江刺家 ).50 園終小賀城、 2.75 

江鳥 取尾'
呉服

岩谷堂 1.25 宇 野 1.75 臼悶 45 2.75 2.00 園小田 1.50 

宇幸司属野無 1.∞ 羽新車『白白F 濁E 井 O 却

滋愛知主主エチガワ 岡山

国園国易管殺岩事岩岩岩儲子費岡摩谷島屋量屋 1.75 

函初後植悶01.25 )11 1.00 小田 1.75 

t1H11津ウむヅ 1.25.1 関井 o 85 エナミ 古再 械

1.25 因調後金揮し25 榎列 1.50 11、回 25 

1.50 宇和島 2.25 井 2.50 羽後上郷 1.25 可愛 2.∞ 
鳥小取田 1.75 

2.75 宇布見 70 薄衣 1.∞ 因調後小出 1.25 永和 1.00 小田原、⑧ 25 

。 1.75

E語有.有字9 ;廊事波年度

1.(氾 内披阪回 o 1.25 因調後白岩 1.25 永平寺門前 1.25 園小田島 1.∞ 
厳正弘

岩松 40 1.50 ス内 同 1.50 因調後回埠 1.25 
永事夷膏平温寺口

1.25 小高 75 

岩見樺 2.50 45 '内E知海 1.00 国初後盤川 ].25 1.00 国熊小本園 2.75 

岩代盟国。 60 宇美 2.50 内川。 1.50 因調俊吉田01.25
'海E知老 90 園小山形園 95 

岩代大森 o70 

家有鷲穣蒐畝有宇ウネ知a富本ピs市傍漢郷土原ゥ， 2 .75 

費内視‘ 海野 2.00 園初後東舘 1.50 国扇海老同津 2.50 小樽③ 2.50

岩岩呉代服赤見井 o 75 1.25 織内 80 国初前大堀0 1.∞ 国海老江 1.00 小千谷 65 

1.50 2.75 圏自内詩情野 2.50 羽前水揮 し∞ 海老海 25 IJ、名漬 55 
fラ

岩見三内 1.25 1.50 内房 45 国務前高時01.∞ 盟山 30 IJ、沼 25 

国岩城 2.00 1.25 圏内郷 80 国初前西根o90 国間回 85 康小問郡 2.50 

岩内 2.50 
采ウパ女ガ井4 

25 内灘 o1.25 国初前樟川o90 関城 1.75 /山j、口郡 2.50 
波書a

岩田 2.25 組母ク 30 内畑 1.50 羽前本郷 1.25 国座 1.75 小潮 40 

国岩樟 90 鵜方 1.25 刺内激山原 1.50 国漆山 80 遠車霊 2.75 小関 o275 

岩 、切 90 鵜殿 1.50 
T内英 首車原

25 国惨 70 遠別 2.75 長小野野 60 

国岩滞 65 
宮首a

園囲胸鵜石鵜梧鵜鞠 川沼

1.00 内牧騨前02.75 歌減楽 2.25 延徳 65 小野 O 95 

国熊奈内内 本a 牧牧

呉服

庖岩岩E轍手S 美脇 1.75 
}JI 1.25 2.75 宮歌 滞 1.∞ 越前三方 1.25 小野 1.50 

混 大分

1.00 JII 80 1.25 嬉野 275 国越後上回 o55 小野 o275 
回 語閲

江 o 60 JI( 1.50 
密和打内歌小山2田f( 0 1.25 後潟 o1.75 越後繭島o75 小野 o2.50 

ウノズマイ
小2 野m江犠 2.00 鵜住居 1.25 1.50 産山 2.75 越後大野 90 

錐昨fZ4 

遇
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注意……〈類似局名 ρ 直別ジテ申込下サイ〉 附録 25

軍E野野野s山a 川田田 80 尾脅尾亀小横阪上屋高 1.25 大宮山両前梨銭部内 45 大山 形宮 o 1.00 滋大.賀溝 1.25 大川目 1.50 
! 小 1・001 lA. 1- 1・75 大京大 原 ' 印 大続編中 45 大岡溝 o2.50 大更 1.25 

関 三百E

_11、 1.751 lA. ~ 2.∞ 河原 1.25 大 長 1.∞ 大夕z夜舗a 湊張湊 2.50 大排和 1.75 

2山、野口田 2.50 尾花海 1.∞ 妓大河ヨ1原 25 函1大主総滋西 2.00 I . ~ 大・ 1.25 大品麻問生 o 25 

ぺ、古新町 70 尾昌u:‘志 同 幻 11野 2・75 大沼 2.00 大同 山国大信九 葛 L 

JtE l、 20 留織尾覇軍札弁部田 2お 大富大来大高大臨大S毛久久A久知航伺山賂保保保保隈 1.50 和大歌山沼 1.50 大古書 豆岡宮宮宮 35 大 形 o 90 務 理2 量事局

/5耳j、 301 • et 1.25 国固Jま高諸大た誕 1.∞ 大 貫 1.∞ 総大 40 太量書 . 田 25 
小 251 m 1.00 1 *~i* 0 1.251 w**a  0 95 大 20 太田 35 

ゴセ 泥水~~ 1 I置畠

251 W * î* 0 1.751 *-_!llf 65 国大宮 35 大岐 田 70 

越越起高:4知晶知 2・田 2.501 *!H- 1・回 大 様 2・50 大山 息口田 1・∞

/1、 2.75 越喜燕 1.25 大書事 * a tヨsE 議桑越越胡 1.501 *!llf 2.00 大鋳大轟大鑑大牟綱鯵知村村森田 2.75 った 閏 2.50 先 25 老川 お大 o 401 * _!llf 95 お鴻綬玄駄 25 

園小本 1・50 国老方 1・25 大m 30 川 2・75 太矢田 口 5

/1、 月 2.50 図悶国園縫者悶育大宮大大大え'a 葉山E 青浦浦浦f南 白 票 651 * JY 2・75t -};: oifl; 1・∞ 大田原 40 
小 橋 お o 2.75 矯大 25 国大獄図森 1.25 天齢君事リ川楠 25 

於 繭 2.501 W*  iii 0 1.75 国大在 o2.751 *-lf 1.25 大森田 60 耳大主情陶 1.25 

小布施 ω 1.25 大 阪③ 1.501 *!!f 2.00 大愛犬長大 恒柳 1・00 奈王良郁子 5 

小山田 1.∞ o 1.75 大阪村 65 野 2∞ iIU 麗 45 王寺 1.25 

4小出見手川 25 2a 内 90 メ大. 蔚大〈閲笹 50 大野町 90 思屋 1・501 ~主 mυ 調 印|

国小115 木山 1・お 国m大木内 50 関淵 ω 国大野島 2・75 石す 111谷 1・50 王 3沼11 喜越田 2.50 

小m 岡山 25 大内山 1.25 淵 2.751 ?山1干i 遁 1.25 大関谷 o 501 ~ 孟務 o 1.75 
小安知山 25 大 朝 2.25 大 型 1.50 大PI"/~、泊 3.25 大m 大宮大山 形谷 1.00 多 1.00 

/1、 渡 1.00 賞畿大大大焔大師 知忠霊関調井井弁 25 国大長大賞大大量a大h 帝篠野樟 2.∞ 大 貞 2.50 去家 o 25 国青兵健F宮際i相t貿野銀野，廠家オ1梅子谷知元ウrto チ 25 
国万、皐坂 1・251 * '* 1・∞ 島 70 1 *-Ji_ir.J 0 2.50 調書谷 1・∞ 1・50

園小坂凶111 宇阪甚合 1.251 -k"* 1.∞ 織ロ島 。1.25国大主脅大a大s 事厩畑前 1.25 国兵大隊薮 1.∞ 1日

f会j、、 o 1.50 1 -.-k 7f 20 潟島島 2.25 銭F1m同 1.75 事大大事奈 山 1.501 mjjf-. .ts 2.75 
縁 取・_ _ ~_I ~~lll 

/1、本島 45 火 莞 2.50Im*  a 80 幡 2.∞ 国敵大筋大大. 大山 m山 25 ゴ 85 
B小E 品 2.75 大揚。 25 大下傑 85 大畠 2.25 山 1.∞ 河 1.50 

{1 隠す.H・~ I _-. 
因1島 01∞ 大泉原 則 t大・骨 z∞ 大"f~ 積 95 平 1.25 淡E桑 o 45 

/只j、 友 1.25 大 泉 451 :j;大多串喜 25 大原 25 岡平。 35国扇 回 1.50 

小原部 1・50 大 磯 25 大 高 95 国滋老大若賀手原 1・25 羽平 80 鳳 1・50

小平薬 2.75 大 JII 1.00 大宜高良感 o1.00 大閉山原 1.25 大 鰐 1.50 畷 j]鳴4 25 

60 I ~大E " 繍ホヨsE 揮分草海草海 2.75国系瀧 1.ぉ 失原 1・75 大鹿。 75 玄貝 伯o 1.001 ~大E 0 2.∞ 大勘 車Z岸 o2.25 大原野 1.25 担!S_宜淀 1.25 調遁野関分 2.50 

1・50 国'大s 1・∞国失調 1・25 大張。邸 大蒜回 ~:I ~分。 ω
60 大綱大線大 95 大 館 1.50 大原潰 1.00 千大和.li田 20 舗主3温遁8主梅定図iK 分分手 1.25 

2.251 .k ~ 35 大高 知樟 2.∞ '大E知111 府 90 国お大額大岡大織和調a山E 崎崎田 o 2.751 ~~~-7} 2.50 

o 25 国容犬 部 o1.501 "* iIIf 1.751 ~ ...~ 3.50 

大海原 60 大古書.脅 50 大船越。 2.751 m*  i1d 60 国岡 垣 2.50 

国雄鹿原 o2.ぉ 大輝温泉。 1・251 ~滋F 賀脅 し25 大舶 20 国大崎南 o2.∞国岡 1・25

毘雄符尾3亀n 魁尾" Jll.! 概寵各制晴略I 2.75 髄式大大大大鳥式膝揮a取頭阪E 郷郷岩岩契 1・25 国大 樟 2.75 大船渡 1・

25

1 ~下型野 75 愛1勾 知聞崎 90 o 851 * m J.∞ 塚。 50 大 仁 351.国大事定 提訴州. 2.25 'E両BEB 知E一幽崎 65 

1.50 I *-I!l<~ 1.50 I *-~ 月 25 大穂 25 大石 :~ I !岡R 田 95 

S誼 o 2.75 1 *-!& 1.75 大大大E山 S 槻 O 曲 大摘。 70 大石田 1叩 岡:田 1田

島 251 1¥. ~O 40 大槌 凶0園大問問大岡 ω 協同 ω 

尾 道 1.75 大11 問河皐問Zas E 柿拍垣内内 15 大 積 75 大間々 25 大 三 1.25 岡野町 80 
尾張新川 1.00 ー大ま 2.∞ 大 戸 40 大a大大佐盛 m 口 2.75 岡大山賀 o1.75 修阿開部 55 

尾虫西浦 1.∞ 大 1.∞函大任 2.50 3E 町 75 大松 1.75 総阿玉部 25 

礎 1・25 矢 55 I * tts 2.00 町 2.75 大松涛 1.00 岡谷③ 55 
11'---- l :a 岡山

五尾 日 0ω 大 o 1.00 大大.，関栃富 50園大湯 1・50 国大川谷 ω 岡 山 @ 1・75
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縞|吋関山 笠利歌山 間
健主E

2.50 国庇首 1.00 L.50 貝取澗 2.25 梓日 2.75 金成 1.(氾

同郷 O 25 国軍茂 1.50 a賀 m露 出 鍍警高知本 2.00 
宙餓長非Y長#I 阜野日 o 1.∞ 金古 30 

国阿l島縄 字根Z響間E 津方見樟津 90 

折尾 2.50 2.50 函 2.75 日 o 50 金千 llS 谷 30 

ー'r o 肉

o 2.25 国折壁 2.00 7-5鏡島 1.0:) j王o 60 金谷 55 
事主 7民 事n智;山

奥千 1之ら 音戸 2.00 1.75 鏡中保 40 片岡 35 金屋 1.50 
予~ S高島

盟夢m興僻山荻興~ f1t 30 

音 更 275 1.00 鏡山 1.∞ rr 貝 25 金山 50 

|函音別
新 j，lll 岐阜

45 3.00 1.5つ 鏡 1m石 55 j干貝 70 金山 形山 1.25 

形回 o1.25 御 宿 30 1.75 柿事時 Itld 25 Jt 口ロ同 45 留 金 山 1.00 

i 御前崎
前奈JlI :金!と緩まt山 o 2.75 o 85 60 20 j十瀬 25 

荻 窪 511 思方 25 80-国面!面?開瀬 2.75 金山本郷o90 

荻ノ潰 1.00 思智 1.50 函思 。 8011 柿野 1.OJ 片岡 山上 1.75 金江樟 25 

荻野 25 押 手 1.50 可部 2.00 留怖迫 o2.75 片門 O 80 金丸 1.25 

51荻E43& 原 1.25
押部谷 1.50 軍可事関也 2.50 

。1 北タ角角宮1総間嶋選川田田 2.285 5 

片山浄 r.25 金木 1.75 

2.00 押 切 1.00 国事宍賀E知永茂 2.00 
片平 o 60 国金野 1.00 

沖宿 o 25 翻 )11 2印 | 01mI _~ ~ 0 2・印
因大究阪?野 1..25 金 目 25 

奥谷 1.50 下 樟 ).∞ 賀賀長崎集 1.50 国角館 1.お i思h島幸Z岡 1...25 I 1山訟形井 90 

岐下阜石 1.∞ 谷 o2.75 
大阪 軍事局

密奥玉 1.25 柴田 1.∞ 堅上 o1.50 金井 o 25 
熊網 本才ウダ

奥中原 2~25 園田2.75 加賀 2.00 協石 o1.75 堅倉 お盤・江 f.OO 

呑カガ 1・
国典明方 o1.00 翁 品 70 登 1.75 4卦川 60 形原 85 蟹問。 1.75

l番:u tlt 
掛塚 65 !図事形E知埜 o 90 国岐松阜 ~lr 1.08 奥上林 o1.50 

岩乙札む乙結手1I 供部部 1.50 々美 o 1.75 
奥瀬 1.50 1.25 国防香関月 2.50 掛田 75 l 潟 西 1.50 源錨問崎 2.50 

奥町 1.00 2.25 香 住 1.50 
葛日ι京西 5 潟町 80 図鮪ケ江 2.75 

和勝e勝p鉱山窓浦浦 長和 野方ノ・奥山 75 乙 女 2.50 香々美北1.75 葛披 25 1.75 I ;.iin 45 

奥川 90 渡島泊 2.25 香椎 2.50 "笠部岡井最 70 30 11 和村 25 

函奥名田 o1.25 忍野 25 呑春 2.50 笠笠旗宝孟 色 1.25 勝 立 2.75 蒲言~ M 生 o 90 

忍 路 2.50 香カ良ラ洲ス 1.∞ 事勝知:}J-f-j・ワ 偽目E玉
奥野 o 25 置1.00 JII 1.00 11 生 15

奥内 1.75 納 内 2.75 園図主者香毛久m山 1.25 笠郷 1.∞ 潟木 1.00 I nlJ 郡 85 

国:奥 戸 o1.75 図Î~t艮湯 2.75 島 1.50 笠間 25 !勝沼 30 浦田 5 

桶岡奥刑オ才邑サ山j神11 

20 国貌不知 O 90 蚊焼 2.75 笠松 1.00 勝向 山山 2.00 部原 40 

1.75 男会 O 25 蚊柱 o2.25 笠岡 1.75 D千券 liS 山 30 調i)tt1 2.00 

カペ S直芥 鏑カブラ木キ

部久ク
2~00 男Jf..f.rp0 1.50 鹿児島 3.00 笠原 1.00 )l歩 Il! r.25 25 

1.75 蓬限 o 65 

図也鹿佐庫賀島臨島品

75 留風間浦 o1.75 j山l寺製山 30 釜石 1.25 

長田 o1.50 面 高 o2.75 75 国風屋 1.50 岡岡引i山H田 1.75 釜戸 1.00 

長 藤 O 65 2.75 

柏議柏柏野柏崎 田

静勝間岡田 60 釜紳 25 

古臨書 主君品 良

長村 50 カ之部 25 木1.お 図目撃 本 2r75 釜ノ子 50 

都情宮落ま僻務宮阜ホ肉部合骨合会

2~25 鹿沼、 1.15 趨本 t575 0 金関 山石 1.00 国管制1 1.∞ 

55 皆生 2.00 鹿島翠 1.00 金 JII 1.75 鎌倉@ 25 

1.75 加古川 1.50 鍛冶巌 1.00 三柏大 渇Z阪田S 崎崎原 o 1.25 S金B木崎 25 錐先 o 80 

1.00 
加三干佐百守S新

1.50 鹿沼 30 長柏柏 1.50 

国金岩金前石金4ケ手川m 指樺晴 70 

錐掛 1.25 

3.25 加登 1.00 
鹿1鹿11 口野屋

3.00 原 65 1.25 釘宮ケ谷 15 

積年合長崎 5 加 計 2.00 2.25 只柏郎原 1.50 @ 1.00 上 }II 2.75 

a落部 2.00 加 須 25 
函F鹿鹿K 回又渡

1.00 函i柏必 ~C 原 1.00 金樺 20 図上早川 90 

長 野亭蔽博揮~if 1o/f 1.25 加問。 25 1.50 柏倉 95 金 50 上川連 2.08 

4官民 2.75 
ED加ZH弁治 90 

図臨峠 80 柏野 1.25 図続穴~ ~ 0 1'.00 .土小}II 45 

特 織 75 斗 o1.25 海岡市 2~00 梶屋数 85 金田 1.50 m.上小阿仁 1.50 

女川 1.00 加治団 1.00 留海味 1.00 梶並 1.75 留顧金問田 2.50 上田上 L25 

加三加和加能1112見12治世重山込木大大田

海東
鰍山 FR』i翠 千~

鬼石 25 2.75 2.75 40 金田 25 上浅羽 65 

鬼舘野 1.75 1.∞ 海 南 1.50 粕尾 2~ 圏宮全減回 1.00 上味児 o1.25 

鬼鹿 2.75 1.50 図海津 1.25 粕些 20 
面金証 書t-津

1'.25 図と麻生 1.∞ 

国鬼ぷ別 3.∞ 3.QO 貝 Zま 1.50 粕 }II 25 国宇金帝 潟津 O 85 上磯 2.00 
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奈良

抱京都!吋 岡木山山上市 1.25 上闘 2.25 1.25 
J焔川11U1 } 久悔 之75

川根 2.00 2.00 

図銅宮上上山山市 o 1.75 図 上 牧 J.oo 国抱111 1~ 何 O 85 | 玉口越 D 2.25 )11 商f 1.75 木下 20 

市1.00圏上良野 80 
縄抱新 潟d問l奇 • 95 i 越@ 20 川添 O ム25

木ノil!著本者
1.00 

上蹴 o2.25 上 溝 20 85 

留屋榊縄宮J川川11LI議1aI問Ba 1 遁晴崎晴

2jOO 園川連 1~25 

木滋木之賀本
1.25 

国，上淡fPf 1.50 図上山田 2.50 園秋組開問 J.25 10 

扇g河川君芥揚崎田

3.00 1.25 

上Jt桐 70 上山間温泉 50 抱中 1.75 85 '1.25 木野俣 o1.∞ 
上河津 45 上横須賀 90 6塩川 2.75 2.50 1.00 木宮川 1.00 

三窓
国上北山 1.50 上池田 1.25 

積抱崎 岡生山
.1.00 川崎 1.00 .河原 1.75 

臨密木木木島1知緩11 田口田
2.5D 

1.7.5 
司書 関

上加茂 国土地原 o1.50 2.50 川崎 55 河原子 35 l臥00

千'1¥む務)11 
徳島

上九一色 40 上井出 45 35 

.)11 島 1..75 桐原B原原z都J揚ila ii 市窪田回田

1.25 2.50 

図上熊野
宮1町1減石1.25 土井河 lT50 鴨JII'w事Jij 1.75 l 島 o 251 1川 1.25 国木上 2.75 
長 grf 警苦

図図上上密茨山上上黒鎌知形駒綿郷鶏 O 

30 図上岩川 1.50 鴨方 1.75 川島 o 601，;河 1.00 木 1ずtι!t 1.75 
三蕊 三

25 上伊集院 2.75 '1出品 1.75 川島 o1.00 河 1.00 留水柿鍬山 2.75 

90 図上演川 2.75 鴨居潮 o2.75 岐鹿川2川B‘傘島阜尻島 01  ∞ 安河 1.50 
底木城 d脇l者

2.75 

85 上部刈 2.00 路見ー 1.25 2.75EZ-m 洞河 腸 2.75 1~50 

図上郡 1.50 .上厚良 o2.50 庖-桑 1.25 川尻 2.00 山合 1・75
:!)淀低民生r.，川悶

1.25 

国宮治j山J寛l1舗 民f!iJ臨上遠野 55 上徳富 o2.75 唐津 2.75 l 尻 40 令1.50 2.00 

上盟尻 50 上内田 65 
5ヨ烏割5問山 .. 35 l 手日尻 1:25 国2師山同河2 合烈怪 o 1.25 清洲 1.00 

上新披 o1.25 土中島 01心0 回 2.50 徳川 尻 o2~50 日 30 
千t請山f昔、 形事 揮川

50 

上曾棋 O 35 
s 本

図上tlljll 1.75 刈悶 o2.00 l 田1.75 俣 o2.75 1.00 

図上称=別 o3.00 上大局 o 25 

図愛千苅XメlllI事知調各谷

80 

図祭E川JI 奥安

35 1昆音寺 2.00 清 J'I 25 

上諏訪 50 図上大野 1.50 90 |西 1.25 開 L[JQ 80 情糊 20 
島

上溜 1.00 上帯民 02 25 川西 2.00 函開陽 o3.00 
f紀i，¥f歌健山見司'ri

2.50 
石川

上灘 o1.50 上ノ凶 2.25 国苅野 O 70 

1骨列11場良掲川ab 〉温車束li泉。 40

1 0 1.25 l‘50 

図上長敏上上 根 2.00 
国上砂川 2.75 兵){Ij来EEl野 1吻 25 I :W: 1..75 甲子 o1.25 紀伊長島 1.25 

a 野村 o 85 上刻、都 J.75 f民屋 1噌 50
国4者j扇j器l i 1 1・25 国俄:1土t足泌III丘t 2.25 

キs{JI'龍門01.50

村1.00 上士幌 2.75 狩太 2.25 l );ji 90 路 2.50
お話紀三多);1方井寺

1.50 

上妻 O 25 上長尾 65 君主 )11 1.00 l 東 o 60 門井 25 8:) 

上津江 2.75 上長田 2.∞ 狩留家 2.00 国川舟 o1.25 図門 HlO 85 国喜茂別 2.25 

上原 o1.25 
. 

上有漢 1.75 粧井j皐 40 砲JJI幸江 2心O 保村 O 20 喜入 3.00 

上演 o1.25 図上有住 1.25 4盛米 1.50 g川b 本 2.25 村t 島 2.75 喜久間 O 6つ

上芳斐 o1.75 国上川井 1.50 腿 )11. 2.50 !川釘 品源 o2.00 .鍛輪 2.75 
矯現騎:述玉西川

35 

上閉伊金津 1.50 上海門 L25 長)11崎棚 2.75 川津蹟 45 垣内 o2.00 25 

函上穂波 2，50 上文殊 1.25 
紳川山否定aj臼手11 井棚ヲl 250 

国語語Ul託手口納 3.50 資波戸 2.50 

上手綱 o 45 上朝比奈 65 

国者J川判別l古1i11 合 0 1155却0 0 

高 2.50 笛安海 o1.00 

上盟c-r; 1.50 紳 会 30 3.∞ 幽南 25 岐私キサイ阜チ ③ 1.00 

上宮芥調山庄庄保良野 2.75 

紳守ム00 50 カルルス o2.50 市 1.50

詰カ11'久グ呂ロ 70 
1毘京

図函上続胸宮←山S上t ￥ t l25 

II! 浦 75 1.75 j苧和問 1.50 
務局

1.00 国制訓園陸l I & iljil i‘00 

国園和J謝長川締j川川ll歌li上野山太a 上上決内内 2町5 

1.00 キ之部 岸野 50 

65 同 2、.00 o 1.50 

関北北北佐認北g岐乙糧 賀知阜危方方原 22Ld97抑5 5 

ノ1EEbt lU90  品11' 溢 1~75 55 60 木原 25 

上山 2.00 Hぬtill11E戸 1~75 1.50 !俣 70 F木高 島戸 60 

よ野尻 2.00 市Ip tU 1..50 lJ.i 3.25 J群"馬俣 2S 木千 ~ 戸 25 1.00 

上八万 1..75 

国榊神佐岡押 賀山城場崎 21J87S 5 0 

臨f川脅 玉北 o3.00 JJJ 前 55 木ノ江 2.00 2.00 

上入雲 o2.00 l 口 10 国川渡 <l ~OO 木草書佐悶お木 2.50 国Jヒ蟹谷 o1.25 
軍五 潟

上高地 75 )11 日 ( ，5 JII 来日 20 木軒務木 調晴 25 国北平田 1.25 
岩手

上三川 25 制1 m止 1.25 )1' I::J 1.25 JII 問 20 l崎 90 国北宇智 1.50 

園筋三川怠肉口 2.75 長川野路 75 守木 川
上三寄 75 紳官 1.25 ノl時1.75 国北田野浦 1・25

沼木

上水内 2.00 図話* 野 1.5O )1' 日 1.25 川治 45 木熊木更本津 25 北浦 1.50 

上秋津 o1.75 語111 科 o 50 溺Il!EB日 90 川中 1~50 山 2.75 北木島 1.75 
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訴
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北小谷 85 桐島 80 久栗坂 o1.75 熊石 2.25 黒海尻 1.25 

北小浦 o1.00 切 石 40 箆山 形岡 85 鎗熊曲玉谷 ⑧ 25 国黒田. 1.25 コ之部
国北崎 o2.50 切目川 1.50 窪川 2.00 関熊 谷 2.00 国黒谷 1.∞ 

北保 75 金田一 1.50 国見 1.25 熊切 75 黒田庄 1.50 小務局泉 25 

国騎北北j関川
1.50 金華山 o1.00 園立 20 

国熊熊島 根取野
1.50 黒松内 2.25 

否小を 良泉
1.25 

園。ニカ包ネ AI a， 
11内 2.75 

象琴キサガ潟書
2.75 1.50 2.∞ 黒田原 45 小泉 O 60 

北長野 1.00 1.25 
国熊恥園本縫民

2.00 鹿島熊 山島野野 2.00 黒浬 40 11、出 60 

国北野 2.50 鬼無里 65 2.75 1.∞ 黒坂 2.00 IJ、 岩 !o 

北北北長山河問野口原原内

25 
鬼鬼温怒無泉川

1.75 来原 2.∞ 熊町 70 黒羽 45 国岩小手梨 1.25 

2.25 40 倶利加揮 し00I 熊村 75 黒野 1.00 小原木 o1.25 

55 燕待 2.00 慎知安 2.25 函熊倉 80 黒山 1.50 小石原 2.75 

国北茂安 o2.50 霧多布 3.∞ 25 熊本 2.75 黒櫛 1.50 11、井川 40 

筆書島温泉 2.75 
千~

北島 1.75 35 熊 }JJ 1.25 黒岩 o2.25 小金 15 

桔 梗 o2.∞ 桑原
115 ホ

北御牧 O 45 1.00 熊野跡 2.∞ 1.00 小金井 25 

絹村 25 
!.Ii 1託

北牧 35 2.50 
玖玖山 口珂島

2.∞ 桑野 1.00 小金井 15 

北穂高 65 無賀 70 55 2.25 桑名 1.00 小金田 1.00 

国北金津 1.75 45 喜E久If 4 裁 2.00 桑名川 70 小貝 40 

北橘 35 ク之部 1.25 下司会 2.25 桑村 1.75 園小腕米 1.50 
省手

北和無 1.75 草間 1.75 雲井 o1.25 郡~ ;:.家ロ
1.50 園小川 1.50 

北輸内 1.25 九婚 1.75 串本 1.75 震原 1.50 釦!路 3.00 小梁 1.00 

北八幡⑧ 15 九度山 1.50 串川 25 震域 2.25 郡中 2.25 園小溜 O 90 

北山 O 55 九佐 賀重原 1.50 串木野 2.75 倉賀野 25 国初木 1.25 /1、絹 O 20 
利章置山

北 谷 o1.25 久踊久 2.75 櫛形 40 倉橋 2.00 国訓子府 3.00 /J、口 1.50 

北郷 1.25 関原 o2.50 櫛 岡 1.(泊 倉敷 1.75 説上 O 25 小倉 2.50 

北鷹栖 o2.75 久畑 1.50 櫛ケ潰 2.25 倉吉 1.75 顕披棋 O 85 小暮 35 

北長沼 o2.50 

鏑九Aキ久山久三久口ヨ大ヨ重B 医撞賀賀喜且島

2.25 圏定 25 鞍馬 1.25 厳帯 o1.∞ 国小黒 85 
、

北中山 1.25 25 国友 1.00 栗田 1.50 議玉 25 IJ、牛田 1.00 

北那珂 O 25 2・25|図困吉 1.75 栗谷 o2.∞ 笛周斜路 03.∞ 小.tj二国際的 1.∞ 

北馬披 2.50 20 国園タニサ東キ 2.75 栗紛 玉山
2.50 国鞍厚ミ 1.50 小久保 25 

北犬伺 25 1.25 楠 1.00 
架巣主華 字橋橋

251 11、串 1.75 

北秦野 25 久下回 25 楠見 1.50 1.25 ケ之部 園小坂 1.50 

国 アF 築 2.50 
関久鰐久 s山a 米未

1.75 楠久 2.75 果源 25 小坂井 85 

杵束 2.25 40 国楠甫。 2.75 栗栖川 1.75 桂川 2.50 /1、茂田 o2.75 

吉砧キ 舎サ
10 

A聖久g久E書慈旭鋼芳惑潰

1.50 口内 1.25 果見 1.∞ 毛木 o2.00 小須戸 80 

2.00 2.∞ 口北 2.∞ 厨 。 1.25 図E下青 潟僚 65 11、杉 1.00 

吉舎安閑 2.∞ 35 日大野 1.50 呉 2.00 下呂 1.25 小菅 O 45 

吉鮮寺 10 

国佼関岐久久久岡Z山阜S 世潮昆

2.00 口大屋 o1.50 呉阿賀 2.∞ 
鶏ク チ知 2.75 小鈴 ヶ谷 1.00 

吉津 40 1.00 口 問 2.00 兵呉 羽 1~∞ 無仙沼 1.25 園新小 潟田 o1.25 

吉股キウ ラ備木ギ
1.75 1.00 日吉川 1.50 

僻黒黒 腹函井井 0 2.575 0 
無仙横田 1.25 小平 20 

2.75 久保樺 . 25 日間樺 O 80 鉱多. 75 園小竹 2.50 

久山 口津 2 3，鳥Fヤ

君田 2.00 2.50 口上林 o1.50 黒石 1.75 検見川 20 /J、谷 1.25 

京都⑧ 1.25 久保 2.25 口調 2.00 

国固黒厳巣続佐県諜 a 磯川 l-4O0 D 

国毛馬内 1.50 /1、船越 2.75 

京都桂 1.25 

AA続佐京A久擁A悌美留留賀京都開濃米米田田

1.75 
国奈葛口!珂良方

1.00 
芥ク 屋ヤ 2.50 11、 î~:I揮 45 

京都山端 1.25 2.75 1.25 混)!I 0 95 天ク下ガ野ノ 40 IJ、牧 1.00 

葛wホ生 主Z1112.75 朝京鮮城 石)11松
国京塚 1.00 1.50 25 3.75 tI、 1.00 

怠ケ島 30 2.50 沓掛 25 国黒川俣 1.00 鉱多室。 80 縁小関松 70 
山口

行 田 25 2コ 葛塚 85 黒川渡 75 源清田 25 小松 2，25 

行 方 1.75 久留里 25 国務巻 1.50 国黒 木 2.75 国計根別 3.00 国滋小貧松 1.25 

利!I守l王，縮n 県岡 山崎
山形

10 久那土 40 75 1.75 国民徳 O 80 IJ、手~ 85 

桐生③ 25 毘久々野 1.25 隈庄 2.75 黒子 25 小松島 1.75 

注意…・・(類似周名ハ直別ジテ申込下サイ〉再f28 
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注意¥・一 o(類似周名ノ、直別.シテ申込下サイ〉 附録 29
「

J，司骨FjI、、 z量e僅接湊 30 五千石 2.∞ 
国徳制紳1 島足 1.25 金光 1.75 函佐用 1.50 

境策境来鳥撹 S事取a 
25 

1.75 

制榔a五玉大五ヨ膨向虎杖'a阪山& E 領領峰城度滋 o 2.50 

野1.75 金束 25 滋佐.u 屋 1.00 15 

小南 25 1.50 錦 内 1.75 金浦 1.25 佐山 o1.25 2.00 

園小森 1.50 1.75 鴻巣 25 向道 2.25 佐織 1.00 

教鑑g署柴楚祭=警eシa太図タaガ捜ヲ

1.25 

長小野諸 45 1.25 
郷鴻笠ノノ岐舞浦 2.75 

米ノ浦 o1.25 
熊佐佐骨本激波

1.25 25 

小林 2.75 1.25 2.75 米ノ樟ピ 2.75 2.75 l.OO 

1.75 
=ワク

小富士 2.50 

締‘郡郡‘曹警暴皐ノ色口 1.25 

禍首 1.25 佐樟 1.50 3.25 

r矯j、玉池 o 75 御殿場 30 同 2.∞
欝鷹合講臨畠 a島観E 戸武戸

25 函佐々木 90 榊原 1.25 
I!; 

小 委l' 20 御御姦遮良所地 1.50 lli @ 60 60 
家佐嵯瑠主i官峨太

2.50 感 1.25 
良

相措置 関良
園小中川 75 1.25 山1.25 2.∞ l.25 60 

園小阿禰 o1.75 御着 1.50 

郡郡鹿郡コ児ウ島家里グ山 1.75 
BゴEーケ猪誕牛イィ 2.75 

座光寺 75 崎戸炭坑 2.75 

小手指 20 御坊 1.50 o 3.∞ 特表2 ツト 1.75 
陣西.6 2. 220 5 

作木 2.00 
s lIt 

小佐佐 2.75 後 苑 2.00 1.75 2.50 国棋 o 1.00 
11、 泊 o1.75 御油 85 九 重 35 昆布 o2.25 

安畠西西 o 60 
子tコ轟 ナ減浦ジ 50 

御rdi緯前 85 好勝 1.25 2.00 1.25 

御所見 25 1.25 今回 o1.50 2.00 2.50 
子生 25 

盟凶奈主 2.00 11、吹 o1.50 国後藤寺 2.50 1.75 25 

木幡 l.25 国後三年 1.25 25 
サ之部

1.~5 90 

木木2ウズ器葉キ 2.75 
口南 2.00 35 1.50 

圏石西 川1.50 甲山 2.∞ 2.75 悔し25 2.00 

木潰 1.25 申立 2.00 2.25 

国佐佐佐大摘京鍍佐 分震飾肉伯伯伯賀 2.75 

西金 45 棋木 60 

国g古古剥古木a，s，izf馳障m・a h 座瀬里賀河 2 E 5 0 

国甲佐 2.75 20 1.75 西原 25 迫 1.25 

叩的:⑧ 35 2.75 1.25 四戸時 2.50 笹川 25 

2.50 甲浦 1.75 国分寺 20 2.75 

園4ヨ坂鹿西岡置敬明市島井寺

1.25 笹子 O 25 

25 甲 -賀 1 .25 園領 1.50 佐JfI 2.00 2.00 
国篠ド笹 山 1.50 

1.75 香 呂 1.50 国j鴎期 o 45 国佐井 o1.75 1.50 岡 o 85 
山

図古法;十日町 70
香香大 阪西里

1.75 越-!r谷 15 国佐賀関 2.75 60 阿 1.75

古新国 1.75 1.50 越 路 1.25 佐々 2.75 85 笹津 1.00 

古知野 1.00 香焼 o2.75 館 廼 1.25 佐須奈 2.75 1.00 

佐義留笹 手網原問間

55 

古武井 2.00 高腸 o1.75 国越河 80 佐久山 40 1.25 

国古仁屋 3.25 

ま高和高・哲山寺知野

1.∞ 越戸 O 90 

佐佐鱒佐m佐兵守佐久Z関副aS院b 倉抽書倉島 田

1.25 65 

古関E 山瀬井
1.00 2.00 琴平 1.75 

0 却675 5 

50 笹谷 O 70 

1.75 1.50 
粉琴和電車山浦河

1.75 国坂ノ市 2.75 篠山緯前 1.50 

見玉 25 高野口 1.25 1.50 坂出 1.75 篠栗 2.50 

湖北 20 
g高大事挙E 知麗 o 25 駒飼 o 25 1.50 国境越 1.50 貞先 1.75 

湖南 55 
園国 3子崎田 0 2.875 5 国国m駒綾駒駒daVs 横形 0 285 5 

佐世保⑧ 2.75 阪谷 1.50 札幌⑧ 2.50

胡腕郷 1.25 佐東 60 札内 2.75 

五戸 1.50 

事墨&江 観z・s震軒樟晴3H  2J75 5 

m 形 o1.25 佐那具 1.∞ 隆康吉野03.∞
草五野 混泉井 20 駒S iJ[ 野場， 0 2.75 佐那河内 1.75 函宇崎 2.00 

五 85 2.25 菰1.00 佐沼 1.00 幸津川 1.25 

キ紳 25 
ヨロ号E

幸手 25 五分市 1.25 畢母 90 

世兵佐大佐・ 庫阪岡木貫野野野野 1 255 0 
五クJW 1.25 制l 島 1.75 国衣川 1.00 幸世 1.50 

五京ヶ都昼谷箇 1.25 医榊兵紳肢紳志隊山 1.50 
興除 1.75 1.50 幸久 O 40 

五 o1.50 戸③1.50 S奥河E 居&島 2.25 

田佐徳錫住佐子 35 

国坂泊山.形町 95 
辛滞。 65 

鯖 怠 雑ザツ働乙ヨ .I?-v

五 箇 o 50 戸 1.00 戸 2.∞ ⑧ 25 回1.00 股 2.50
Z斉放

‘ ‘ ‘ 原野 o 1.75 畢醒静寒a奈;:，向川A江井川ラヤマ 1.00 
五霞 25 

紳肺軍・大事m 代山 2.00 
河守 1.50 

国酒サ商事長場a境惨 屋。 85
五城目 1.50 IU 30 鹿向"lIIJ島和 1.00 

カ奴生 1.25 

五所川原 1.75 阪山 1.50 内 2.00
伍佐世帯: 原 250 5 

1.50 
侍潰 01.2505 

臓M 弁野 1.25 
野

五百石 1.00 
図制限利ll的湊浦 2.50 

佐分利 o1.25 75 
E畠

五里合 1.50 2.75 何 頭 o3.∞ 佐見 1.25 25 作並 o1.00 

遇
話
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作谷津 95 差木地 65 地頭1j 60 篠路 2.50 下館 25 国淀川 1.25 

早良内野0 2•50
圏熊賢在本家木

1.25 地蔵堂 7~ 芝詰 45 下津 1.50 ~(.モ 里子 2.00 

鯖波 1.25 地名 O 60 柴崎 25 
lJfぬ

2.75 下竹田 1.75 Jt 原 2.00 

i 鯖 江 ].25 採銅所・ 2.50 椎谷 8つ 柴山 25 下竹荊; 1.75 耳島t根原 2.00 

鯖兵管i前工 1.25 
利議五歌両山川月

35 椎名内 25 苦能書手苦 応肉川 35 下妻 25 菖iHi 25 

理扶5鮫"j夜川 65 
1..50 

理湖減益南
1.00 協川 75 下部 45 ~l~~因。 95 

山 o1.50 国:設，似 2.75 
副鹿K層型 島川

90 溢民 1.25 下津井 1.75 締結 40 

猿ヶ京 45 75 越国 1.50 下土井 1.75 i佳日寺 1.00 

園球川 1.50 シ之部 艶 子 O 40 島守 1.50 下仁田 ~5 城端 1.00 

国民 i事 1.00 胞 i皐 ss 国鳥津 1.25 国下多度 1.00 城島 2.50 

殺鋭独跨戸れE時11alu長i堅1渇亨袈事技橋橋橋井 95 

四井手 1.75 臨尻 60 品松 2.50 下之一色 1.00 ま城汚 木ILJ 30 

25 凶筒浦 1.25 臨尻中!IIf 60 
併品品問村IU 

25 下之川 1.25 国岐和域成抗阜山山 1.00 
下山 IJ o 75 

四方帳拠舗唖
1.50 

国紙1郡開盟泌名調Z 各各問

45 55 ノ闘 2.50 111 1.50 
lh 山島口問 fti ii!l 

歯ロ江 021•• 2255 0 5 

四沖 25 2.50 2.25 国下胸 1.0つ国城内 O 60 
岩手

国者M四四珂腎電 泉a 利両郷

40 95 島岡市 2.25 下閥本付 2.50 浮法寺 L50 

1.25 

喜主盟J♂ 意Z 

2.00 烏ケ原 1.0Q 下味見 1.25 白石烏 o1.75 

1.50 国下有住
'包有a

開根 1.00 2.00 品原 2.75 1.25 内石 ， 80 
利双山

1.25 
V白E主主石

郡?留日律可処F 局問。60 四郷 1.50 品々 70 下町、問 1.00 2.75 

lh 1彩J・2'2S 

渡 O 40 i~;Jî兜1; 1.50 臨原 45 

国園割北情静清高清長情喰悔知形川1岡2 7水水水水'k 2.75 

下院川 o2.75 圏内 じ00
e:， 

盟商白品岩
渡 O 60 志度 1.75 盟 II~・ 2.00 1.00 、下甑 1.25 65 

開野 25 浩;方 1.50 

国警聞堕艶曜野町 1.∞ 

⑧ 45 下久堅 85 白 il了 2.00 

国桁衛主三博渇白時婦目

ロ o 25 下之保 1.00 1.50 話;.免 2，50 田 2.25 白木 2.75 

75 志賀
型t

2.25 下村 1.75 45 田 2.75 ~I 1河 20 

75 志賀烏
t11 

治水三保 45 下刺1野 1.50 白老2.50 回 o1.75 2，50 

三崎 o1.75 

阻騎E宮足乙t;;、樟竣附木法川

15 臨 時 O 48 清水滞 o250 下県淑 o2.00 EF高lLb河 50 

三倉 35 2.50 宍戸 25 上下 2.00 
下下IU保g誕念山

80 千白事事井 O 20 

三三背三杭本本礎揖木木回

1.5つ 1.00 宍 原 O 50 図上下潰 O 80 45 国ピ1 7.1< 2.00 

1.00 

A穂志式え毛、:織~Il 染筑筑
1.50 

市ミシ 7-西4 
25 下阿多古 70 国礎F知山 95 1佐古l玉子 15 

三百I
1.50 1.50 

図官飾p 柄域m三水 2.75 
下-I!'EO0 1.25 下牧 1.00 11 子 1.∞ 

:J}'V' 

函下岩川 国下麻生三本格 1.25 25 臨 o1.00 1.50 1.00 
関籍制長白I敬調山晴崎 o 90 

三里塚 25 ;S.iIk'{混 1.00 酪1.50 下伊自良 1.00 国下山田 2.50 崎 o1.50 

国三戸 1.50 志摩片岡 1.25 飾西 1.50 下大野 1.50 下瀧 1.50 国秋自悶浮 1.50 

国京主反ノ都域宮田 2.75 志摩手不凶r!府 1.25 静 浦 35 下小川 60 下5j':J，、都 1.75 8白3 木津 35 

4h2 11 1.25 函下小阿仁 国下i吊別 2.75 
期間

三 o1.25 
食s15a事Fa 狩}I! 0 

2.25 1.50 白須賀 75 

核11(王 20 志;j':LI堀 2.∞ 90 下笠居 o1.75 下三方 1.50 自探 1.0::> 
厨芥

11(王 1.25 国ぶ者i11美 o1.50 静岡③ 50 下加茂 1.75 下君11 25 白 山 1.25 

z関山山'sII:井ul 東東 1.50 忠雄 1.∞ 告予 内 2.50 下市 1.50 下新披 25 図山白形鳥 o].∞ 

1.25 志医 2.00 j出機 O 50 下野 o1.00 下吉拶 O 25 t白E 減鳥 25 

山南 1.75 
Eh志SH羽芥i津志

3.00 国雫石 1.25 下約5守保悶 o 2.75 十五.波 1.00 図岐白阜鳥 1.25 

国 lJI 内 1.25 1.25 七戸 1.50 下長 80 図十二郎- 1.50 三白重瀬 1.00 

吏池 1.50 志佐 2.75 七賓 1.00 下和電芳北山義
1.75 国十三 o1.75 府千白 潟精3潮島 o 1.∞ 

園先砂砂サ1宮舟kゴm忌s喧タa奥ユ谷原川 2.00 

志、多見 25 国七軒 1.00 下里 1.75 十四山 1.00 白 25
兵隊 務l&

o 2.00 国志 ヲ文香E 0 2.50 53g七日E目 ケ知宿 85 
下里 1.50 重井 1.75 白根 80 

段F普 3.75 用山
瞬間

2，00 車予 1.00 下諏訪 55 1.25 自演 50 

o 80 激玉 o1.∞ 磁長 o1.50 下曾我 25 
須ウチ知 1.25 兵白隊潰 1.5つ

石務j手}l1 官
1.25 政名 o2.00 

篠篠長基ノ野本井阿 1.∞ 55 

国下川 1.∞ 修普寺 40 千白 ~ 部 40 

JJI 1.25 敷島 35 下川茂 o1.∞ 国iE ~恥 1.50 白虫 25 

更別 02.75 殺生 o2.50 井 o 35 m-F閃01 50 正院 1.25 出 会長 o1.25 
滋~~ ;l~総立

盟庄 1.75 地黄 1.50 篠島 1.00 下 111 1.25 正岡 1.75 自組t 3.00 

里見 O 2S 地 獄 1.75 
篠品世 間原

70 
予下告 良問

1.25 正明市 2.5Q 国1自~t ~~ 制t0 1.75 

" 

J 

)1 

メ



tieE主祭JII
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熊本

銀 1.50 

園長科m知良省長 米手野取穂披野 0 313065 5 0 

子五5 1.75 
国栴E泉t枝京津野

1.C沿. 111 irfi 2.75 

制事El照井
10 

務水水潟津路 1.00 
1.00 60 函田口 90 

1.00 o 1.00 2.75 銭函 2.50 lη~ll 1.50 

Tラ柴車キ
3.50 3.50 水原 85 20 銭勉 2.00 

垣目背園間岡岡陸't縦側島子子目耳

2.00 

1.25 昔 辛 3.∞ 吹田 1.50 国市1戸田 2.00 生母 1.∞ 50 

逮 1.50 車力 1.75 末森 1.00 導戸谷 55 話再津小野 1.50 1.50 

夫 55 柵 60 末吉 3.00 m瀬戸浦 2.75 o 25 
市1.75 国市 。1.25 国管回 1.25 瀬々串。 3.00 ソ之部 70 

宿同曾 1.25 

菅新菅2菅槍菅跨 渇舗玉平谷谷谷 0 59325 0 0 5 

制ノ上 75 85 

2.00 宿根木 l.uO 市{野 2.∞曾我 65 25 

1.75 汐 首 2.00 函潮見 1.∞国皆木 1.∞ 2.50 

2.50 
天後土志恩泊別 2.50 

瀬加 O 同国官Z骨兵g沼m関地根根揖 田1.50 国男 2.75

国函省fRT苦際FfF aR 生野 2.00 

補{峯 1.∞ 80

70 士幌 2.75 良 1.50 瀬棚 2.25 I i"i ;f:jl 1.50 

F寝揚織尻民民島 o 1 ∞ 1.00 定山渓 2.50 野1.25 密蹴川 o 65 I U ;f:l* 2.50 符同 1.50 

庄1.25 国紫雲寺 90 菅 原 o 25 妹尾 1.75 国曾爾 1.25 問 75
院山 宮Z
庄1.75

留国笹向クネコ精 1.75 4杉廓.~ 2.00 
続後錯倒随 志 向 卒島 o 25 

問 1.00

城 90 子1.25 ~I' 脅 し25 阜 1.00 蘇原 o1.00 回淑 o1.00 

地 o 80 国1標根~ 室樟茶 33..∞ 00 
杉坂 1.25 

手前i 生 2.25
回底 o275 国 o1.50 

質応問 90 杉田 65 
三iIi 組父江 1.00 

田鶴名盛野潰部中 1.25 舷側側 1.00 .!il 宗滋 25 
宵長田 1 .745 5 手fIIf 25 支務湖 o2.50 杉戸 20 ケ原 1.00 

宗吾 25 
Ulr 0 1.25 函溺4祉~ 間翠 o2.50 

杉原谷 1. 5~ 
闘川

651 ~H行馬 1.75 
留首iI位羽FI奴中 1.25 本1.75 江 2.50 杉 本 95 

闘根 o 80! 相馬太田 o75 

津E漉E 主堂間主宿 泊

杉生 o1.50 新胸闘ノ枠 1.25 回無 15 

i.080 0 3え之部 杉野。1.25
潟 草加 15

精京田困田・11:1都h 村惑港 し酒75 原 70 斡弘 首スjヌ止1)ウ 1.75 助川 40 

事胸Z脇脚高事侵峨川本本1宮 1.括回 普和究ソ事室制ウl nq 35 f号 2.75 岡F山i見サ匝イ 1.75 

庖蹄瞬砂1韓提酔E梅議間沼張 2.00 

1.25 
1.50 . 

湊 1.00 用多見 1.75 )11 40 25 間?召 25

14 70 周知寺 2.50 )11 20 
造賀 2.00 

1d問El布滅口地 2.25 
闘谷 45 添田 2.50 

滞 1.25
用紋居須陶 阜布 2.25 

JlI . 2.50 闘山 70 ゾエ議 回 {Jと 25

合 o 25 住吉 1.50 
傍 50

1.00 
関宿 25 岡部ギ 1.25 

国同総 2.00 

十津川 2.75 間惑 o2.50 函住ノ江 2.75 関内 o2お金ノ 問嬰i. 2.00 

儀1.25 住道 1.50 
オ1f 2.75 

国千岡野~畑 o1.50 須賀 20 

闘温泉 70 国2袖山外11r1形凋4滞浦~ 1.25 
楳宮W寺津 2. 55O 0 須E須5賀賀8 利 1.25 

墨俣 1.00 

国因野株子千静千鹿川制宮千児l潟m 岡線島厩手頭屋議内 1.∞ 

愛川知原 25 
65 

)11 55 国用深 1.00 70 日i 原 85

雀宮 o 25 
I.CO 

密鹿刺廊回町田双島山木原 2.00 
保原 25 須川 1.25 

65 庖ネ111 川 o1.25 

Ili! 代J:n01.25 
須金 2.25 E宇都 2.25 o 1.25 原1.75

国裾野 o1.75 
柏崎 o1.00 

原 352.25 須佐 2.50 2.75 

李岱 1.50 
3曾柴 70 

町 o1.00 須坂 60 @ 90 岡 下良 1.25 

宮田寺 1.25 図宙毛 2.25 
層雲l峡 2.75 

須崎 2.∞ イ山崎 2.50 淑宿 2.75 園田根森 o1.25 

領 1.75 須走。 25 仙石原 25 田原本 1.25 

内 1.50 

S須須須長野 麹々野原原高 2 6E 75 5 
セ之部

国仙問 70 図問主丸 2.75 

岸内 o2.∞ 底的諮 1.25 
タ之部

岩田間 手老丸
1.25 

野。 45

世田谷 5 留図皆書青普仙長人皇r山 o 1.25 
太万洗 2.50 1.50 

谷。1.25 須藤 40 世知原 2.75 1 ~.; m; 60 太東 25 四万里 2.00 

E子 1.75 国須山 o 25 国世田米 1.25 導質通務岡寺寺寺馬 2.50 
太郎恵生 1.25 問万JI奇 2.50 

部 2.00
岐。洲H阜'本1.50

瀬 尻 o 75 1 ~illi =ij:: 1.75 国太郎代潰 95 

滋多4自岡Bb笈関賀部賀

2.50 

丈 o1.50 原 1.00 瀬田 1.251 ~~=!i: 1.00 
大京傍岡若持事川母地井 1.75 

1.00 

代 2.75 諏訪 30 滞瀬伊奈i 高 2.75 清内路 85 1.50 30 
111 

和 20 ~M 回1.50 谷 刈栴檀はI0 1.00 回有Ii 25 多家良 1.75 

、
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注意……〈類似局名ノ、直別ジテ申込下サイ〉

千多 . 古 25 高tA司邑 50 ロ
森 2.25 国竹滞 o 70 谷潰 75 

山
多治見 1.00 

1a ll 屋展山 11.375 5 
武雄 2.75 国谷内 o1.25 チ之部

多国 1.50 
武愛武知生盤 1.295 5 

主井 25 

多々良 2.50 1.25 岡玉山 1.75 

図小小チ4勝勝唖、ガ和大タ門田ワダ 550 5 
多度津 2.∞ 2.75 国武石 50 玉~緒111。 135
多度志 2.75 2.75 山 1.25 武里 20 東蚤玉玉 10 千倉 40 

局

野111 50 

国国大山多多多奈阪梨腕徳川 1.25 
高高宮 1 • 950 0 

~li 40 武青武磁並 1.∞ 

図千千宇1千千8梅賓2翠8 歳伐歳歳 80 
1.50 

f耳.1$
高畠 85 回 1.75 玉熔玉 玉JlI 40 40 

45 高 崎 ⑧ 30 高畑 o1.75 武古書 繍 田 25 JIJ 25 2.75 

多羅尾 o1.25 
関山

高坂 o 25 国高林 o 45 武内 2.75 函佐玉玉 島 1.75 
千溌千 a 年 21 •• 57 0 5 

多旧野 o 60 高柳 o1.50 
殴基高先本影揚淑瀬 o 95 

武 JII0 25 !fl 島 o2.75 

只出 1.25 

国高滋醒高高彼貧梓士島島 1.275 5 

2.75 忠海 2.∞ 玉湖 1.∞ 千葉⑧ 20

国多E只j{~ 摩見 1.200 0 
o 1.25 

徳立立島回 2.00 玉脅 しお 千潰 65 

2.75 高篠 宮量部 45 江 1.75 玉造 25 
千関 山屋 2.00 

多無 1.25 

園新岐高高清阜潟水須

1.00 高千 1.25 立川⑧ 却 玉村 25 千塚 1.50 

駄知 1.00 1.00 高茶屋 o1.∞ 国立子山 O 70 玉浦 85 千回 o2.75 

太宰府 2.50 

昔国日岐込大果高高省高高高 阜山分琢手田 75 

国高杉 o1.75 立野 1.∞ 玉山 1.25 千酌 2.00 

大樟ー迦 o 1.75 田1.00 高久 55 立原 1.50 国玉野 o1.∞ 千種 1.50 

国石F劇若大大大太R事草正川回岡砥寺子寺寺 2.00 

回 1.25 高 2.00 圏立E‘ 花 1.15 玉庭 90 知立 90 

1.25 回 1.75 国高鷲 1.25 立保 40 図垂s玉t 生 40 
知覚 3.00 

1.50 国 2.50 高按町 3.∞ 
国樽大立阪井石 12..550 0 

亀井 1.∞ 知三 1.25 

2.50 回 1.50

奈長徳高高高千良野島穂井井 0 22.3625 5 0 

丹後木津 1.50 智頭 1.75 

50 

櫨高高大荷 袈阪揚温月 0 1.025 0 

樽岸 o2.25 丹波市 !.25 茅ケ崎 25 

大戸 1.75 
圏循桶構普 . 見 1.∞ 

丹波大原01.50 茅康江 1.00 

Z大僑 a37 0 5 
1.25 京高高 都原 1.75 1.75 淡輪 1.日 茅野 田

高遠 65 原 o1.25 

図替骨憧橘剛長穂タシ織温山野カ柄江困ヲ o 25 

誕生寺 1.75 竹麻 55 

。 l5
受高高 知宮盤 1.∞ 85 

費塚 1.50 

01.770 5 

館島 1.50 秩父 25 

1.∞ 費江 o1.00 1.25 秩父別 2.75 

1.50 高取 1.25 調 野 1.50 1.25 1.(ぬ 中宮詞 40 

園岐高誌高 阜ロ担里 1.針2。5 

湖 原 1.25 75 1.00 中峰山 1.25 

2.00 潤河原 o 25 龍善能寺 .l:i:. 75 
2.75 中呂 o1.25 

大 山 2.00 根 2.25 瀬尾 1.75 良国 1.25 1.25 
E中!'ia 僚 1.75

国大摘 2.50 高野町 田 湖 JJI 2.75 鱒官昆龍盟本鼠国 2.75 1.50 長後 20 

大樹 2.75 高野山 2.00 視線 65 野 1.50 S長F者者g町原 '2.50 

観大太衆 3.50 調部 2.50 龍山 75 俵タ浦 o2.75 

長山長東調 京町布府 Z畠5I5 0 

国鋼験g醍岩遼4間醍"a手f四B 醐生醐人ザ 2.75 

溜 滞 1.25 国音量 飛 1.75 俵丹鳥 取比山 2.50 
1.50 満漕力騨ユ前 1.25 館 o2.25 1.75 

。1.25

竹E竹岐竹千竹山楯由緒タ 阜a‘ 仁原 22 ∞ 凹

館館千 . 林山 235 5 
丹庄 25 銚子③ 25

1.25 1.25 丹鹿丹波島山 25 
臨南 25 

1.25 。 80 原 1.25 函館岡 o1.75 比 2.00 茶千買z歳屋m町烏 1.75 
司島

山 10

書平s有z三主，原 2岨5 

1.25 岡 25 国舘岩 o1.00 焼石 2.75 
形

近露 1.50 65 岡 1.∞ 建棚. 屋 1.50 伊長辰野達野 2.255 5 形

銀近朋川"健前。 1.75o 75 2.75 山 o 95 
京棚都島倉合 1.525 5 

平“ 55 
国主竹竹大ク分鼻 1.∞ 

辰口 1.25 国海 3.00
富山
平 1.25 回 2.75 谷口 o1.25 種崎 2.∞ 

o 
国撞市 1.50 

国平富温主E 高高高 山館 1.25 

1.75 国 1.50 谷山 3.00 

問 1.∞ 1.00 竹 取 o2.75 谷合 1.00 種平 1.25 
ヴ之部

知
岡 2.∞ 1.00 竹 下 2.50 谷川 1.50 馨科 55 

知 a • 
阿 95 高高 1.∞ 竹野 1.50 函谷説。1.∞

圏容環諸 o 25 脅し00
ii III 
岡 1.25 国 2.75 国竹貫 65 谷住郷 2.25 間 2.∞ 国常井 o1.50 
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詰窓ー…(瀬似局名ノ、直別シテ申込下サイ〉 附録 33

樟 江 2.75 ツ附タ馬モウ牛シ 1.25 国手ノ子 90 岩戸手間 o 1.50 図t腕t 阜尾 o1.25 1.50 

持Eノ弁 1.75 作 讃グ植 o 1.∞ 手 間 2.00 
勝戸戸 。畑山 22 .• 050 0 

栃木 25 20 

津居山 1.50 柘ッ 1.∞ 手良 o 65 栃原 1.25 85 

L国津組石 1.5σ 高木 45 出町 1.00 
立」・8戸o:骨.量 隠 65 

突符 o2.25 o 95 
トヨマ

津木 1.50 図蔦揮 1.50 出羽 95 米 1.00 殿城 50 

沖津 1.00 土陸 25 寺井 1.25 

国土岐皐肉市骨目目 70 
殿舗1fi将 絵回 1.25 

85 

津島 1.00 土浦③ 25 寺尾 25 
厳土土士郁岡 山 1 ∞ 45 

1.75 o 2.75 

神 谷 1.0C 土 崎 1.25 園寺度京寺z寺寺x 庄 1.25 
鞠問 1.00 1.00 

s 
津民 2.50 土樫 1.25 田 2.00 居1.75 納淵 1.50 

新樟樟屋渇暗 2.50 土 田 o 1.25 都山田 1.25 土鍋 25 
図鰯柄泊六奥居 1.75 1.∞ 

川 90 図土淵 1.25 同 1.00 土庄 1.50 3.50 50 

津 金 45 土山 1.25 寺樟 95 土佐山 2.00 r~I 95 

裂知山知阪未宮宮永中 o 90 国脱常大樟山 1.75 土湯且王 河 寺泊 80 
途中 1.25 伴泊~. o 村 o 1.75 40 

阪e回 1.25 恒ツネ 2.50 寺 野 o 75 25 2.00 1.75 

神線関咋搾山田 2.00 詑静辻詑遺骨湾1良11 堂堂}II 1.50 寺 元 1.75 
巴 o 25 1.75 

田 o1.75 I if: ~ 25 寺前 1.50 2.25 

@ 御務官宮常'&; 涌 出

1.50 
本

tL耳L 岡1 .75回 2.751 :i+ ~ 1.50 寺 崎 1.00 1.25 盤根 95 

常 lt番 1.∞辻町 1.75 天盟 2.75 90 岡 30

期王i長星 野山科野野 1 6675 0 5 
(J， 

津和野 2.50 劉・馬佐賀 2.75 天下茶昼 1.50 2.50 岡 65

包ili久見 2.75 筒 賀 2.25 図天紳 1.50 1.00 宮河 50 

兵津剥i航賀 1.75 筒 川 1.50 天 堂 95 2.75 

宮長刺火信市前三三ZRZ阜阪dS l 本高田田 1. 町50 

玉野 o 25 

志 1.50 儒石 80 天白 1.00 35 

国控香墨型 知川椅潰潰 85 誼津 2.25 妻木 1.00 天間林 L50 2.00 1.75 2.00 

沖名 2.00 格泊 1.75 天 満 1.25 遠野 1.25 1.25 窓 1.00 

都都島 根谷川 2.∞ 燕坪坪間 75 田園調帯 5 
遠崎 o2.25 

属官長富77山山;ぜZZ 回 1.00 

強潰 1.25 

JlI 2・50 井山江 1・25 徹 別 o3.00 
口

図園量岐盛建刈密阜田 90 

国 2.25 盟地 1.50 

都介野 1.25 井 1.75 弟子周 3.∞ 山 85 芥野回 o 1.25 
fEムtZムA 平 50

者j)野津 2.25 連島 1.75 股 下 o1.25 山 95
5担里回 0 745 5 

s 問 55

綴 55 図岐掛動山工島師讃 O 曲

遠浅 o2.50 盟賞 o1.75 

都筑 75 1 ~，:ß 1m! 1.00 
多時3主武筋浄峰 1.25 

国千官筋官宮凶 務ホ揮墨 し∞田

国12問根 o1.50 
提ケ岡 田 形車問岡 1.00 I ...之部 2.75 盟山 1.00 

聞国北束嵐ヅ新jjjj梅泣潟カ荷潟形山リ 70 翻 川J 20 

時村 1.00 回 25 盟国 1.75 

2.25 箆鶴形 1.50 国 十 枇 1.00 協同林 1.50 22 似 o2.75 

80 鶴来 1.00 十日町 70 山 2.25 国富之保 o1.00 虎姫 1.00 

2.50 園紛崎 2.75 十 付 1.25 
同

山 65

官B 富官側1寵EZ 谷 95 

取手 20 I 

月淑 1.25 鶴里 o1.00 十余島 25 国徳須恵 2.75 山山山 (② 1.00 鳥海 25 

月 間 2.00 鶴 岡 1.75 国十首ドウ和木メ 田湖 1.50 徳田 1.25 山1.75 図鳥栖 2.50 

H 津 1・25 鶴 間 20 I ~lj?* o 70 * 徳次郎 35 11( 25 鳥居本 1.00 

月布施 1.00 

鶴鶴腕鶴岡務山)lI 舞海見 1.275 5 
国北戸戸線ltt出 1.∞ 

1.50 富来 1.25 鳥居松 1.00 

月夜野 40 井 2.00 1.00 富雄 1.25 

鳥品北鳥品挽羽翠風取取飼

1.50 
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西 内 50 

国園取野西良西騒西関西西商 忠持調阿谷谷谷岡谷 11.2回5 

糠 1.25 野間 1.00 業枝見 1.00 蜂屋 o1.00 

西浦上 2.75 線内 o2.75 野間谷 1.50 
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20 滋寺 1.50 

i 西渡 1 80 重量 1I1 35 野北 2.50 1.∞ 1.50 滋之市 2.75 

西松江 1.50 検!京 o1.00 野 石 o1.50 25 第尼 1.25 

横熊漬留治主 野 田

撒上.ユワ利iダ木谷ニ
25 野口 40 1.00 磐成 1・75 本町 2.75 

Ei西成湖。 1.25 1.50 

野島長野 a 崎 O 
35 o 25 階上 l.SO 岡松⑧ 65 

R可 宮: 1.50 庭 故 O 70 
野お津Fニ ， 

85 R初E京問 5 蓮沼 25 猷黒崎 1・00

西保 O 30 荷負 o2.50 45 羽諸手田 o1.25 蓮池 2.75 蹟村 1.75 

国能勢 1.50 

野千長野野禅志野尻温尻泉

70 初演 1.00 蓮田 20 渡益 2.75 
，、 ヅ

西畑 25 又之部 25 

調積弼“朝ノ三‘ 湘生生

1.75 幡豆 95 積頓別 3.00 

西春 1.∞ 75 25 
，支、セ E倉，ラ

85 君主吉田 O 85 

西春近 60 旗額徹宮夜 第線田 o 35 野尻湖 65 25 

m街跡厩畑畑泰A奈麹川陶八野野屋

50 早津江 2.75 

産西春別 3.00 問 1.50 

国面毎野千野樽答野野野字樟週禽末原回田田田

2.75 羽生同 75 1.∞ 早燕 2.50 

ii 函館津 2.75 招務1沼調t醐局貫 山

80 E羽lllt 村 20 25 国早口 1.50 

酉布施。1.00 回 35 20 羽幌 2.75 2.50 早股 2.75 

四 ~Ilp 35 田 2.75 3.25 波崎 25 八 王子 @ 20 早瀬 1.25 

四IJ:本郷 80 国沼 館 1.25 1.50 波間 65 八戸 1.50 早蘇 1.50 

露西首 o 50 招 津@ 35 野開港 2.∞ 故佐 2.50 

訟λ即八費附滋幡

1.75 
滋諮早主Ey島k 

1.75 

函西馬音内 1.25 沼ノ:端 o2.50 野泣 2.∞図波佐見 2.75 35 1.∞ 

西大品 1.75 明宮内 1.25 野谷 1.75 波佐見金銭 2.75 八 I~;!t 1.00 国速川 1.∞ 

商方 85 沼崎 1.50 野々市 1.00 波子 2.25 国岐八阜幡 1.25 惑星 o 1.00 I 

西脇 1.50 図 沼 尻 70 野々口 1.75 波浮港 65 八本桧 2.00 林

毘西白川 1.00 I沼 郡 oJ.OO 野登 1.∞ 波多棒 2.75 留八森 1.50 
林林長 m 野間

i 同志和 2.00 滋説; 1.75 野溢地 1.50 楽楽 1.0:) ; 件時 8J 1.50 

遇
諸
冨
域
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J
不
，

J
.
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選
話
医
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m 害FMb容jL L 111 枚著大大 阪
島l奇 1・75 日 高 40 東大戸 25 彦 成 15 議原方前l河 1.50 I A'ti + 1.00 

o 2.00 目立鉱山 40 東加会 1.25 彦根 1.00 I ~~ 7f 1.25 I ::ffl"lifri 40 
同

35
1 ~宗管 45 東市来 初笛彦 山 幻 O 弘島泉院長康 1.50 I ;(6 1ifri 1.50 z g繍i瓜串釆 Il 75 日 足 1.50 東黒部 1.00 彦崎騨前 1.75 Ea E 2.00 1.00 

馬市 30 日 詰 1.25 東圏分 o2.75 彦.!lm名 2.00 忠 1.50 I :m!llJ. 2.∞ 
混市 20 図日出谷 o 90 束児玉 25 久 居 1.00 石 1.50 I "in 111 20 

原市場 25 畿群東日日日H 鹿禽舗野野出 250 東棋品 o 3.00 久 木 1.75 国官際鹿隣 温島問 25 扶fSHufE z r 干 桑 1.00 

回E嵐" i司F民‘ 関釜 o
80

1 8 -'II!.? 20 東貞方 1・
75

1 ?:-・ノ口潰 60 烏 ⑧ 2・00 t属h中 20 
回 2.501 B ~!IH'. 1.25 東志方 1.5:) 菱μs 海 2.50 島 2.50 中 1.75 

関

同 65 野 25 東盟国 50 袈浦 2.25 府馬 25 
~ 

原 問 o 25 箇2昼日日 奈llt久 2お国束尚JI( ・95 図竺里 85 阜後附淑淑淑 2.25 富 家 1.75 

田長樹原原 ノ町 75 陥野 1.50 束瀬棚 2.25 路1::T ~城ロ 2.50 I mRi1 jfj 1.25 I 'it + 40 

府間町 35 見 2・75 国東多久 2・751 ~既" 川 1・00I JfU rs 70 I 1i!: +.ffliI 40 

Plf 0 2.75 1 D mp(，j 1.00 来那須野 40 相柄約関田 o2.501 [ijl(lt ~ 1.251 'rr¥'::l:Ji 45 

原型 o 251 R ~rfft 25 東田子浦 40 姫路 1.50 同 751 i1r'::l:ilI 0 35 

剃苛海ワ 40 I "a'~ ~ 0 55 東盟永 1.75 密航 事5治|勾 o 2.75 王国 25 富士山北o35 
千雌

針尾 2，75 1 ~ ""1m 25 京外披同 1.25 平 25 悶 1.50 富常 25 
長野 手

針;註 iG 1 ~ "'"w 1.25 東能勢 1.50 平岡 85 回 1.25 宮戸 35 

晴 Itl 1.50 国約木内 1.25 国東別院 1.251 J育E問la町 75 戸 1.75 I 111..' 1- 25 

中牛皐 原 25 紛 深 45 東武郵 1.∞ 中局井 25 島戸 o 55 上 o 25 

知田 95 斡山石崎02.25 山 20 I ~事F 井 25 鹿根 1・50 宮武 1.50 

島田 1.75 園銭腕日日固禁阜生 1.75 東属東鎗寄束東村奥島島山 75 圏平井賀 1.50 tb 野 60 吹山吹嗣石 屋 1.75 

飯能 25 111吉 1.00 山 1.25 平民披 2.75 E』野 1.75 形111 浦 1.25 

抵下 8:) 吉 15 山 o 1.75 平小披 o2.75 庚見 1.∞ 浦 1.25 

板西 1・75 日字 2・75 東山代 o2.75 平磁 30 炭畑 初 図Ea浦 o 75 

終梯 70 日和佐 1.75 東根 1.00 平泉 1.00 瞭 iJ;U 1.∞ 安宅揮 し00

梓 官 2.75 日 比 1.75 束岩本 o1.∞ 平岡山川 1.75 庚谷 1.50 匝深砧川 2.00 

EヲE『4見1応 フ 車岡井江ヶ日総江 1.25 日談。 2.お 東拷崎 1.5O 1T脅 川 o3・00 庚尾 2.75 I ~ 8 1.50 

国艇.韓。 1・25 日和田 60 車平田 1・00 平'iA去方 2C 図飛騨河合 1.25 探禄大 1・50

経 川 45 日 笠 1.75 束黒田 1.00 平 S成揚 50 飛渡瀬 2.∞ 関深 2.50 

高 世 3.∞ 日 貫 2.25 園東押立 1.25 平 関野闘生樺望書 2.25 飛 駒 o 25 深三lK谷 1.00 

張確。 2・50 日近。 1・75 東吉部 2・50I m~ im 1・25 美深 2.751 ~長玉谷 25 

E量足 2.50 比良松 2.50 国東江 o1.∞図平ヰ長 日留美唄 2.5C 探端 2.75 

播磨山田01.50 図比延 1.50 京~内 1.50 平惨Elfi 田 60 美瑛 2.75 深芝 25 

定熊 55 比弁 1.50 束鉾鶴 1.25 平田 1.00 美谷 2.25 国深浦 LSO 

併和 1.75 比和 2.00 東背振 o2.75圏平瀧 70 英図 2.50 I l* m 0 85 

臨赤 o2.75 比 良 1.00 東館 50 平~~.健司'戸 2.75 園美幌 3.∞ 
図比氷m 立内 1.50 東川 275 F 取 幻 0 美守 o 80 大繭 I.25 

E託兵

ヒ之音1) 川 25 東川入鋭02.75留卒波浮 1.50 園肘折 1.00 繭 1.50 

号 布 2お 東制l柴 o2.75 平塚 25 子千葉潟 25 踊百百 25 

兵a刺鳥H日UH殺a鼠山取m 置置置陸 1.50 図氷剛山見 1・00 京旭川J 2.75 平 野 1.50 一日市 川 弘 μo  
1.50 氷室 25 東倶知安 2.25 圏平繭 1・50 隼甫 90 義 90 

ヒエダ

1.75 科E 四ヒ閏 1.75 東川登 2.75 圏平 林 o 95 函編直#根 1.25 繍 生 20 

1・75 E53J 80 国東箆位。 ω 図平 谷 85 兵 7r庫 1・25 繭宅石2 てr岡 1.50 

鴎経山日日日 季製夏形jiI 1.00 備前一宮 1.75 国人 吉 2.75 国語平平絹 a湯 1.25 聾 生 1.00 兵繭 E閃R 岡 o 1.50 
1.∞ 備前犬島 1.75 引 本 1.25 石 o 65 事曹 問⑧ 2.50

木¥知

35 備前美和 1.75 疋 相 1・251 ~広石 30 フ之部 岡 90 

凶日 田 2.75 備中美川 1.75 疋 田 o1.25 制:Lfi町、山渇i 1..5O 宮繭山岡 1.09 

h 

，、
、ヒ
‘フ



、、

場
明
話
底
域

フ、へ
J
ホ
J
$

~f.t 

轟隔繭曲間 出向 1.75 留藤d藤創藤岩g草高saa級m 手陵崎揮津津 1・25図岩書手舗R越渡F官 o 1.50 別大 分府 2.75 本 納 お 国民狩別 2.25 
ロ)fj '2・251 ~ jJf 25 古穴 o 25 留米山寺 80 本 分 2・75 民駒内 o 2.50 

河 1.75 1 ~ j.Jl 25 膨兵古古古古山 1.50 本 別 2.75 民 脇 o 1.25 
編木 o 2.∞ 1.25 』昼市 2.∞ ホ之部 本町 25 米谷 1・00

藤 田 75 版市 1.50 本 宮 1.50 画米事奴原 1.∞ 
70 図 捧 橋 1.00 ロ市 2.50 布袋 1.00 本目 2.25 舞川 1.00 

@ 70 藤 原 o 55 国園古まE 寝2古4古古2 F 市場 1.25 保 50 本埠ミウ J村'1' 2.00 舞 子 1.50 
2.75 藤 江 1.75 川 1.00 保科。 65 祝闘 1.25 鉾阪 70 

2.00 藤生 2.00 等関aE 111 2.50 保田 30 函細江 o 1.25 舞鶴 1.50 

2.50 藤並 1.50 勺阜f[ ω 保原 75 細呂木 1.25 国前提It 1.25 

1.5() 藤島 1.00 川 1.25 保保耳Z 見 o 95 細入 1.∞ 前渡 o 35 
織京

1.25 藤伐 20 川 20 谷 15 細浦 1.25 前部 1.00 

65 図藤 根 1.25 国官官古海古 日 1.∞ 園保..... 坂 1.25 細 倉 1.00 念高両鹿前前i1児他之島知轟記都昔潰話o 75 お阪国 1.50 図藤 尾 85 減耳出毘 o 25 穂歩調e 'TJ 高 65 細 見 o 1.50 I ~~jr ，，，. f.il1 2.00 

国待詰瓶， Hl 山 色シダ

回 1.50 ニ Ea調関川Rz 侵見倶見見JfJ 75 旦 1.00 1 ~ m 1.00 磐 田 o 

25

1 i;f~ it 0 3.00 筋同 2.75 ニ骨宮 70 古 平 2.50 穂北古書織積 25 鳳来寺 90 前ノ庄 1.50 

石 国呉安北 m イ擬 E富岡
師谷 1.75 ニE室 1.25 古山 1.25 町 傑 1.50 国洞戸 1.∞ 前原 2.50 

知山山 1.50 I .;.~長 1.25 L国古月 2.50 城 80 幌別 2.25 前橋③ 30 

島開 野 1・∞ニ 同古漬 1.00 法隆寺 山 幌 別 鍛 山02.25 前谷地 1・00

轟間両泉 潟吉 2・501 ~ ω 古問木 1・50 法勝寺 2・∞ 腕 糠 o 2.75 前~t総理E問 2.25 

戸 70 ニ 島 1.50 古湯 2.75 費球花 20 国l協内炭11.1 2.50 函前秋図回 1.50 

廊良 1・50 二日市 2・50 圏分間 o 85 国賓珠山 2・75 国幌泉 2・75 牧本 o 60 

思島良 70 図二日町 o 80 文鈎 35 費税寺 30 函幌満 o 2.75 牧郷 60 

2.50 二回 o 1.50 山-e 栂牧lH 2・25 賓立 山 国裳 綿 0 ω 在阪野 1・25
25 ニ子山 ω 防府問裳月 o 1.751 ~JII野 25 

1.∞ ニツ井 1.50 島 3.∞ 坊中 2.75 芳 Jfj 70 牧村 o 80 

1.75 ニ川目。1.50 庖E梯普 回伐 1・50 鉾立 L・75 干布 o 95 牧 111 1・75

1.75 図舟見 95 戸 o 1.50 鉾田 25 経 80 
弁

2.25 図掛冊千山Jit 軍欝事形形岡 85 問 o 1.25 墨 田 1.25 マ之部 盆披河原 2.75 
繭 本 1.751 ~m W 35 淵野逃 20 星野 2.75 益子 30 

繭 先 1.00 ω 留期岡 1・00 函馬下 o 85 急綾田 口 O

繭 渡 ト75 加 川 1.25 へ之部 豊苦境 3 75鶴 見 原 2・75 V関同 90 

繭富 2.75 園高骨訴 1.50 芝内 60 馬橋 15 国益田 1・25

編 集 2.00 図f曲血舶酷山船Z食F梨阜由窓佐帯樟樟樟 2.00 戸 田 40 之岡内 60 馬 淵 1.00 靖 宅 2.75 
袋 井 651 M ~ 1.50 園戸 次 2.75 本本熊a草本本剤府z 本地 2・∞ 国馬群別 o 2・25 靖 富 45 
袋回 501 .ifll. 7Jj: 30 国戸燕 1.501 * ~ 2.75 馬渡。 20 枕崎 3.00 

館、野 251 m-tl/.!- -& 1.00 部屋 251 * ~ 2.00 国間瀬 85 町 1.75 

総元 251 .tI!!- $ 1.25 漣春 2.751 * ~fI 60 間々回 25 町田 20 

伏 木 1.00 船 橋 15 事平平平守官a隊泉ヘ，、寺群ググ群明9 0 1.25 2心0 間 氏 o 1.00 町苅問 1.75 

園伏議書伏 都黒 o 75 舶 諒 1.75 1 2ft ~ 30 1 El;~* ' ~ 2.50 園長B務長岡Z 室川 1.00 園町 方 1.25 
悶見 1.25 船引 60 1.25 95 4朝盛 25 町屋 40 

見 1.25 回ま霊般 屋 1.25 平 坂 951 * m 1.25 加111部 1.75 町付 50 

藤井寺 1.50 E皐E 木 1.25 圏平蕗 1.50 1 J!s.: ~ß 1.25 民鶴 25 松井田 35 

図藤轟齢藤'藤E 枝 55 木 1.00 平 和 1.00 I * m 2.25 畏 庭 o 40 松 尾 25 
小間 25 日木 2・25 圏平良l略。 1・50I :;Ijs.: '[t 25 民金 1・75 松川 65 

風岡 25 舵小屋 2・50 平原 25 本本京 庄 1・50 昆野 1・00 国松川町 1・∞

知 フユウ 理本a本味e 悶 f$ A 

岡 95 国艇崎歌舵宮豆紙 調場m 生越越越 40 留別 海 o 3.∞ 蕗 1・25 民 間 3・25 濁阪 1・∞
藤 川 901 .ol.!- ~ 1.50 別 腕 50 太ヰ 3.251 i支谷地 o 2.50 松桧扮ケ崎 90 

藤血臨琴 1・50I ~ ~ 0 1.00 別時限回 35 本立野 3~ 吾 妻 o 1.50国松秋ケ岡崎 1.25 

ik四崎 1.75Im.1ill- il?& 1お お府 1.50 本田 5 国民潟人 70 松際関崎 50 
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38 附銭 注意ー…〈類似問名ハ産別ジテ申込下サイラ

自自桂積千怯 怒関晴暗
25 函廻前マヲ 半 2.50 

三知野商岳谷 o 2.∞ 

国1美苅 山川 2.00 水越 1.75 国南小関 2.75 

2.50 !.t館?01.00 袋三 75 美作五勢 1.75 経水手爆
1.∞ 南小林 O 25 

和長桂d粧宮l 拠繍野揮島品

5 的場 20 三~~~ 85 美作一宮 1.75 水沼 30 南横山 1.50 

60 的矢 1.25 
三三紛 間津尾

1.50 
義美?? 真袋

25 国水窪 80 国南谷 1.50 

国 政 所
銀 n

40 1.25 40 1.75 水橋 1.00 南波多 2.75 . 筋ホ
松品 95 生亀尻 25 三官 30 美並 O 25 71< 橋 O 30 南大夕張。 2.50

函箇泉長掛符a松怯怯s街潟野a 伐伐島島

a s 
1.75 三樟 2.00 美腕 75 水間 1.50 南生駒 1.25 

2.75 ミ之部 三林 1.50 美濃川合 l.W 水深 25 南大井 O 45 

55 三花 o2.75 美濃 1.∞ 光友 2.75 国南箕輪 O 60 

75 三井 o1.25 三稼 60 

国美m長美美野s 和和山 0 22L.72田5 5 

光井 2.25 南武議 1.00 

国松司松g松監帯 域知平平田 2490 0 5 

三池 2.75 国三角西 2.75 光政 1.75 南毛利 O 25 

国盟留三般長富大三三三田日車分山崎入市町重 0 32 •• ∞ 四

図三日月 1.50 

溝鳥男瑞 腹取浪口口

1.00 市吉見 O 25 

三 隅 2.50 静美美品 岡加穂和 50 1.50 南崎 55 

区松松a乎 器事坂江戸 0 2L∞ 90 

1.25 圏三角東 2.75 1.75 2.00 甫橋。 35 

2.75 三 宅 o2.50 
美美It-野撰原

1.25 
前構誠1奈iノ川谷口

1.50 南古谷 20 

ヰ五~ Fi 15 m剥三青三酸双測山電川1 2.765 5 
三峯山 o 25 25 15 南検問 o1.25 

松嶺 1.25 三良坂 2.∞ 奨鴛 0 65 f持制~ 0 2.50 南蟹谷 1.00 

松任 1.25 三川 1.75 
三奈間関木野 80 

~民割Z岬長樹傍獄脚揖U岡慌施陥縦也ミ影影厩屋厨政タ!3 2.50 

園前.延 1.00 峰田 2.00 

国弘之之弁本山山庄 75 

三紳 55 踊三 2.50 1.50 縁海 25 峰山 1.50 

民-守苧松{勿 1.570 5 
三方原 70 2.75 

守持兵主島 隊!l}f 25
1 ~t 品 1.50 

8三 5提方 1.50 95 ャo 70 1.50 1 ~t 輪 35
w 

松野 40 三 原 45 1.75 1.75 榛 251 ff.而1.50
E時 a

盟各双 山 ~t 作 45 松伏 20 三 原 1，75 2，00 2.75 

松永 1.75 三ケ日 75 1.25 
脚拘拘桜血急井費、韓吋嵩荻4内 2.50 

菌源 85 1ZE2t細 m 
兵服

松 原 o2.25 三河 1.50 o 1.25 1.00 南犬伺 25 宮口 70 

松松奈松桧情松宮安 本 @ 65 

三柄一宮 85 25 o 40 南磁 o1.50留吉村 1.25 
去 南Eナ jJ1J 

~l( 25 国三河三輪 90 1.00 御射山 o.45 向 ・ 70 宮本 o1.25 

繍良 ~ll 1.25 1.75 御関 山休 1.75 
m s 

三河新)11 95 南方 2.001 ';宵古 1.50 
宮 m ?EE: 書官

IfI 1.00 圏関三河t11大野 90 三津潰 2.25 御代田 40 国南方 o1.∞ 前 1.25 
媛

南川棋 o 251 1苦守{ ~成山脅 し∞~ll 2.25 三石 1.50 三 委 o 25 御船 2.75 
1包帯車道

商 上 50 符宮筋崎 2.75 松平持 2.75 三石 2.50 国 三 俣 o 55 

梅綱石御聾手手川色洗洗田 2.00 松波 1.25 三五二 2.25 三I問坂 275 2.∞ 南槙井 20国向崎 o 95 

松岡 ].25 

三関 山弁調阿木国同園 1.団

6三副 島朝手ii 1.75 
1.25 国蔚市阿列ij 2.50 宮 島 1.50 

御ミホロ
国車35E0 75 官品探珂 2.00 松 茂 1.75 三 1.75 三 o 60 国 母才衣 o1.25 

廊

松浦 2.75 三 l.25
盟留.三三11:1毎itl 厩川 1.75 

御t fヘ乱;n 1.25 南河内 2.25， 宵曾根 01・00
務

松岩 o1.25 三 2.50 2.50 仰問 1.25 南部 1.50 長1/;，;野田 65 

国務三? 儲:l0 55 
石川ミ幸ユキ

南 中 501函趨守関田 2.50 松倉 o1.00 三回 2.00 ~世 1.25

一ぬ 松保 熊本 古宵E知田
松尾鍛山 1.25 三園町 1.50 2.25 御幸 o2.75 商11'弗11 45 1.00 

部奈)11 兵予;版
丸 。40 ー:;::・t・宮t弓g両E， 1.25 三保 25 

向長陣木ホ 野笠内 2.50 
南山 60 1.50 

ls 木 国富宮山田
丸栖 1.50 三食 70 

壬鹿 渇a 間千生生附t 25 

60 
南京南下都保計}

25 1.00 

九森 90 三三~ 岡扱栖
1.75 

長見見暢範 o 2. ∞ 師70 

島内。 2.00 1.25 図式地町 2.75 
京都

丸子 50 55 71<呑 1.75 南原 80 予c 1~ 1.50 

丸話 1.75 

岐三ヨ山 阜梨崎塁

25 水海滋 20 南田平 2.75 ?山:形内 85 

丸 岡 1.25 50 見立 o2.75 水口 1.25 南八代 35 熊官本内 2.75 

草氷草 鴎上 sπt 

咽!午日11現'~.t野怯 40 三提110 1.00 

ま紳岡美山霊ミ坂殺ヨ山る

45 45 南有路 1.50 符ノ下。 l.~~ 1 千葉
臨南*11木

音読 .¥l 
.，.，，， 

三B世間様{i，υ2. 0 1.5O 
85 水上 O 25 55 宮下 邸

三:: F.-!; 30 2.∞ 図水俣 2.75 南鯖石 O 80 耳_.... 守・... 20 
宮古 綬

-一=-戸b、tJ 

差美美島 ノ郷
1.75 留7決水1<滋元 1.75 南遊佐 o1.25 新骨:之itB城

2.75 
JII 

三 ぽ 2.00 JII 125l 戸@ 25 市平間 1.00 ~r;.;野原
‘ . 線 '閣熊官 本

三池!谷 1.251 JIl 2.251 *戸田 o1.00 持J/1、谷 80 I 広〔 2.75 

遇
話
箆
域
マ
、
ミ



註窓…・・(類似周名ノ、直別シテ申込下サイ〉 附銭 39

国宮前 1.∞!w佐付賀回 o2.50 
草枕 悶 f山耳 城方

門司 2.50 師崎 1.00 国矢島 1.25 40 

国宮守 01・25

村衛村村Z客木調様松海 985 5 
門前 1.25 紅葉山 o2.50 矢幅 1.25 国滋ILJ賀上 1.25 

園図官献欝宮宵繍街 1.∞ 
民間 25 

桃物紋門箇 商見取別SlJ 

1.25 矢作 1.25 m編U山i tL 上 O 85 
jfま

)11 50 松 35 用宗 50 2.75 失掛 1.75 III 形⑧ 95 

m ln 01.50 
長野

国兵室m室室1村6l#鼠a 同常樟混田皐oG 85 

用瀬 1.75 2.50 矢田部 25 II{ j~ 65 

官披 o 60 2.25 望月 50 妹背牛 2.75 
谷tlJ jf玉地

1.00 提詰山児l繊島1 川 3.00 

国営揮。 1.∞ 1.50 
望本山 修興串楯 o 2.50 議川 o2.75 矢根 ).50 I1 25 

都城 3.∞ 30 1.25 
矢漢 語民幡 O 25 山北 25 

都披沖*03.00
室室r.;知積戸

2.25 本建 o 45 谷村 25 山倉 25 

都都E ア跡問ト

70 2.∞ 国本部 3.50 ヤ之部
谷夜踊間閃川須

60 国山国 1.25 

1.25 室尾 2.00 本埜 O 20 2.50 山越 o2.08 

rn都路 70 室 蘭 2.25 60 

f八事山原尾

25 
重屋野伐4 

1.75 京山都崎 1.25 

妙見山 o1.50 宝山 1.00 40 1.50 55 兵山原崎 1.50 
存 111 山口

妙寺 1.50 密室野 75 85 国T入Z 毘 1.∞ 
滋尾野ヤ 賀測島プ

1.75 山崎 2.50 

若荷 1.25 
室ム戸カ1111ワF 2.00 本山 2.∞ 八重 2.00 1.00 山イむ 1.25 

議川 1.25 鵡川 2.50 国本合海 1.00 

国園拠八宮錆八八入百官採山常伐伐伐

1.00 養父 1.50 官山滋下 85 

深林 2.50 園陸奥上郷 1.50 本輸西 2.25 2.75 1国富 1.00 園呉山服下 1.50 

総 2.75 陸奥川内 1.75 本新島 25 1.00 粥彦 80 山野 1.75 

陸奥六郷01.75
元臣元事 太村泊

60 20 調五島 O 80 山城木津1.25

園陸奥常耀
山口

ム之部 1.75 3.50 八代 2.25 
焼E焼脊焼ぎ 津 50 u肢山iUs 城大原 1.25 f.)， 

i阜I~ 添1.00
留ム穆陸カ奥平サ館01.75 元室i羽o2.25 入額 25 Il[ 2.00 

国滋武北武格従沼世依
1.00 国佐 o2.75 物部 1.50 

孫八八 良街木
25 森山 o1.5J 山添 1.00 

よ枇.~ III 山口
2.50 3.00 2長谷 o2.00 百石 1.50 1.25 1.50 山口

撫謎 1.75 国百島 1.75 京八都木 1.25 
長E・!f /J， 2.00 函佼，L{主主口 2.75 

メ之部 E管 司局F 木木
穏lUEh口

六日町 55 国百瀬 1.25 八 2.∞ 安井 1.75 95 

図告ヘ o 1.50 主渇 山大l山II 形六日市 o 65 守口 1.50 同 85 口 95

国図号キ'千長六牢六パ寺Lタ知Z野川E 淑美貿躍鼠 0 1・50 園目 屋 3・75 守専滋ま守 知谷山 L 2却o 

八木津 45 安毘線田 汁 分日 O 叫

ヲ0 目加回 1.00 容安 111 嵐宮1I 山

国3京入八陀縛梅都遭木雲 o 1.25 悶 1.25I ~~111[問 1.00

20 妻鹿 1.50 E1E L lU1.25 2.00 霞安塚 80 大III阪岡 1.50 

60 弘浦良子 245 0 

三m:
山 60 八雲 1.50 安原。 1.25 山田③1.25

国国盛盛長惟ス1諸愛守産f手知廊分z 江里岡岡 2.50 

八剥~ 25 安容.Jl 城車野 2.∞ 高¥ll知回 2.00 1.75 園2女富 山

牟牟側 岐 1.75 良 01∞
安石 渡 2域

⑧ 1.25 

A樟都簿関島骨帳幡幡 1.50 

2.25Z1iE 1U 1 同 25

向品山佐西 。 川山 E富岡明明 鋪r取肉m 治盛治靖泊 6m 5 

o 90 E/言1、 1.25 安I11 2.005R 回 1.50

千
梁防 th111 80 岡山山岡 1.75 1.50 i¥ iIllfi 20 

向日町 1.25 I ~. 7il 90 2.75 ノE菌¥ dIlft 2.50 呉梁服蹴 1.50 園園岩岐長山山山 手阜田 1.50 

国舟町 1.00 I y!l ~ 7fs 1.75 2.00 闘史aノ、 a 幡 2.25 
柳井 2.25 岡 1.25 

向原 2.00 函 0 1・25
野

塑向浦び Z∞ ぞ品明衣 川
委膏曹1邑主邑 町 品

幡 1.75 函盛岡 1.00 回 65 

ar 本1.50 八勝野 35 薮 胃、 70 千山~田 25 

掛明 1.75 姪 漉 2.50 
JII 

柳生 1.25 山岡翠 o 25 本 1.∞
八*幡SS産R 俣潰 2.25 

宗潟 55 芽 室 2.75 森上 1.00 ノ¥ ~ 25 易関河 2.75 山田小湊 o60 
一ーー

柳宮柳回 線D.津津 80 石山川拠中 1.25 図宗檎 1・25 部
森宿森森符 議芥戸田 2.225 5 

八知 1.25 

村山 O モ之i 八里 45 1.00 I ~山h 中 25

村山高淑 095 図EZ書長草草*崎靖木木 国

同 1.75国八櫛 1.75 柳 本 1.25 園繭山山岡平 o 75 

間副-大H久保\~J 1.00 I i 't-;;K 35 題森岳 1.50 矢板 35 柳田 1.25 内 2.75 
説1奈川

村村悶2前毒島蛇ム井向岡ヲ:4- 府 65 I 15.;;f;: 2.75 
箆森事毛手 永 o2.75 矢野 2.00 柳原 o 60 山内 20 

カ 1.50 茂原 25 星応田 25 矢部 2.75 動r潮 0 1・251 tt質内 o1.25 i 

諸 }II 25 

矢長長矢岡長a 幼銀山吹上肺 2.田75 

柳都本橋鹿家 前 山内北 2.凹

村上 1.∞蕊尻 2.75 国議官 2.75 国!?1 2.75 山内西 2・00

村総櫛 75 園球文モチ知コ芝市摺、} 1.50 
諸橋 1.25 2.00 志 向山直 1.50

岡部 1 070  諸持 25 上 2.25 ElEil問家 2.50 I ~l.i 寄~ 65 

遇
話
匿
域
ミ
、
ム
、
メ
、
宅
、
ヤ



注意ー…(類似周名ハ直別ジテ申込下サイ〉鍛~ff 40 

2.50 名綾田
験問

和田

和田島

70 来週寺

関越

85 島

津

横笛小指し町 20 I図主1.50 1.50 111 t民遇
話
医
域

本

山

;

知

納

地

寒

食

湯

フ

府

子

田

郡

混

賀

4

紳

和
宮
小
和
幽
明
利
和
和
和
利
ワ
限
若

国

園

切

手

却

必

ω

0
.
0
 

野

内

崎

中

川

岩

玉

中

中

中

臨

箇

鴎

締

盟

国

印

∞

印

2

A

'

A

q

晶

1.25 

45 

1.50 

1.25 

2.25 

陸前中村 1.00 

陸前中国

陸前六郷Q 90 

リ之部

1.25 

1.25 

1.75 

2.75 

25 

1・251図吉

70 吉

宅畠4‘1.50 

1.00 

55 

2.50 

45 

II[ 吹
只阪

IJ[ 本
長野

111 本
佐賀

111 本
徳島

[[1 潮

函??i問調 o1.50 ~留湯ノ谷

1.50 

• 85 

2 .. 75 ヤ
80 

2.00 

1.25 

75 

2.75 

zd
円

u

守，
a

必
苛

司

4

1.75 

2.75 

1.00 

2.50 

75 

25 

2.25 

1.50 

1.25 

1.00 

1.25 

2.75 

25 
|若槙

25 I 
1m若樟

2.00 1 .3 m: 
若松
1M間
帯松
諸島

若松
茨城

京極
北海ltI

国詰松

若狭野

若狭三方
宮古鳴

若柳
2.751 岩手

図若朝l

90 

1.50 

1.00 

1.00 

2.75 

30 

1.00 

65 

湯、野潰}.75 

95 

1.25 

龍占，.i!J脅

施舞

石

刺Jf.f

領

20 

1.00 

60 

四方

1.25 

1..00 

2.00 

2.00 

50 

1.75 

25 

20 

山越

111 品
露首 島

・ I E1WI 者~S
岡山

大 和
茨城

大和
民 族

大和
』右耳z
)¥.手11

大和高田

ユ
自

-ヲ、り

Ja-

レ
、
口
、
ワ

95 

2.75 雨開

1.25 

1.25 

ω01図雨

85 

1.00 綿 o1.75 

1吊 1.25 

2.001図場

湯1.25 

50 9部 O
2.00 1.25 園山寺 o 95100湯口

山科

園山紬

2.75 

3.25 
1.50 

乙00I国留建議

，二部

ル之部

富永.萌
留多加

1.75 

1.50 

25 

米国

米子

25 

80 

2.00 

15 

1.75 

25 

2.50 

o 65 
1.25 

結城

行橋
願 書F
U1 
長官fユタカ

t，¥1 

温泉浄
ユリアグ

閑上
高~ a 
柏 木

1.25 

20 

2.75 

1.25 

1.75 

85 

山崎・上

国山郷

楽園選
十ムワグカ

.I.l::若

寄
2.75 

1.75 

ul fflS 
2.00 

1.25 遊佐

25 

!脇山
獄図

j協本
1.50 I 特桜

I J.胸元 o1.75 

1.
75

1図脇川

lω01函j脇l協邸 方 o2之

.之251 i涌市 谷

図桶

鷲

務

鷲

清宮
'e滋ワタ q

亘理
ワタリオウクマ

亘理逢限 o90 

民合中)1101.25 
.戯
鳥取

渡

渡ノ波

渡良
兵.Iil

1.25 I渡瀬
I ~淑

1.50 I函渡期 o 85 
ワカナイ

稚内

輪島

輸西 2.25 

檎厚 o 2.50~ 

内 65

侃 0 吋

70 
1.( 

225 
1.75 ロ之部

55 50 1.25 

95 雄別炭山03.∞
2.50 

1.00 六 i持1.00 米山

751留米内海

米倉

2.∞ 桐原 o 25 

1.75 

2.00 
1.50 

1.00 

六甲山

六本堂

1.00 

常 o1.00 

崎 o1.00 

津

1.75 

2・751国大原 o1. 

江

子

松
呼

呼

吉田潰 o 95 

吉田麓 o3.∞ 
1.75 1.50 

70 35 20 

別 o2.25 

25 

85 

15 
1.25 

1.∞ 

1.50 

90 

1.25 

六月町

六郷

六俊除

ワ之部

1.50 

1.50 1.00 

65 

25 
ヨ之部

1.75 

40 

六保

25 

1.25 

1.75 

2.00 

1.00 

2.75 

1.50 

3.00 

和歌浦

和歌山

251図利良
新湯

和木
a 島

和木
.岡山

和鉱
石川

和紙

和位

和具

和倉

1.75 

2.25 

1.25 

夜ノ森 O

余市 2.00 

1.75 

吉 沼
奈良

吉野

吉坂
岡山

吉野
銀関

吉野 O
石JlI 1 開 S
吉野 o 1.251閣法回

蓬平

75 

1.25 

25 

村

本

本

本

曾

帥

剛

島

ロ

檎

湯
長
一
揚
漏
出
砺
山
揚
揚

国n
u
 

吋
J

。
江

見

井

野

詑

辻

市

市

道

山

本

腹

部

事

日

分

日

街

口
問
芳
情
問
中
方
兵
四
-
忠
商

g
四

六

四

四
園"、u

『
，
a2

 

期

山

山

山

山

弁

井

弁

井

問

問

問

形

輔

相

馬

潟

関

拙

剛

横
峻
横
中
川
横
山
一
概
宮
横
笠
盲
目
制
・
官
同
局
首
長
合
同

盟

国

に

d

n

u

E

u

n

u

7

0

7

9

 

乙

ふ

み

0

0

0

 

山

山

原

原

盤
E
f
本

扱

山

一品揚

m揚
宮
湯
附
湯

国ハuau 

に
d

に
d

円
u

w

h

U

2

2

0

7

 
。U

勺
品

@

O

 

崎

浦

一

…

問

問

問

問

川

川

川

川

岡

田

岡

田

-

岡

田

国

岡

田

岡

田

潟

畠

旭

硝

取

澄

玉

内

崎

玉

山

周

回

情

聴

噌

島

本

関

知

畠

潟

玉

師

以

餓

氷

見

-t同
組
判
吉
際
〔
富
士
円
円
伺
士
口
伽
柑
世
間
勾
出
口
一蹴
官
補
士
門
閥
，
世
間
続
吉
山
士
口
千
，
r
n
m
-t口
柏
崎
士
円
僚
長
官
度
中
一
同
胞
相
官
椅
士
口
佐
吉
受
・
書
留
刷
吉

国

間

出

国

国

国

5

5

0

0

5

5

 

勺

品

勺

L

n

y

n

u

押，

s

司
4

1

2

2

2

2

 

。

。

谷

原

和

張

犀

須
湯

前

友

タ

四倉
京都

阻 Y谷

1.75 1国四ツ合 O
秩問

問ツ犀 O
滅型E
八日市
岡山

八白日i'p

八日市場

八鹿

1.75 

寄居

容島
宗毒事

淀

淀

2.75 

2.25 

25 

川

岩

一

白

畢

都

品

良
性
提
唱
r

一

国

m山
部

d

勺

A

S

A

O
 

口

奈

名

永

永

田
閲

a
附

山

士
口
修
吉
田
前
士
ロ
陽
台
間
関
吉

呼坂
石川

2.∞ 
45 

1.501W横滞

横芝
僻奈JII
横須賀@
~知
横須賀
線開

横須賀

1.75 

ユ之官IS

京都

国弓 ~J
関 山

弓削
~媛

図弓 ~J
徳島

且i 岐
自害 関

向比

由 宇
訳書官

由 良
刺激tll
f.l[良
兵隊

由良
l狂言E

向木

由仁

村1 木
膨閲

納野

湯 銭

湯 崎
断渇

揚揮
秋 岡

国揚・深

20 

奥板

奥淑

奥野町

横尾
線局

者を J/I 
鹿児島

横川

2.25 

1.50 

1.50 

2.75 

1.25 

85 

2.50 

2.751図慌・川目

横.越 O45 

25 25 50 

円

u

n

u

nv

円

4

つ-O

@

 

手

田

岡

田

潰

浪

曲

崎

市

圃

怒

川

猿

検
思
術
師
町
一
概
千
横
糊
椛
騨
同
様

2.50 

2.50 

ぬ

1.75 

1.25 

2.∞l国余別

。
上

同級
依
笠
逢

1.75 

70 

95 

65 

1.25 

1.25 

40 

2.75 

湯占r島

国湯干

95 湯河原⑧ 25 

留湯蹴
1.25 i 

1.25 

1.25 

2.50 来日 白
千$
和国
民 o
和問

65 

70 

25 魚尾 O

40 

2.25 

吉 原

和
川
積
子
留

吉

脚

吉

生

ロ

25 

1.50 

1.00 

65 

湯田

湯田中

綿

鼠

40 

1.50 
ラ之部

25 

1.25 

1.75 

15 横笛網島

1.00 

1.75 

湯田川
関 山

揚野



六、電話=関スル参考規定類

イ、電 話規則

目次

第一主主 総則

第二草加入者

第三章加入申込及受理

第四章世話番 貌

第五章危話ノ設備及維持

第六章特殊装置

第一節噌設機械

第二節接続電話

第三節卓 上 電 話

第四節特別市タi迩話装置

第五節 後信及著信事j日装泣

銘七章電話料金

第一節混則

第二節料金種別

第一款加入料

第二款電話使用料

第弓款附加使用料

第四款包括線設備料

第五款機械移斡料

第六款名義務吏料

第七款 fE話番-抗鎚:掲載、外

第八款臨時電話=附スル料金

tt::三節料金納付

第四節料金免除及泣付

第八章謹話停止及加入除名

蛇九章雑則

開':1" Jtリ

位訂規則

第一J;! f忠 則

附録 41

許可スルコトアルペシ i 

航四僚ノ二 位話機設置場所ソ、加入者ノ舟所、住所・又ノ、業!室

務=使 llj スル場所=限/1-位シ所'~~ç:避信局長=於テ司~~~Jd "_:~ 

支障ナシト認メ特=許可シタノレ場合比ノ限=アラズ !閥

第五僚本令=依 P 電話官署=-~Ì シテ jt ス請求ノ、男u=- 定ム!ス
I )V 

Jレ書式=依ノレペシ i参
第二草加入者 。 I;r; -

第六俺 加入者ノ、ー加入=付一人タノレペシ i 規
批寺、単校、組合又ノ、国強ユシテ法人=非ザルモノハ氾13i
話官署=於テ遁常ト認ムノレモノー限 P其ノ名=於テ加入'，"'1
セシムルコトアノレペシ

前項ノ規定=依ノレ加入者ノ、料金納付其ノ他一切ノ責=怪

ゼシムル鈴代表者一人ヲ選定シ届出グペシ代表者ア槌吏

λ ノレ場合亦同ジ

第七保加入者其ノ;加入ヲ他人=譲渡セントスルトキノ、話・

事者ノ速器シタノレ訪・求書ア営該電話官磐=差出シ其ノ承

認ヲ受クペシ

JjJj'特選信局長=於テ主盆 t必7史:ァ pト認ムノレトキノ、常詰

官場ノ、加入ノ譲渡ヲ承認セザルコトアルペジ

位話官磐J、第一環ノi請求書ノタト必混ナル事項ヲ記載ジダ

ル書館ヲ提出セシムノレコトアルペシ

fffl、;博選信j司長=於テ特別ノ事由ア Pト認ムJレトキノ、列決

其ノ他ノ:許制ア以テ前項ノ規定=依ノレ謹磐=代ノレモノト

シテ取扱フコトアルペシ

部入保 加入ノ議渡ア Pタルトキノ、新加入者ノ、話加入者が

な訴背器=封シテ有シ ヂノレ一切ノ椛利次義務ヲ承鑓スル

モノトス

第九保 加入申込者文ノ、力11入者死亡シタ Jレトキノ、共ノ相続

人ハ相続ノ開始アJ}f;)レコトア知 Pタノレ日ヨ Yi塩鉱シ三目

刀以内=共ノ澄明:;t::ア添へ首該電話官署=承総ノ届/JJァ;
銭スペシ i 

前項ノ規定ノ、法人ノ合併ノ;場合=之ヲ幣用ス i 
第十{廉 所持遜信局長=於テ必要ア Pト認ムノレトキノ、電話

';~・磐ヲ指定シ閃遁ノ口ヨ P 起1;):シ一年間協‘該電話官弟防

局加入ノ菰渡ヲ禁止スノレコトアノレペシ但シ己ムヲf!jザノレ

;;;j{.由ア Pト認メラノレノレ加入ノ j謎渡=付テノ、特=之ア許可

スルコトアノレペシ

第一保 TE話ノ;加入ノ、在ノ二種トス ~ I カ!I入申込及臨時世話ノ加入ハ之ヲ誠渡スノレコトア符ズ

一 車制加入 一期l入=付一同線ア有スルモノ I tí~十一保 55十九保ノ規定=依 P開遜シタノレ活話ノ;加入ハ

ニ 共同カJI入 ニ加入共同シテ一同線ア有スノレモノ i 郎遁後五年間之ア譲渡スノレコトア得ズ但シ所轄避信局長 1
第二保 共同加入ノ'it?;話機設置場所ノ、相手方ノ電話線路ョ I=.於テ特ユ許可シタノレ場合ノ、比ノ限=在ラズ ! 

P直線距離二百二十メートノレ以内タノレベシ位シ所持返信l 第三栄 加入申込及受理 1 
局長=於テ特別ノ事由ア Pト認ムルトキノ、此ノ限=花ラ i:第十二保官話ノ加入ヲ鴛サントスル者ノ、ー加入毎=加入'
. 

ス IfJ 込帯ヲ包~~該電話官署=差出スペシ

即・特選信局長=於テ事薬上又J、工事上支障ア Pト認ム Jレi共同加入ノ巾込ア~サントスル者ノ、相手方ア選定シ加入

トキノ、前項ノ距離以内ノ場所ト雄モ共同加入ア鵠サシメ l 申込書=.~方連署スペシ

ザノレコトアノレペシ i第十三保 加入申込ノ受付期間ハ別=之ヲ会未ス

第三保加入者ノ、力"入種類ノ袋夏ノ請求ア伐スコトア得共!第十四保加入申込ア受理セラレタル者ノ、逓信大臣=於テ

同期!入ア単純加入=星空更セントスノレトキノ、逓信大臣=於i別=定ムノレ設備費ア納ムペシ

テ別=定ムノレ設備投ア納ムペシ l第十五銭 第十三保ノ規定=依ノレ受付期間内ノ加入巾込が

釘特遅f言局長二於テ事業上又ノ、工事上支障ア Pト認ムルl蛍該電話-官署ノ受理珠定数ア超過スノレトキハ拍簸=依 P

トキノ、第一芸員ノ!請求ユ/JlJj-tiザノレコトアJレペシ l 申込ノ受理ヲ決定ス

第四保世話加入直域ノ、普遁古"入区域及特別カ11入直域ノ二i第十六保 左ノ各都ノー=該首スノレ加入巾込ノ、之ヲ受理セ

程トシ蛍該官話官署=之ア公示ス l ザノレコトアJレベシ

or幣遜信局長ニ於テ事業上又ノ、工事上支障ナシト認ムルl一 同一人=於テニ箇・以上ノ申込ヲAス場合=於ケノレー

トキ J、官該官話11・署ノ加入区域外ナJレ場合ト雄モ加入ア l 筒以外ノモノ



4'Z ~H 録

同 1 二 日該巾込者ノ居所、住所叉ノ、業務=使川スル場所=

諾! 非ヂノレモノヲ世話機設置場所トスルモノ

ニl 同一ノ邸宅又ノイ符内=居住スノレ者ノ、前項ノ遁用上之ア

関! 同一人ト者倣ス

Jレi第十七保加入申込ノ受理後ト錐モ開遁前=左ノ各銃ノー

参1 :該常スJレ場合ノ、其ノ受理ア取消スコトア Jレペジ

~ ， ー rj:l込ヵ・前僚第一項各競ノー=該常スノレ干キ

定| ニ 申込者ガ所在不明ノ場合=於テ管理人ヨ P何等ノ巾

類j 出ナキトキ

三 巾込者1l法人叉ハ第六保第二項ノ規定=依ルモノナ

ト認ムノレトキノ、加入申込者又ノ、加入者ノ r~請=依 9 rJ訴

線、電話機.附属交換機、附属物品等ノ供給若ノ、之ガ設

備及維持ア鼠サジムルコトアルペシ

前現在l者ノ規定ニ依fレ設備ノ、電話1主J袈ノ指示スノレ所=俄

P且.共ノ維持ノ、官話官署=於テ鶴スモノト同等以上ナノレ

コトア要ス

第二十人保 加入者ノ、濫ュ其ノ使用=供スノレ電話機設fi't，/

邸宅又ノ、構内=在JレセE話設備ノ移輔、 Eき吏者ノ、分僻ヲf.S

シ又ノ、之=他ノi線保、機械等ノア述紡ア鼠スペカラ 7:但γ

*火其ノ他ノ:事，襲=際シ保護ノ必要アノレトキJ、此ノ限=

ノレ場合=於テ解散ジダルトキ I ;(r:ラズ
第十入保加入申込ア受理セラレタ JL'者世話官屠ノ指定ス|第二十九保加入者ノ、官話官署ノ従事員ガ電話機設泣ノ邸

ル期日迄=加入料及設備費ヲ納付セザルトキノ、該加入巾! 佐若ノ、栴-内ユ立入 P世話ノエ4.n、試験、障碍修理会事ヲf.S

込ノ受理ノ、之ヲ取消スコトアルペシ l シ又ノ、之ガ設備及維持=闘スノレ事項ア勤検スノレコトア抵

~S-lづL保 所特選信局長=於テ行機、会署又ノ、公益事書官等i ムコトヲ伺tズ

-..lr 

ノ用=供ス Yレ~必要ア 3 ト認ムルトキノ、部十三保ノ規定 i 前項ノ場合:於テ常該従事員ハ其ノ身分ア護明λ ペキ詮 h 

=依Jレ受付期間=拘ラズ加入申込ヲ受理スルコトアルペ l誤ア携帯スペシ

シ i第三十{衆 電話官署ノ、加入者ノ使用=供スノレ電話設備ノ攻

防特混信局長ノ、前項ノ:場合=於テ設備費ヲ克除スルコト! 付、 被去、移1陣等ノ場合=於テ閥係法替物ヲ修復スルノ

アルベシ i 責=任ぜズ

第二十僚 臨時屯話ノ加入申込/受迎ヲ岱スベキ電話官署i第三十一保 加入者ノ5.'1=-蹄スペキ司王由=悶 P其ノ使用品

及加入区域=闘スル制限魁=加入期mlノ、別=之ヲ告示ス! 供スル官話機設i在ノ邸宅背ノ、構内=在ノレ泊話設備ア亡失

臨時世話・=関シテ前七保ノ規定ヲ;歯周セズ

第二十一保 工事上支障アノレトキノ、前入保ノ規定=拘ラズ

カ11入申込ヲ受理セザルコトアルペシ

第四 章 電 話 番 貌

第二十二保屯話番強ハIt;:j'該官話官果=於テー加入符=ー

筒ア定ム但シ共同JJfI入=剖シテハ相手方子同一ノ:番競ア

i討スノレコトアノレペ γ

第二十三俺左ノ告部ノー=該常スル場合=於テノ、電話番

i説ヲ鐙更スノレコトアノレペシ

一加入種知ヲ~更シルタ下キ

二加入区域ノ設定又ノ、箆t克=図 9所局電話官署ヲ呉=

3えJレ=至 PタJレトキ

三 同一世話'古若所局内=於テ交換取扱局ア;n=λル=

歪 Y!JJL-トキ

間 甲種常設電話機ア設備シ又ノ、之ア駿止シタルトキ

駿損シタノレトキ又ノ、第二十人保ノ規定=違反スノレ郎・筑=

凶 P復啓工事ア要スルトキ J、加入者=於テ共ノ;補充又ハ

修締=要スノレ費用ヲ緋償スペシ

第三十二傭 加入者ノ、電話機械ノ移特又ノ、一時按去ノ請求

ア銘スコトア符但シ共同加入者J、穆郭先=於テ直=共同

加入トナ 9符ノレ場合ι 限ノレ

所持避信局長=於テ事業上又ノ、工事上支障アノレトキノ、前

項ノ請求=膳ぜザノレコトアノレペシ

第三十三保 第十保第一項及第十一路ノ規定ハ電話絞;没白

場所・ノ鐙更=付之 T準I日ス

加入申込ノ受理後関遁前ュ於テノ、112話機設置場所ノ鎚克

ヲ錦スコトア符ズf旦シ所持j壁信局長ニ於テ特=許可シタ

ノレ場合ノ、比ノ限=布ラズ

第六章特殊装置

第一節i 噌投機械

五工事上又ノ、交換取扱上必要アルトキ i第三十回線 加入司!込者又ノ、加入者ノ、左ノ各鋭ノ常設機械

第二十四保 電話番説得=ハ屯話番鋭、加入者名、電話機iノ袋低ノ請求7銭スコトヲ得

設置場M其ノ他電話ノ利用上必要ナル事項ヲ掲載ス I ...........-.w. (甲種 交換機=依 P接続スノレモノ
1一世話機 J

第二十五保 左ノ各貌ノー=該常スノレ氾話=闘シテハ電話I l乙種 事事換器=依 P接続スルモノ

番鋭簿ノ掲載ヲ省略スノレコトアルペシ ! ニ 受話器

一畿信専用装置ア銘シタルモノ i 三位鈴

ニ 甲種槍設電話機ヲ接経スノレ加入同線中代表番総以外i第三十五保 ;槍設機械ノ装置 z 闘スノレ制限左ノ如シ

ノモノ i ー 甲種電話機 共同加入及度数料金制ヲ施行スノレfE涜
三 官話番抗簿ノ掲載省略ノ箭求ア Pタルモノ . I 官署師、局ノ臨時電話ノ加入同総=訟絞

間 電話機設置場所=加入者ガ居住セザル毛ノ i スルコトア符ズ

炉二十六t能力11入1割込者又ノ、加入者ノ、m;話番滋簿=左ノ各iニ 乙種電話機一加入=付ニ筒以内トス尚三箇以上/

鋭ノ特殊掲載ノ請求アf.~;;r.コトア符 i 加入同線ユ共遜=接績スノレョトア得ズ

ー霊複掲載自己ノ氏名、稲滋等 ノ"&I別=従ヒニi三 受 話 器 電 話 機 ー 筒:f1'ー筒トス

筒所以上=名義ヲ掲載スノレモノ l 四位 鈴官話機一筒=付ー筒トス

ニ他人名義掲載電話機設置場所居住者=シテ加入者i第四保第二項ノ規定=依ル電話ノ;加ス問線二針シテハ常

以外ノ者ノ名義ヲ掲載スノレモノ i 該電話官署以外ノ電話官署品部スル加入同線ト共遁=芯

第五章 m話ノi設備及維持 i 話機ノ噌設ア然スコトア q~，ズ

第二十七僚加入者ノ使用=供スル官話ノ設備及維持ノ、電l第三十六陵増設法被ノ装置ノ、力11入電話機設置場所ト何一

話官署=於テ之ア行フ包lシ所持逓信局長二於テ支障ナシ l ノ邸宅若ノ、構内又ノ、]yf)捨選I芝府長=於テ同一ノ邸宅背ノ、
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上

上

下

ノ

戸

加

加

ρ

ペ

ヲ

級

施

ハ

級

十

三

一

式

以

以

，
以

入

メ

別

ル

合

ル

軒

士

以

五

ヲ

者

四

三

別

立

カ

ヰ

船

ゆ

げ

似

糊

困

問

ス

似

制

調

計

瑚

エ

一

一

一

州

仁

崎

船

哨

川

町

六

十

設

行

酢

一

一

一

計

問

問

問

同

署

路

ト

必

定

ス

ハ

局

間

盛

施

官

局

間

十

周

局

局

官

隷

戸

上

規

除

者

援

三

ハ

テ

話

級

十

二

九

銭

局

局

麗

続

話

話

メ

務

ノ

兎

ル

豆

十

=

制

電

ニ

耳

三

級

級

一

ニ

電

電

ロ

ス

事

書

ハ

タ

署

金

ル

担

丸

十

十

汁

片

鵬

計

一

清

一脱

却

以

れ

糊

一

明

開

純

一

一

刑

制

瑚

計

調

僻

定

P

又

之

テ

}

特

別

料

セ

四

十

使

電

均

施

一

十

度

土

上

上

上

設

ヨ

ユ

テ

於

ズ

第

ヲ

種

入

理

局

間

話

ノ

ハ

ヲ

uf

四

一

成

以

以

以

ノ

署

内

ジ

品

セ

保

之

金

加

受

扱

五

時

地

上

-

-

制

ベ

入

'入

話

千

官

官

官

域

官

域

ト

毘

課

七

、ハ

料

ヲ

三

十

以

屠

金

ム

加

加

誕

ニ

入

問

ニ

直

話

直

ノ

大

ヲ

十

金

款

込

款

問

官

料

納

縄

問

内

入

電

入

モ

信

金

二

料

節

一

市

局

間

ニ

級

簡

裁

ヲ

皐

共

市

加

該

加

ル

遜

料

第

ル

ニ

第

入

級

十

第

四

電

皮

料

{
4
1

加

同

時

間

常

遁

柁

ハ

ス

第

加

ニ

ニ

ノ

用

将

額

料

保

山

普

=

僚

テ

保

釣

僚

他

保

使

本

数

局

局

局

局

宅

金

ハ

内

入

、シ

丸

=

保

シ

局

間

一

ノ

ニ

話

塞

年

度

経

級

級

級

十

料

迄

域

十

謝

十

入

十

ペ

級

十

十

其

十

世

五

六

t

A

四

話

ル

直

四

-

-

四

加

五

ム

一

一

一

五

シ

五

ノ

一

ニ

第

第

第

第

集

結

伊

交
・ヲ

又

遁

ペ

署

、
閥

飽

署

'
故

認

ハ

セ

ハ

謹

一

ル

支

又

サ

ノ

之

者

轄

ズ

官

-

一

ヲ

官

ノ

絡

又

事

キ

ヲ

第

ア

上

ズ

錯

乱

F

テ

込

所

生

話

持

等

話

上

費

扱

従

ト

之

俊

一

ト

扱

ぜ

ヲ

器

於

事

前

ヲ

電

維

名

電

話

ノ

取

-

一

・

ル

テ

七

コ

取

鹿

用

問

=

入

績

障

該

、

氏

ρ

遁

長

換

持

d
y

ジ

十

ル

換

=

使

入

者

加

接

支

舘

況

ノ

者

ル

局

交

維

ハ

ア

ニ

ザ

交

求

ノ

加

λ

ス

-

-

=

メ

扶

者

入

ス

信

ノ

及

従

者

第

メ

ρ

諦

其

ル

ト

加

銭

ν
繰

ト

話

海

ノ

官

加

閥

濯

機

備

ユ

入

ハ

シ

又

ノ

ハ

限

之

P

ヲ

ペ

同

ヨ

蓮

ρ

備

婚

ル

-

一

.特

話

設

示

加

若

サ

上

置

又

品

及

依

持

丸

入

ル

ノ

キ

設

事

ス

機

所

同

国

ル

指

ハ

用

居

崩

事

装

メ

内

問

=

維

守

加

タ

機

ト

p
工

用

話

ハ

設

依

ノ

若

使

ヲ

エ

ノ

シ

域

互

所

見

遁

ρ

受

話

ル

依

、

使

常

者

帯

ユ

署

者

ノ

持

テ

械

セ

地

棉

ル

傭

ヲ

キ

ヲ

電

ス

=

設

ヲ

設

入

種

定

官

込

機

維

於

機

夏

ル

機

ス

設

現

ト

査

設

ト

所

度

構

噌

・

加

甲

規

話

申

話

及

z

設

饗

ム

話

示

ノ

事

ル

検

靖

ン

ル

工

話

ノ

ハ

パ

ノ

電

入

電

傭

長

噌

ハ

認

電

指

機

ノ

タ

ノ

ハ

サ

ス

施

電

其

ジ

叉

レ

嘗

ハ

加

設

設

局

内

若

ト

設

ノ

話

韓

ジ

其

叉

錫

示

及

設

p
ペ

者

ザ

飢

又

-

ア

噌

凡

信

キ

シ

ノ

靖

暑

電

各

了

テ

線

ヲ

ト

指

額

靖

依

ス

込

非

現

.ズ

令

於

種

依

避

ト

夏

モ

種

官

設

ノ

完

出

同

事

コ

ノ

種

ト

種

=

験

巾

四

一

一

得

本

ュ

甲

-

-

轄

ル

鍵

ル

甲

話

槍

左

事

屈

入

ヱ

ル

磐

ノ

ヨ

甲

所

試

入

者

第

ヲ

者

長

ρ

定

mm
ム

7

4
A

電

ハ

エ

=

加

ノ

グ

官

事

ク

・

ル

ヲ

加

ル

保

ト

事

周

又

規

認

世

準

保

山

ν
傑

者

備

長

係

度

出

話

工

置

保

ス

無

H
P

七

ヨ

従

信

メ

ノ

依

ト

装

=

七

扱

ペ

入

入

段

局

開

程

局

電

ル

シ

丸

示

宥

保

得

十

ル

ノ

遜

シ

書

一

p
ノ

内

十

取

ス

十

加

信

キ

-

-

ス

銀

十

指

J

十

ヲ

ニ

ム

境

特

セ

但

シ

十

ア

共

梼

三

換

岱

=

一

〆

一

ニ

一

日

一

!

三

ノ

障

問

定

第

uv

前

卸

更

現

J

へ

問

陪

ρ

館

伊

航

即

時

静

第

度数料ハ遁話ヲ諦求シタル加入者=之ヲ諜ス

第五十三保左ノ各務ノー=該曾スル遁話=謝シテ J、度設

料ヲ課セズ

電話ノ障碍又J、交換ノ:取扱=踊シ特=指定ジタル電

話官署ノ;加入電話=封シテ1:tスモノ

ニ電話ノ障碍又ノ、電話官署ノ過失=凶 P遁話ノ中途=

於テ不能トナ Pタル毛y
~三節卓主電話 i 三市外通話時ノ取扱=付別=定ムルffr:.依，電話官磐

停四十三保加入巾込者又ハ加入者J、主上電話機ノ;装置ノ I :.於テ中断ジタルモノ

節求ヲ銘スコトア得 | 回 同一共同加入ノ加入者相互間ノモノ

~Î: I羽節特別市外遁話装置 i第五十四保時事=閥スJレ事項ヲ掲哉スル日刊新聞紙夕嚢

第四十回線 磁石式周ノ加入申込者又J、加入者=シテ特}]tJI 行スル新聞批又，、新聞蓮信批ノ持主ノ名義=罵スル加入 E

jJj外遁話直域=腐ス Jレ誕~7 1t.y-ントスル者F特別市外.1 ~yテ官制入者ノ崎=刷所轄選信局長=府議事
誕話装置ノ請求ヲ銘スベシ | 業ノ専用品供スルモノト認メタルモノー封スル度配持ハ

第五節 設信及著信専用装置 | 市内謹話一度数毎=一銭五厘ト九

第四十五保加入申込者又J、加入者同一ノ邸宅又J、構内:.I第五十五保氏数料金制ヲ施行スル自動式局ノ共同加入者

於テニ以上ノ電話ノ加入ア宥スルトキ J、一箇フ除ク他メ~ ~、其ノ一方ア度重量料納付責任者=定メ隻方建暑シ常設電

加入同線=付設信専用又J、着信専用ノ装置ノ諦求ア錦ス l話官署=届出グペシ度数料綿付責任者ア饗更スル場合亦

ロトア得 i 同ジ

第七章電話料金 | 度数料金制ア施行スル自動式局ノ共同加入者ノ矯げル

第一節逼則 i l 遁話=封スル度数料ノ、相手方ノ:分ト合算ν度設料納付費
第四十六保 電話科金=開スル電話官署ノ局種別ハ左ノ;標司

l 任者=之ア線ス
準=依 P賞該電話官署所属ノ;加入数=脂ジ之ヲ定メ別品 l
公示柏崎械設備其ノ他工事上ノ踊榊=依峨標準j第五十六保鹿敷物保スペキ踊鹿島、賞腕前暑j

s依ラザルコトアルペシ l 算定スル股=依ル

ー綾周知入十高以上 三扱局加入ニ高以上 l第五十七保均一階制ヲ施行スル電寄宇宙磐ノ加入者咋

=級局同 五高以上 回扱局同 五千以上 1額左ノ電話使用将ヲ締ムベシ

シメザJレコトアルベシ

第二節接観電話

第四十二保 加入申込者又ノ、加入者ノ、加入電話機設置場所

ト同一ノ邸宅又ノ、構内=於テ使用スル私設、官臨}fl又ノ、

市内専用電話機ヲ加入同線=接績ノ蹄求ヲ銘スヨトア符

前現ノ電話機=胤ジテ J、帯設電話機品開スル規定ヲ準用

ス

... 
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$.級穴級士級入級丸級十級十一 十 二
局局局局局局級局紙局

単調加丸十人十七十六十六十五十四十四十
入 間 ニ 間 四 四 六 回 ! 問 問 問 八 間二間

共同加六十荒.寸‘沢十問十四十四十三十三十
入 間 五間間五回11問問五闘争: 闘

第五十八僚カ11入直域ノ;設定ナキ電話官署ノ;加入者J、年額

七間二常該電話官者ノ哲:遁加入匝域内聞係官主話線路百十

メF トJレ迄特ニニ閑四十銭ヲ加算シタノレ世話使用料ア納

ムペシ

~~'該世話官果ノ:琵:沼カn (特・別加入区域内
入直域外=於ケル関係 j
電話線路百十メートル l
迄毎= ペカ日入区域外

第五款機械移品料

第六十五僚 電話機械ノ移榔又ノ、一時般去ノ請求ヲ鴛ス加

入者ノ、一筒毎=左ノ;機械移縛料ヲ納ムペシ

一 同一ノ邸宅着d、構内=於ケル移縛又ノ、一時・撤去ノ場

A. 
日

十八回

二十三回

鍛
&
r
E

，
 

，，冒
tl
 

電
話
=
閥
ス
ル
参
考
規
定
類 え級局

以下
三悶

ニ悶

間一一

八級周
以上

電話機 四阿

常設電鈴 三間

i電話機、電鈴帯ノ、i月J.局、
附厨物品!交換機ノ;移事事Xノ、一時|三

1撤去=伴フ場合ヲl徐クJ
附属交換機及其ノ附鴎物品 質

前統以外ノ場合

回

" 
~ 

八級同 九級局
以上以下

電話.機 三十間二十悶

噌殻機械 前説ト同額ノ料金

前項ノ持金ノ、天災地嬰其ノイ也不可抗力=凶リ立退易郎.~

移陣スノレ場合エノ、之ヲ課セズ

第六款 名委員控更料

第六十六傑加入譲渡ノ;承認ヲ受ケントスル加入者ノ、左ノ

名議費更料ア納ムペシ
七級同

一級局ニ級周三級局間級周五級局六級局 以下
十五間十間入間六間五間四回三間

前芸員ノ料金ノ、第九傑ノ規定=依ル加入求総ノ場合=ノ、之

ア課セズ

第七款電話番蹴簿掲載料

第六十七保 電話番鋭簿=特殊掲載ノ諦・求ヲ筑ス加入巾込

者又ノ、加入者J、ー掲載毎=年額左ノ電話番銃椅拐級料ヲ

納ムペシ

一般局ニ級周三級局四級局五級局

間二i塁
第八款 臨時電話=闘スノレ料金

第六十入保 臨時官話=閥シテノ、機被移輔料ア除クノダト本

意前各傑ノ規定=依ラズ左ノ料金ヲ課ス

{四級局以上

五級局以下

f四級局以上
日額1

l五紙局以下

附加使用料 乙種指談電話機一筒毎ユ

第三節料金納付

第六十九保 加入料、設備費、 R話線設備料及臨時屯・話=

開スル料金ノ、官該電話官署ノ指定スノレ期日迄=之ア rtl~ A 

d シ

名義鑓更料及機械移特許}ノ、営該電話宵袈=其ノ i請求ヲ~

ストキ之ア納ムベジ

第も十保 電話使用料及附加使用料ノ、年額ア内分シ左ユ掲

グル四期ノ別=従ヒ毎-~W分ア其ノ期ノ初月末日迄=常

骸電謂官、屠=納ムベシ包シ皮数料金制フ施行スノレ世話官

署=於ケル度数料及謹話皮数=依 P諜スペキ附加使用料

J、毎-J割分ア其ノ次期ノ;初月末日迄=納ムペシ

第一期 間月一日ヨ P六月三十日迄

第二期 七月一日ヨリ九月三十日迄

第三款附加使JIJ料

第五十九保 左ノ作貌ノー=該首スル加入者ノ、附加使用料

ヲ納ムペシ

一括:遁加入l高域外=花Jレモノ

ニ噌設機械ヲ使mスルモノ

三 接綴電話機ヲ使mスノレモノ

阿 卓上電話機ヲ使用スノレモノ

五特別TIi外遮話装i丘ア使用スルモノ

第六十僚 特遁カu入区域外加入ノ距離=依ル附加使用料ノ、

年額左ノ如ジ

一八級局以上

官i-該電話官果-ノコJF遁 l特別加入直域内
力iI入区域外=於ケ Jレj
関係沼話線路百十メ)
ート Jレ迄毎=- UJn入区域外

ゴL級局以下

信該電話'崎ノ千年遁加入区域外=於ケ i二回四十銭
Jレ閥係電話線路百十;，(-トノレ迄毎ユ j 

第六十一保 第"可保第二項ノ規定=依Jレ加入品シテ官話機

設置場所ガ他ノむ話官署ノ;加入直域内=花Jレモノュ針シ

テノ、前保ノ料金ノ外=年額左ノ特別ノ附加使加料ヲ課ス

ん紋局以上官話使用料ト同額ノ料金

{耳1絢加入 四十間
ゴし紋局以下 i

l共同刈l入 三十間

1台設機械ノ附期i使用料ノ、ー筒毎=年額左ノ如

t:t 投

間

悶

四

五

一一

第六十ニ*

iシ

七級局
以下
- f!il 
五十銭

六級局

間

二十間

十仰!

ニ由!

加i

fLiI 

間三間四

世話架設料

電話使用料

間五...... 
f、

..，..・

一

電話機 十二回

ニ受話器 間間

三宮鈴 四悶

同一ノ;加入間線=接続スノレ甲種帯設営話機ガ同一人ノ;車

川=応セザノレトキノ、前現ノ料金ノ外晶靖設電話機金部品

謝ジー筒毎=問問ヲ加算ス

乙種J{1設沼話機ユシテニ筒ノ;加入同線=共遁=接続スル

モノ=劉・シテノ、第一頃ノ料金ノ;タト=官話機一筒毎=六闘

ア加算九

甲経帯設~g話機ノ附随交換機=鈎スノレ附加使用料ノ、所轄

混信局長=於テ巾諦許可ノ都民別品之ア定ム

第六十三保 接続電話機、卓上電話機及特別市外遜話装置

ノ附加i使用料・ノ、ー筒毎=年額左ノ ;如シ

接続也話機 八回

卓上官 話機 十回

特別市外通話装置 七回

$pft款電話線設備料

第六十四僚普活力H入函域外加入ノ申込ヲ受理セラレタル

者又ノ、設該世話官署ノ:普遁加入直域外=於テ電話線路ノ

後更ア要スル世話機ノ j接持若....':JJn入種類ノ艶更其ノ他ノ

請求ヲ銭ス加入者ノ、左ノ電話線設備料ヲ納ムペシ但シ車

二電話線路ヲ短縮スノレ場合ノ、此ノ{浪:.;{Eラズ

一一
一一一
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~~三J珂 -1-)J-fJョ P十二)j三十一日迄 l 前項ノ規定ノ、加入者ノ請求ェ依リ附力IIwUH料ガ;増加シ又・一

第四~YJ 一月一日ヨ P三月三十一日迄 i .;、普遁加入直域外加入=劉・スノレ附加使用料ガ減少若J、消 i塁
第七十一保 官話ノ開遁ガ前保各羽ノ中途ナJレ場合ノ、其ノ! 滅スペキ場合及第四十一保ノ規定=依 P附加使JH料ガ減 I:::.~ 

初期ノ世話使用料及附加使用料ハ開蓮ノ日ヨ P起算シ十! 少又ノ、消滅スペキ場合=之ヲ遡川ス l関
五日以内品常該官話協=之ア納ムペシ |第入十保温話停止又ノ、一時撤去ノ J罰問=係ル電話使用料 I~
前頭ノ料金ノ、開運ノ日ヨ P起算ジ其ノ期ノ末日ェ至ル迄! 又ノ、附加使川料ノ、之ヲ兎除セズ 1:怠
ノ日数=熔ジ年額料金ノ日制ヲ以テi:i.定ス i第八十一保 左ノ各鋭ノ料金ノ、之ヲ克除ス但シ其ノ料金既!考

古，ij二項ノ規定ノ、開認後$(.::.附加使用料ア納ムペキ場合.::.1 納=係ルトキノ、諒j求=依リ之ヲ迩イナス I ~空
之ヲ適用ス | ー 電話線設備料ヲ納ムペキ事J1til共ノ工事若手前=消|編

第七十二保 第七十保各期ノ中途=於テ加入ノ llil消又ノ、除i 滅ジダノレトキノ電話糠設備料

名ア 9タル場合J、其ノ期分ノ料金ノ金額ア諜ス i ニ加入者ノ阪府又ノ、入夫婦姻等死亡以外ノ事由=悶 9

第七十保各期ノ IIJ 盆=於テ官諮問題シ其ノ ~VJ ノ末日迄=. I 該加入ヲ其ノ家管制縦人=認;渡セントスルトキノ名

如l入ノ取消又ノ、除名ア Pタル場合J、前保ノ土l!i芯ニ拘ラズ| 義縫吏料但シ隠居χノ、入夫婚郎1等ノ日ヨ Yj也算シ三

一期分ノ料金ア課ス i 月以内=第七保ノ規定エイルレ諦求書・ア差出シタルト

前二項ノ;場合ニ於テ未納額アルトキノ、常該電話官署ノ指

定シダノレ期日迄=之ア納ムペシ

官liJ各項ノ規定ノ、加入者ノ請求=依 P弛:遁加入区域外力11入

'::'1，;jスノレ附加使用料以外ノ附加使用料ガ減少又ノ、消滅ス

ベキ;協合=之ヲ適用ス

第七十三保 屯話番就縛掲載料ノ、ー脅計年広毎:ユ之ヲ課ス

令計年!定ノ rt逸品於テ掲載ヲ鵠シ又ノ、掲載ヲ取消シタノレ

揚合ト雄モ年額料金ヲ課ス

キ .::.11良ル

=. ~H二十木保ノ規定=依Jレ請求ヲ其ノ掲載手続著手首j

.::.J反i宵シタノレトキノ電話番鋭簿掲載料

PLI 官f能力iI入ノ電話=針スル官話番披簿掲載料

U~入十二保左ノ各披ノ料金ノ、請求=依 P 之ア泣付ス

第三十二保ノ規定ュ依Jレ請求ヲ工部若手前=取消シ

ダノレトキ又内定詰官署=於テ共ノ請求.::.ll接ゼザノレト

キノ機械移:樽料

掲載後脅計年度ノ tlJ注ニ於テ料合=呉動ア生ジタルトキ iニ 第七保ノ規定=依ル請求ア承認セザノレトキノ名義費

ノ、其ノ令計年度ノ料金ノ、持動前ノ額=依ノレ i 更料

第七十l羽保 官話番鋭?初日i民料ノ、毎合計年院ノ初月末日迄it声入十三保 1i.ノ各就ノ場合=於ケノレ臨時世話=閥スル料

ニ官i該屯話官署ユ之ヲ納ムペシ但シ弥~ll&1;TJ 'F皮ノ料金J、l金 J、之ヲ免除ス但シ其ノ料金既納=係ルトキハ前求=依

筒抜ftip話官揖ノ指応スルWJ日迄=之ア納ムペシ

第七十五傑 官話ュ闘スノレ料金J、通貨ア以テ納ムペシ但シ

名義鎚克料2え機械移聯料ノ、郵便切手ヲ以テ納ムペシ

第四節 料金免除及泣付

第七十六僚官話行諸ノ過失ニ!品 P叡牧シタノレ過納又ノ、親

納ノ料金又ノ、設備費ノ、前求=依 P之ヲ泣付ス

t.í~七十七保 左ノ各披ノ;場合=於ケノレ期l入料及段階1'i，./、之

ア克l徐ス但シ既納=係ノレトキ J、部j求=依り之ヲ;墨付ス

ー が十七僚又ノ、第九十僚ノ規定ユ依 M加入月14dノ受理

ア1民消シダノレトキ 刊

ニ 訓i入申込者=於テ該加入申込ア取消シ又J、第十八，僚

ノ:規定=依 P加入月i込ノ受理ヲ取消シダノレトキ但シ所轄

誕信局長=於テ特ニ巴ムア得ザノレ事由アリト認メタノレモ

ノェ限ル

~l 七十人保 左ノ各都ノ;場合=於ケノレ恒話使用料及附加使

m料ノ、年額料金ノ日割ヲ以テ之ア免除ス位シ其ノ料金既

P之ヲ遼fJス

工事評手前=加入申込ア取消シタノレトキノ電話架設

料、 T12話使用料2え附力11使m料

ニ 工事若手後ナノレモ問題前二加入『ド込ア取消シタノレト

キノ立話使用料及附加使用料

ー 加入者ノ:責=蹄スベカラザノレ出rlt.=・図 P電話不遜ト

ナPタノレトキノ不遇期間二係ルtG話使用料

前芸託銀三鋭ノ不遇期間ノ、官談世話'J'1'器ノ;算定ス JレJjJj'，::，依

ノレ

第入十間保料金還付ノ請求J、左ノ各鋭ノ期間内=之ヲ釘

スベシ

第七十六保、第七十八時及第七十九保ノ規定=依Jレ

トキノ、料金納付ノ日ヨ P起咋シ五月fHj

ニ第七十七保ノ規定ニ依ルトキノ、加入申込又J、其ノ交

理ノ取消ノ日ヨ P起算シニ月間

一 節入十一保乃至第八十三保ノ規定=依Jレトキノ、料金

約二係ルトキノ、請求=依 P之ヲ還付ス i 納付ノ日ヨ P起算シ二月間

第九十僚ノ:規定=依!)1m入ヲ取消シタノレトキ其ノ;加 i第八十五僚 料金ノ~付ノ、主ljj~ ア以テス

入取消ノ翌日以後=係ノレモノ i 第八章謹話停止及加入除名

ニ 第九十一保ノ規定二依 P 共同加入ノ蓮話ヲ休止シタ I~八十六保 加入者電話ュ闘スノレ料金ア規定ノ j切n迄ユ納

Jレトキ共ノ休止ノ翌日以後二係ノレモノ I Hセザノレトキ又ノ、第三十}保ノ規定ニ依Jレ補修費ア排償

ー 加入者ノ責=蹄スペカラザJレ~~向=凶 P 世話不運三 l セザJレトキノ、共ノ滞納ノ期間道話ア停止ス別=定ムル遁

日以上=豆 Pタノレトキ其ノ不運期1I司ユ係ルモノ l 話=閥スノレ料金ア納付セザルトキ亦問ジ

前項第三鋭不通ノ日数ノ、首該電話官接=於テ其ノ事故ア i第入十七保 前傑ノ規定=依Jレ遁話停止ノ期間三十日以上

認メタノレ日ヨヨ之ア 起算ス I =-及ピダノレトキ又J、其ノ停止度数一年三岡以上ユ及ビダ 6

tお七十九保 第七十保各期ノ ti'注=於テ位話使用料又ノ・、附! ノレトキ J、加入ヨ P除名スノレコトア 乍ペシ

加悦JI:!料ユ災動ア J主ジタ Jレトキノ、共ノ ~~J分ノ過不足額J、 i 第入十入僚 加入者左ノ各披ノーニ該常スノレトキノ、六月以

主主動ノ日ヨ P起誌シ年額料金ノ差額ヲ基トシ日制ア以テ

算出シ私過額ノ、請求=依 P之ヲ還付シ不足額ノ、之ヲ徴牧

ス

内誕話ア停止シ加入ア取消シ又ノ、加入ヨ P除名 A)レコト

アJレベシ

一本令ノ規定ニ蹴シ又ノ、本令ノ規定ニ基ク a屯話協j
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i ノ指示=従ノ、ザノレトキ

~， ニ 電話交換設.務ヲ妨害シタノレトキ

~， 三 第七保及第三十二保ノ規定=依リ世話官署=提出ス

閥i ル:~!!:~混=不1~ ノ記載アナシタノレトキ
三i四 許可ナクシテ自己ノ居所、住所又ノ、業務=使用スh場

参i、 所=非ラザノレ場所・ア電話機設置場所ト鼠シタノレトキ

考i第八十九保加入ヨ D除名セラレタル者ノ、除名ノ日ヨ })j包

22i 31シ一年間加入者タノレコトア得ズ

類。 加入後前項ノ規定=該常スノレ者ナルコト列明ジタルトキ

ノ、該加入ノ、之ア取消ス

~~九輩雑 則

第九十絡 カ11入直域ノ設定又ノ、控更 =-1~1 !)電話機設置場所

他ノ;納入区域内トナ Pタノレトキノ、所属ヲ襲更シ又加入区

域外トナリタルトキノ、其ノ;加入又ノ、加入巾.込ノ受理ノ、之

ヲ取消ス但シ該加入者ガ第四保第二項ノ規定=依 P加入

ヲ織絞セントスノレトキ又ノ、該カ11入申込者支f問項ノ規定=

依リ加入セントスルトキノ、比ノ限=寂ラズ

第九十一院 許同加入ノ、其ル相手方利目入種類ノ務夏者ノ、

加入ノ:取消ア銭ジ、加入ヨ P除名セラレ又ノ、第二僚ノ規

定=該?吉セザル場所=移特シタノレ場合=於テ第三保ノ規

定=依ル請求ヲ筑サザノレトキノ、新=相手方ア得ノレ主主其ノ

題詩ア休止ス

前項ノ遜話休止一年アi包ユル=至 Pタノレトキ J、該加入ノ、

之ヲ取消スコトアルペシ

~~九十ニ保カ11入申込又ノ、加入ヲ京櫨シタル者第九保ノ矧

間内=届出ア鴛サザノレトキノ、該加入申込又ハ加入ノ、之ヲ

取消スコトアノレペシ

第九十三保加入者ハ報酬ア受ケ其ノ使用=供スルむ話機

ア他人ノ用=供シ又ノ、報酬ア受クノレ者=之ア貸奥スベカ

ラズ

但シ肪・斡混信局長ー於テ事業上支障ナシト認、特=許可シ

タノレ場合ノ、此ノ限 9=アラズ

か)r..十四保 電話官署弓於テ栄務上必要ア Pト認ムルトキ

ノ、十分以上総額スノレ市内遁話ハ之ヲ切断スルコトアルペ

シ

附 則

第九十五候本令ノ、昭和十三年一月一日ヨ P之ア施行ス

第九十六保 左ノ各競ノ逓信省令ハ之ア皮止ス

一 明治三十九年五遜信省令第二十五難世話規則

一一一一一
凶

五

六

ーt

明治四十一咋遅信省令第四十三鋭特設電話規則

大正入年方選信省令第五十七鋭電話規則=依ル加入

申込制限ノ件

大正十二年方選信省令部五十鋭電話至念開通規則

大正十二時逓信省令第八十貌常分ノ内震災地=於

クノレ電話加入名義及氾話機設置場所・箆更=蹴スノレ件

大正十四銭逓信省令銘二十九銃電話特別開遁規則

昭和七年五逓信省令第二十一蹴昭和七年度以降辛地

以上=於テ ~g遁シダノ'1.?tL話=闘スル件

入昭和十一年方選信省令部十六銃臨時加入電話規則

第九十土俵 従前ノ:規定=依 P問題シタノレ活話J、本令=依

9開誕シタノレ毛ノト看i故ス

本令抱行ノi隷従前ノ規定=依 3電話官署=於テ鴛シタル

受盟、許可、承認.&;fJfI入巾込者又ノ、加入者=於テ儀シタ

ノレ r;J訪消求、共ノ他ノ手紙二シテ本令*該詰・ノ規定アル

モノノ、本令ニ依 P之ヲ j元シタル毛ノト若倣ス

本令=依日新=期間ア定メダノレ手旗=シテ本令施行ノ際

伐スペキモノニ付テノ、其ノj削除、本令泊行ノ日ョ-!)之ヲ

起訴ス

第九十八保本令施行ノi療現=連接加入ダノレモノ J、加入者・

ノ請求ア侠タズ之ア共同加入=鑓吏ス但シ該加入者=於

テ第三保第二項ノ規定=依ノレ設備投ヲ納ムノレトキノ、車初

加入=鑓更ス

前芸員ノ漣接加入=関ジテノ、共同加入又ノ、車濁加入ユ艶吏

スル迄ノ、仰従前ノ例=依Jレ

第九十九保 明治三十九年万遮信省令第二十五説電話規則

=依り受理セノレ加入巾込及共ノ関電=開シテノ、仰向令ノ

規定=依ノレ但シ謹接:lm入ノ 1ft込ノ、之ヲ共同加入ノ巾込ト

看倣ス

前項ノ;加入申込者該加入申込=針シ本令ノ規定=依リ受

玉虫ア希望スノレトキノ、該加入rli込=関シテノ、第十五傑ノ規

定主依ラザノレコトアノレペシ

前現=依ノレ加入申込ノ受理セラレタノレトキノ、加入料ノ、之

ア諜セズ

第百保 共同カn入ユシテ本令焔行前車絢加入タ Pシコトア

ルモノ=付テノ、本令施行後五年以内=限 P節三作第二f!1

ノ規定ヲ適用セズ第九十八.~袋筑ーさ貢ノ規定=依リ謹接加

入ヲ共同加入=艶更スノレ鈴本加入ヲ共同加入=袋更シタ

ルモノ=付亦同ジ

K~苛一保 本令施行ノi探従前ノ規定=依 P現=附加使刀l料

減免中ノ;加入ユ闘シテノ、本令施行後五年llij1J~従前ノ例=

依ル

第百二僚 本令施行ノ際従前ノ規定=依 P現=三力II入以上

共同ジテ一同線ヲ有スル加入=付テノ、共同力IIA=-閥スル

規定ヲ準用ス

前項ノ;加入者ノ、:tm入ノ譲渡又ノ、電話機ノ接持ノ請求ア 1:t
A :lIトア得ズ

口、電話題話規則

以下車ニ遁ー
第一保世話ノ遁話話ト税ス ー閥シテハ別段ノ規定アル

場合ノ外凡テ本令ノ定ムノレ所=依ル包シ加入者:tu1i.IBJノ

謹話=閥シテノ、比ノ限=在ラス

第二僚 遁話ア分テテ左ノ五種トス

一普 遮蓮 話

ニ謹念蓮話{す蓮遁話=先タチテ取扱フ謹話ヲ初

四

五

i普遁遜話料・三十銭以上ノ通話区域=
夜間普遁遁話{於テ午後八時ヨ_!)~~日午前七H:t-迄 ノ

¥ r司=取扱ヲ闘精スル遜話ア罰17

{普運蓮話料三寸・銭以上ノ遁話区域=

夜間歪念蓮話 j於テ午後八時ヨ P翌日午前-l:fI手迄ノ
l間二夜間帯遁謹話=先タテテ3民放ア
l開始スノレ遁話ヲ訪フ

i特定ノ遁話区域(関係官話i"'rl・磐ユ之
J ;7拐示ス)ニ於テ請求者ノ指定シタ

定時遇話イ1 )レ i与刻=取扱ア開始スノレ加入者~;Il互
l問ノ遁話アm，7 

第三保 温話ノ、特-三分時ヲ以テ一泡話l時トス但シ三分時品

i泊タサルモノト雌之ア一泡話11与ト罰倣ス

迩話時J、関係泣諮問線ノ接続タ~;シ遁話ヲ~シ符ノレy状態

ニ澄キタ)1-時刻ヨ P之ヲj足算ス

第四保 温話ノ、三蓮話i時迄縫績スノレコトア符但シTi主話;(J~磐

J、強約新関連話強約取引所遁話又ノ、定時運話ノ取扱上必

要アノレ揚合=於テノ、ニ誕話時以下二止メシメ又迩話ノ i以

h 
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他=前求者ナキ場合=於テノ、問主E話時以上総統セシムルI ァ取扱フコトアルヘシ

コIアルヘシ i第十二僚漁約新聞遁話強約取引所制活ノ、定時遮話ノ取!霊
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第二保外地蓮話ノ、左ノ問題トス

普 遍遇話

至 念遁話
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猿約新聞遁話
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一一一一一
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時-毎=

普遁蓮話料ノ三倍

普遁遁話料ノ四倍

一蓮詩:111:.:~'lfj:遇蓮話一謹話時遜話料
難約新潤遜話料時毎ーノ五分ノ阻ノ三百六十倍

年額

至念蓮話料

定時遁話料

通話;原泊料

四

五
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i 附則

Ei本令ノ、昭和九年入ド日ヨり之ヲ施行ス

閥
ス
Jレ

参
考
規
定
類

ホ、

一一
一一一

四

i 前項ノ規定ノ電話官署ノ設置シア叩=在引互間

ノ船舶低話=之ヲ準用ス

第九僚遁話請求者ノ、第十九保=定ムル遠洋船舶遁話及蛤

強内電話官果=著ス Jレ遁話ノ請求=際ジ左記事項ノ指定

ヲttスコトヲ符但シ第二競=定ム JL.事項ノ、蓮話取故上ノ

都合=依り之=膝セサルコトアルへシ

指名其ノ他ノ方法
特定針話者=依Jレ希望封話者

二 遁 話 開 始 時 刻 ， 

第十僚遁話諦求者ノ、遁話ノ i請求ヲ受付タル電話官署カ閥

係無線電話官署=針シ遁話取扱遁知前ナル場合=限リ其

ノ蓮話=閥スル事項ノ饗ア請求スルコトヲ得但シ:普遁遁

話ヲ至念遁話=艶更セントスル場合ノ、遁話取扱遁知後ト

雄之カ請求ヲ妨ケス

第十一l慌遁話請求者ノ、遁話取扱開始ノ蓮告ヲ受クル迄ノ、

遁話ノ請求ヲ銭ジタル官話官署=針シ遁話訴求方ュ準シ

蓮話ノ~消ヲ請求スルコトヲ得包ジ第二十一保第一項各

披ノ場合=ノ、首該諦求ノ、車=電話叉ノ、口頭ヲ以テ之ヲ錫

スコトヲ得

前項ノ;場合=於、テ閥係遁話券又J、前納蓮話券アルトキ J、

直=之ア逗付;;r.

第十二保電話官署ノ設置アル船舶内=在ル者船舶謹話ノ

取扱ヲ儒ス陸上電話官署ノ呼出区域内=在ル者ヲ営該電

話官霧=呼出シ遁話ヲ震サントスノレトキノ、呼出シノ請求

ヲ岱スヘシ前項呼出シノ請求ノ、左ノ;事項ヲ呼出券=記入

シ之ア電話官署;..=.差出スベシ

四

哲・蓮遁話ナルト
遁話種別

J、之ヲ要セズ

ー三分時ナルトキ
遁話時あ ハ之ヲ要セス

針話地名名及被呼者居所氏名

請求者氏名請求者朗容ナ Fレトキノ、其ノ客室ノ等級及
番競釆組員ナルトキノ、其ノ職名ヲ附加ス

シ

第十三保 呼出シ請求者ハ呼出シノ請求ヲ銭ジタル官話官

果=針シ呼出請求方=準シ呼出シノ取消ア請求スルコト

ヲ得但シ閥係電話官署=封スル呼出シ遁知前ナノレトキノ、

首該詩求ハ車=電話叉ノ、口頭ヲ以テ之ア震スコトヲ綜

前項但番ノ場合=於テ関係呼出シ券アルトキ J、直=之ア

逗付ス

第十四僚蓮話接続前又J、闘係陸上無線電話宮署=封スル

呼出シ遁知前=於テ笛;該般舶入港シ岸壁=繋留セラレタ

Jレトキ又J、蹄係無線電話官署ノ遜信閤ヲ去りタノレトキノ、

首該遜話又，、呼出シノ請求J、消誠ス此場合=於テノ、請求

者=其ノ旨遁知ス

第十五僚遁話官署船舶遁話取扱上必要ア Pト認ムルトキ

ノ、加入者相互間ノ市内通話ア中断スルコトアノレへシ

第十六僚船舶遜話ノ接続及呼出シノ遁知ノ、官該遁話ヲ取

扱フ無線電話官署jJ相互=確賞品遁信ヲ銘ス朕態=在ル

トキ之ヲ銘ス

第十七僚船舶遁話ハ九分時迄繕績スルコトア得但シ有線

電話上=於ケル猿約新聞遜話、糠約取引所蓮話若J、定時

遁話ノ取扱上又ノ、無線電話連絡上必要アル場合ニ於テノ、

遁話時間ヲ制限シ又遁話取扱上支障ナキ揚合=於テハ九

分時ヲ起ェ遁話ヲ繕績セジムノレコトア Jレへシ

第十八僚船舶蓮話ノ諜金遁話時間，、左ノ時刻ヨ 9起算シ

世話官屠之ヲ決定ス

ー 船舶内電話官署=著スノレ遁話及特定封話者ヲ指定ν

タル遁話ノ、首該謝話者ト通話請求者トヲ通話シ得ル

歌態=置キタル時刻

事三

... 
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(四〉呼出科 一同毎=十五銭

(五〉呼出取消料 一同毎= 十五銭 E 

近海ノ航行E域ヲ有スル船舶内=設| 求ヲ取消ジダルトキノ、呼出取消料ヲ諜セス

ニ近海船舶遁話置セラレタル電話官磐=シテ別=告!第二十二保左ノ各披ノー=該賞スゆ合=於テノ、遁話諦

示ス日ノ (以下近海船舶ト ! 求ノアリタルモノト看倣シ蓮話取消料ヲ課ス但ジ第二続
格ス)=-後著スル蓮話ヲ言I~ 7 I 

〈ー〉普遁遁話料 最初ノ三 三分時ア超ユノレ時iノ;場合=於テ関係同線ノ故障=因ルモノナルトキノ、遁話

分時迄 ノ、一分時迄毎=- I 取消料ア課セズ

一関去十銭五十銭 I -遜話取扱開始ノ遁告=針シ関係遁話者カ遁話ヲ銘サ
(二1 至念遁話料 普詩謹話料ノ二倍

(三】遁話取消糾 一 同 毎 ユ 十 五 銭

〈四〉呼出料 一 同 毎 = 十 五 銭

(五〉呼出取消料 一 同 毎 = 十 五 銭
f百各務以外ノ;船舶内電話官署=シテ・ 一

沿岸船舶遁雫|
別=告示スルぞノ(以下沿岸船舶ト

純ス)=-護著ス
ノレ謹話ヲ謂フ

(ー) 普遁誕話料

前項以外ノ電話ノ、開係電話ヲ接続ν温話請求者ヲ謹

話シ符・ル扶態=置キタル時刻

電話官果=於テ同線ノ故障=凶 P蓮話=遁セズト認ムル

時分ノ、課金遁話時間=之ヲ算入セス

第十九僚 船舶蓮話=開スノレ料金左ノ如シ

甲 陸地船舶間遁話

苦手遠洋ノ航行直域ヲ有スル船舶内=
(ー〉 遠洋船舶週間設置セラレタル電話宮署ニシテ別

=告示スノレモノ(以下遠洋船舶
ト都ス) =-髭著スゾレ遁話ヲ謂フ

(ー〉 普通遁話料

船舶ノ位置=依ル区別

ヲ
時
時

時
ル
分
-
一

分
ュ
一
毎

三
超
ハ
迄

一一一ノ
迄

初
時

最
分
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(三)遁話取消料 一同毎= 三十 ー銭 i一
二近海舵舶相互間叉ノ、近海船舶ト遠洋船舶相互間足!塁

話 1.:::.
〈ー〉普遁遁話料 最初ノ三三分時ヲ超ユルト|関

宏子時迄 キノ、一分時毛毎=-1ス

一間五十銭五十銭 I ':-
〈二〉至念謹話料 普遁遁話料ノ二倍 I~ 

〈三〉遁話取消料 一向毎=十五銭 l規
三 沿岸船舶相互間又ノ、情岸船舶ト其ノ他/制自相互|定;

間遜話 彊小

〈ー〉普遁蓮話料 三分間毎= 五十銭

fニ〉 ・至念遁話料 普遁蓮i，'料ノ二倍

〈三J 遁話取消料 一同毎= 十 銭

陸地船舶間蓮話=ジテ左ノ各競ノー=該嘗スルモノ=針

ジテハ前項ノ規定=拘ラズ沿岸船舶遁話ノ料金ヲ適用

ス

一紳戸叉ハ大阪港碇泊中許摂EZノ般舶トノ蓮話

但シ制I戸中央電話局内装置無線官話設備ノ;媒介=依

ルモノ=限ル

一 門司港碇泊中ノ:船舶トノ遁話但ν門司郵便局内装置

常該日中=接続ヲ錫ジ符サル z 歪 Pタルトキ

呼出請求者閥係電話官屠=謝スル呼出蓮知前=呼出ノ諦

サル旨申出テダルトキ

一 週話取扱開始ヲ遺骨セントスル品雷 P喚呼ア試ムル

モ関係者ノ一方ノ膿答ヲ得サルトキ

船舶内電話官署=著スル遁話及特定郵話者ヲ指定ジ

タル遁話=於テ閥係釘話者カ不在其ノ他ノ:事由=因

り遁話ヲsシ得サノレトキ

.第二十三保般舶内電話官暴=請求シタル船舶遁話品開ス
三分時迄毎=五十銭トシ市外I，，_'mtA ，，'・{
電話線ユ接続スル場合=於テ| ル持金J、品該民謡ノ指定=従ヒ之ヲ納付スへシ

ノ、首該I革問ノ有線暫:遁蓮話料!第二十四僚船舶内電話官場=納付シタル船舶蓮話=閥ス
ヲ附課ス但ジ近海船舶遁話ノ l
遁話料ヨリ高額トナル場合J、I1レ料金ノ還付請求ノ、最寄電話官署=針ジ之ア銭スコトア

近海般舶遁話ノ例=依ル i 待
普遁遁話料ノ二倍 |第二十五保電話遁話規則第四保第三項、第二十吟主義

一同毎=十 銭 lヲ除 指定事項=閲スー
一同毎ユ 十五銭 ・| タ 第二十一保ノレ事項ヲ除ク、第一十二僚、第二十三僚、

i 一 一 第二就但吐
一向毎= 十五銭 ! 第一十六保第一項、第一十八僚ァ除ク、同第二十九保及

第五時
第三十保ヲ除タノ規定ノ、船舶遁話=準ス

~ff 則

(ニ〉 至念遁話料

〈三〉 遁話取消料

〈四〉呼出料

〈五〉 呼出取消料

乙船舶~:j l互間遁話

一遠洋船舶相互間;遁話

(ー〉 普蓮謹話料 最初ノ三 三分時ヲ超ユルト.
分時迄 キノ、一分時迄毎:.1本令ハ昭和十三年八月一日ヨ P之ア施行ス

三 回 一 闘 i本令施行前二請求シタル船舶謹話及別=告示スル船舶遁話

(ニ〉至念蓮話料 普遁遁話料ノ二倍 ュ封シテノ、初前ノ例ニ依Jレ



求者j;~]l r活ノ取i宵ヲ市出テタ Jレトキ

第六保/規定=依ル遁話ヲ鶴シタ Jレトキ

遜話取扱開始ノ遁告ア鶴サント λ Fレユ方 P喚呼ア試

ムルモ訪求者電話ノ膝容ヲ得サルトキ但ジ関係電話

同線/故障=凶ル場合ノ、此ノ限=-;(Eラス

第九保 日 ~r蓮訴ノ課金時間ノ、呑披蓮話=在 P テノ、!調係官

話ヲ接続ジ蓮話シ得Jレ扶態二世キクル時刻.ヨ人指名運

話=在リテノ、臨1係遁話者ヲ遁話ジ q~1" レ歌態=置キタノレ時

刻ヨ P之ヲ起算ス

逝話予J器=於テ同線ノ故障ニ凶リ蓮話=遁セスト認ムノレ

時分ノ、課金時間二之ヲ算入セス

第十保 日華遁話ノ、課金時間九分時迄之ヲ総績ス Jレコトヲ

特但シ他ニ誕話ノ j請求ナキトキノ、九分i帰後ト践モ縫績シ

テ謹話セシムルコトア Jレヘシ

包話六果・ノ、日華混話轄鞍ノ;場合=於テ多数ノ迩話ア請求

スル者ニ封シ其ノi請求ノ数ア制限スルコトアルヘシ

第十一保 日華遁話ノ遁話料左ノ如シ

一暫:遁遁;話料

最初三分日S:迄 別=告示スル遁話料

三分l時ヲ t也ユん f 前務ノ謹話料ノ三分ノー
キノ、一分時主:母一

ニ至念遁話料' 普遁謹話ノ二倍

指名逝話=封ジテノ、前項=依ル遁話料ノ:外別=告示スル

指名料ヲ課ス

第十ニ保 日華謹話ヲ取扱フ官話官果、取扱時n司、針手地及

劉・手地=於ケル遁話取扱=翻スノレ制限ノ、別=之ア告示ス

~r;十三僚省略

附則

本令ハ昭和十三年十月二十日ヲり之ヲ施行ス

一
四
・

間際電話通話規則

総長.IJ

第一保 間際包括遁詩お思タトハ帝図ト外国間守護ヂト

ノ間ュ交換スル電話遁話ア謂フ

第二保 図録遁話J、園際電無遁イ言僚約二依ルノ外本令ノ定

ムノレ所=依 P之ヲ取扱フ

第三{権 問i濠遁話ア取扱フ電話官署、取扱時間、釣手地、

遁詩=闘スル料金及外園主管隠ノ定ムJレ蓮話取扱=閥ス

ノレ制限ノ、別=之ヲ告示ス

第二章遁話ノ順位

第四保 間際活話ノ順位ノ、其ノi請求JI国=依ル包シ請求ノ際

遁話開始ア希望スル日時ア申出タ Jレモノノ、遁話ノ順位ア

繰上クノレコトナキ限 P之ア参酌シ取扱フ

官用遁話及局用遁話ユジテ緊念ヲ張スノレモノノ、私用遁話

=劃γ 先順位ア以テ之ア取扱フコトアルへシ背用遁話及

間用遁話ノ取扱=蹄シテノ、図際電気蓮信俊約附属位話規

則第十四傑第一項、第二項及第十五保ノ規定=依ル

第五保 国際遁話ノ、圏内ノ至念逝話及夜間至念遁話=針ジ

先j順位ヲ有ス

第三章遁話ノ請求

第六保 闘際謹話J、左ノ三種トス

一世話番裁指定謹話電話番強ア指示ジテ請求スル蓮

i1~ー主主

E
F
 

第一保 日華電話遁話芸TAFトノ、帝罰ト中華民図トノ

間二変換スル電話遁詩ヲ謂ア

第二保 目撃遁話ノ積別左ノ如シ

取扱ノ順位=依ルモノ

一普 遜 蓮 話

ニ至念遁話普遮遁話=先チテ取扱フ遁話ヲ謂ア

訪求方法=依Jレモノ

一番披遁話電話番披ヲ指示シテ請求ス!ル遜話ヲ謂フ

ニ 指名蓮話 電話番披ヲ指示スルノタト通話者ヲ特定ジ

テ請求スノレ遁話ヲ謂フ

第三保 目撃蓮話ノ順位ノ、特=定ムル場合ア除クノ外左ノ

順序=依 P同一順序ノ遁話ノ l順位ノ、其ノ i請求j贋ュ依)1..但

シ第四保第一項第六披ノ:希望ア附シタノ』蓮話=付テハ其

ノ;希望ヲ参酌ス

第一室念蓮話

第二普遁蓮話

第四僚 加入者日華遇話ヲ請求セントスルトキハ左ノ事項

呑披遁話=付テノ、第ァ所腐電話官署ユ市出グペジ
五披及第六碗ア除ク

普蓮番銑遁話ナル
遁話種別 ノ、之ア婆セス

封話地名

針話者電話番披

請求者電話番競
人名、分課名、職名

針話者及請求者ヲ特定スル事項噌私設電話番披隼

一定時刻以後品於テ遁話
;直話開始=閥スル希望事項ヲ闘始スルコト又ノ、一定

時I!日中遁話ア開始セザルコ
トヲ希望スルモ/=-1混ル

前事ノ番j話者及請求ー拘話番跡、l司ー電話局所邸内エザ-

電話局ヲ有スノレ市町村=付テノ、同=於テ其ノ呼出順位ヲ
ー市町村内=衣ル官話局所邸内

定メニ筒迄之ヲ請求':A)レコトヲ得

指名遁誘ノ請求者ノ、謝話者X./、請求者ノ代人一名=限ル

ア指示シテ遁話ア請求スルコトア待

"i'd;話官磐=於テ日華遁話ヲ請求セントスル者ノ、前三項/

例ュ依 P必要ナノレ事項ヲ記入シタル遜話券ヲ差出スヘシ

第五保 目撃遁話ノ取扱上必要アルトキノ、電話官暴ノ、加入

者相互間ノ市内蓮話ヲ中断スルコトアルへシ

第六保指名遁話ノ;場合=於テ電話官袈トノ、謝手局ヨ P劉話

者カ遁話ヲ慾セス又ノ、不在其ノ他ノ事由=依 9遁話ヲ矯

シ得サル旨ノ遜報ア受ケタノレトキノ、其ノ旨ヲ請求者電話

=遜知ス

第七保 日華遁話ノ箭求=脇 λ ル事項ノ、諦求後之ヲ鑓吏ス

ルコトヲ得ス但シ遁話取扱開始ノ3m告前普遁遁話ヲ至念

遁話=番披遁話ア指名遁話 =鐙更スル場合ノ、此ノ限1I=-

京ラス

第八保左ノ各競ノー=該首スル場合=於テハ請求者=封

シ別=告示スル遁話取消料ア課ス但シ遁話請求後普遁遁

話=在 Pテノ、、一時間歪念蓮話=在リテノ、三十分ヲ経過

シタルトキノ、i出ノ限=在ラス

番披遁話=在 pテノρ、遁話取扱関始ノ蓮告=劃.シ闘係i 者やトyん一方カ遁蹄話ノ要ナキ旨一棋砂ノ他ノ拍

依 p遁話ヲf銭主ササル旨ヲ申H出;テタルトキ

にささ温ーベ 話 叫 んJ"ll報…後請

日華電話通話規則，、、

二

三

四

五

-<-/、



話

一遁話者指定遁話官話番競ア指示スルノ!外指名其

ノ他ノ方法=依り遁話者ア特定.

附レプ 録 」・ 3δ

P左ノm衷ノ遁報ア受ケ之ヲ請求者電話=蓮知ス r・

i骨
一針話者カ遁話ヲ矯λ コト i現
一 呼出主主知附通話=1{テノ、着信官話官署=於テ呼出ノ

シテ請求スノレ遁話 | 手続ヲ鵠シタルコ': I守
三呼出遁知 附蓮話電話ア有セサル詩話者=針シ請| 三針話者カ遁話ヲ欲セス又ノ、不在其ノ他ノ:rs.由=凶 YI )レ

I .. ~.::r; = ~ '" 1 ，s[J -.u.... _ L I ;会
求ス Jレ遁話 i 蓮話ヲ銭シ得サルコト i柔

第七保 f電E話削力加日入者泣誌呑.競挨制4指首定蓮話ヲ諦求セントスルト l第十五依 苛信H呼予t出品遁知附痘話ユ付テノρ、培話官磐ヨ p被呼!安魂思
キノρ、其ノ旨ヲ柑肪所.毘肌包位位.ドt.言約;

左ノ:事項ヲ迩告スヘシ

著信地名

一 謝話者電話番続安宅章受童書32E22
一 読ー求者電話番銃

四 遁話開始其ノ他=閥スル希望事項

著シタ因難ト認ムノルレトキ又ノ、蓮知ヲ震億Eスモ遁話ノ目的ヲ.，… v一. 

建セシムルコトア得スト器、ムルトキノ、此ノ限=在ラス

第十六保 図際遁話ノ取扱上必長アルトキハ電話宮崇ーノ、電

話加入者相互間ノ市内題言語ア中断スルコトアノレへシ

第十七保 関係電話同線ノ故障其ノ他ノ:事由アルトキハ電

電話官揺=於テ電話番強指定趨話ヲ請求セントスノレ者ノ、! 話官署ハ他ノ電話=依 P遁話ヲ鋳サシムルコトアJレヘシ

前項ノ例ニ依 P必要ナル事項ヲ抱入シタノレ遁諾券ヲ差出 j第ー1-八僚 間際遁話 ノ請求者ノ、遺話鈎靖ユ杢Jレ迄ノ、蓮話ノ

;;l.ヘシ ! 請求ア1反消スコトヲ柑=

第八保 電話加入者蓮話者指定遁話ア諦求セントスルトキ j 国際遁話ノ請求者電話官署ヨP第十回線ノ遁知ヲ受ケタ

J、其ノ旨ヲ所属電話宮署=申出テ該宮揺ノ指示=従ヒ左 I)レ後ユ於テ謹話ノ請求ヲ取消シタルトキノ、遺言古車i宵叫ヲ

ノ事項ヲ癌告スへシ

着信地名

一謝話者常話番続安腎想諜鵠22
ー請求者電話番都

四 遁話者ヲ特定スJレ事項〈人名、分課名、職名、封話

者ノ使用言語又ノ、靖私設電話番競等=依り遁話者ア

特定スル事項〉

五 蓮話開始其ノ他=開スル希望者基調

六官m逗i訴ナJレトキノ、其ノ旨及謹話者ノ資格

遁話者指定蓮話ノ請求者ノ、強メ請求者若J、書昔話者ニ~;jシ

ニ個以上ノ電話番強ア指示シ又ノ、請求者若ノ、劃話者ノ代

課 λ

第十九僚 左ノ各銃ノーユ該営スル場合警告主主労長伊=於

テJ、遁話ノ請求ノ、之ヲ取i宵シタノレモノト看{故シ通話取i宵

料ヲ課ス

遁話取扱開始ノ mi告・又ノ、第十四保ノ遜知ヲ~サント

;;l.)レニカ「リ諦求者電話ノ鉱~t空答其ノイ也ノ;事由=図リ

謹話ヲ取扱フコトヲ綜サノレトキ

一 第十四保第三貌ノ遁知ヲ銘シタノレ場合=於テ謹話ユ

閥スノレ事項ノ!盛夏ア請求セサルトキ

ー遁話取扱開始ノ遜告ア1tシタル場合=於テ謹話ヲ取

扱フコトヲ得サ Jレトキ

人ア指示シテ謹話ヲ罰lj求スノレコトヲ得此ノ;混合=於テノ、 t第二十僚 凶際謹話ノ請求者完ノ各競ノーユ該蛍スル場合

其ノ j順位ヲ附スヘシ

官話官署=於テ遁話者指定遜話ア諦求セントスノレ者J、前

ニ現ノ例=依 P必要ナノレ事項ア詑入シタノレ蓮話歩ア差出

スへシ

第ブL保 呼出遁知附遁話ノ請求=付テハ遁話者指定遁話=

開スル規定ヲ準用ス

第十保 凶際謹話ノ詩ー求ア 9タノレトキノ、電話官署ノ、請求者

ユ劃・シ針話者トノ連絡設定ノ概定時刻ア蓮知ス概定時刻

ヨP著シキ遅延ノ猿想セラノレノレ場合ニ於テノ、更ニ其ノ旨

ア請求者電話=遁知ス

第十一保 図際蓮話ノ請求者ノ、強メ蓮話中ノ経過シタル時

分=!踊シ注意ヲ受ケタキ旨ア申出ツノレコトア符-

務十二僚 間際謹話ノ請求者ノ、電話官署ヨ P遁話取扱開始

ノiii告ヲ受クノレ迄ノ、共ノ請求シタノレ蓮話=閥スノレ事項ノ

望号更ヲ請求スノレコトヲ得

第十三保 図際遜話報綾ノ:場合=於テノ、電話宮署ノ、多数ノ

蓮話ヲ請求スル者二封シ其ノ請求ノ;数ヲ制限スノレコトア

ノレ戸、乙〆

第四章遁話ノ準備及請求ノ;取消

第十四僚 幽際遁話ノ諦求=到・シテ J、電話官揺ノ、劃手間ヨ

=於テ遁話ノ 話ー求ヲ3反消シタ Jレトキノ、遁話取i宵料ヲ謀セ

ス

第四保第一環但啓ノ場合ヲ除クノ!外蓮話ノ:請求又ノ、

共ノ盛夏ノ;請求ノ時ヨ P二時間ヲ経過シタノレ後第十

四僚ノ蓮知ア鴛シタノレトキ位シ諾求者電話ノ膝答近

延空白箆移設鰐=因 P生スノレ近延ヲ除ク

一 請求者及謝話者何時ユテモ遁話シf早急Jレ旨市出ア Dタ

Jレ時ヨヲ一時間ヲ経過スルモ蓮話開始=至ラサルト

キ

ー 第四僚第一項但書ノ;場合=於テ市出ノ時刻ヨヲ一時

問ア経過スルモ蓮話開始=至ラサルトキ

設慌上ノ:都合=依 P遁信ア休止スル場合=於テ其ノ休止

中ノ時間ノ、前項各翫ノ経過時間ニノ、之ヲ算入セス

第五章課金運話時間及料金

第二十一保 園際遁話ノ課金謹話時間ノ、電話若干税指定蓮話

=ギtyテノ、関係電話ア接績シ蓮話シ得ノレ扶態=置キタノレ

時刻ヨム蓮話者指定遁話及呼出遁知附謹話ュ在 Pテノ、

闘係蓮tff者ヲ遁話シ得ノレ獄態=置キタル時刻ヨ P之ヲ起

卦;ス

む話官・場ュ於テ同線ノ故障=1&1y遁話=遮セスト:;;忍ムノレ



::.54 

1変:i;時分ノ、課金遁話時間=之ヲ算入セス

訴F'，~ i二十二僚 間際遁話ハ課金遁話時間十二分時迄之ア鱗讃

J'i コ ヲ得但ジ他=蓮話ノ;請求ナキトキノ、十二分時後腕;
t‘ ト雄総績シテ遁話セシムノレコトアルへシ

"_ I 国際通話頼藤ノ;場合ユ於テハ電話官署J、前項ノ課金蓮話

時間ヲ制限スルコトアノレへシ

第二十三保 国際遁話=謝シテノ、其ノ;課金蓮話時間=依 9

左ノ遁話料ヲ課ス

最初ノ三分時迄別=告示スル遁話料 I ス

ニミ受写書記長2前説ノ遁話料ノ三分ノー l第三僚 民告ρ 電話番強簿ノ表紙、普遁頁ノ儀白及庚告頁

前項ノ課金遁話時間ノ、電話宮署之ヲ決定ス I :.之ヲ掲載ス

第二十四僚蓮話取消料ノ、別=告示スルモノヲ除クノ外最 l第四僚 贋告ノ配置及種裁ハ特=指定ナキ限 P電話官署=

初ノ三分時=針スノレ遁話料ノ十分ノートス 1 於テ之ヲ定ム

第二十五僚 圏際蓮話ニ閥スル料金=一銭未満ノ端設ア生 l商標、意匠、園案等特別ノ版型ヲ要スル庚告=付テ J、其

スルトキノ、之ア切拾ッ l ノ阪型ノ提供ヲ求ムノレコトアノレへジ

第二十六保 電話官署=於テ同線ノ故障=凶 P遁話ア中止l第五僚 炭告申込ノ受付局、受付期間、民告料其ノ他必要

セシメタノレ場合=於テ課金遁話時間カ三分時品建セサル 1 ナノレ事項ノ、関係電話官署=之ヲ掲示ス

トキノ、該遁話ニ謝ジ課金セス i第六僚 蹟告ノ申込ヲ鴛サントスル者ノ、左ノ ;事項ヲ言日載シ

第二十七僚 国際遁話=閥スル料金ノ i納付方ノ、左ノm:別:.1 タル申込書=庚告ノ原稿(欄外掲載ノ分ア除クノ外庚告

依Jレ l ノ面積ア明ユスルコト〉ア添付シ聞係電話官署=之ア差

電話加入者ハ毎月分ア電話宮署ノ認知スノレ所=依 91 出スヘシ

翌月二十日迄=蓮貨ア以テ納付スへシ i ー 申込者ノ住所・氏名

電話加入者ニJドサル者ノ、請求ノ[家遁話見込時分ノ遁! ニ 掲載セントスル電話番披簿及掲載筒所

話料ニ相首スル金額ア遁貨ヲ以テ強納シ置キ遁話終!第七僚 lbl告司1込数、掲載箇所其ノ他ノ!翻係=依 P瞭告市

了後一、二等郵便局電信局又J、軍話局ュ在 Pテノ、遁l込ノ:全部ヲ承諾スノレコト能ノ、サノレ場合ユ在 Pテノ、常話官

貨ヲ以テ其ノ他ノ周二在 Pテノ、郵便切手ア以テ精算! 磐ノ、民告面積ノ大小及陵告内容ノ掲載筒所=針スJレ適否

納付スへシ i 等ア考慮ノ上承諾スヘキモノヲ定ム但シ之カ選定困難ナ

第ニ十八僚 前イ権第二続=依 P料金ヲ納付ジタル者J、ー遁I)レ場合J、関係申込者ヨ P見積書ヲ徴シ共ノ見積額(所定

毎=三銭ア納付シ其ノ受取謹ア請求スルコトア得 l 蹟告料額以上タルコトヲ要ス〉ノ高キモノヨ P順次ニ其

第二十九僚 電話遁話規則第三十銭第一環望通事長ヂ及第二! ノ金額ヲ以テ承諾スへキモノヲ定ムルコトアルへシ

さ頁イ規定ノ、国際遁話=之ア準用ス |第八保 治話官署=於テ臆告ノ申込ヲ承諾シ又 J、承諾セサ

附 則 | ノレトキノ、蹄告申込者ユ其ノ旨ヲ蓮如ス

本令ノ、昭和九年九月二十七日ョ p之ヲ施行ス !第九保 氏告申込者承諾ノ遁知ヲ受ケタルトキノ、電話官署

ノ指示スル腕=従ヒ庚告料ノ前排ヲ銘スヘシ

第十僚 前僚ノ規定=依 P庚告料ヲ排込マサルトキ其ノイ也

電話官署ュ於テ必要ア Pト認ムノレトキノ、庚告申込ノ;承諾

ノ、之ヲ取消ス

火災報知又ノ、臆念救護電話品開スル件 l第十一線 民告料ノ、別表=定ムノレ所=依ル

特=定ムル地域内=於テ出火ア Pタル場合叉ノ、交通事故其l第?二保 庚告料ア錦込ミタル後ノ、其ノ!黄告申込ノ:取消又

他ノ非常事故ユ困Jレ傷読者救護ノ銘救念草ノ出動ヲ求メン! ~、鑓更ア銭スコトア得ス

トスゆ合世話=依 9之ア消防官署(議???Z24?i但シ電話官署ユ於テ特別ノ事由ア Pト認ムルトキノ、此ノ

報知ノ、JJ[g念救念施設ア、 i 限=在ラス) :.報知セムトスルトキノ、自働交換1併置スノレモノ=限ル I -~.I'''' to;;. - . ，.....，-， I - . R WJ "::-"'Y.A: I 
方式ノ寵話機ユ依Jレ揚会ノ、別=定ムル火災報知用電話番波|第十三僚 庚告ヲ掲載セサルトキノ、庚告料ノ、請求=依 9還

ア用ヒ又手働交換方式ノ電話機=依ノレ場合J、所属交換取扱| 付ス超過排込ヲ銭シタル瞭告料ノ超過額ユ付亦同ジ

局ア呼出シ翠.:r火事」又ノ、「救鯨」ト告ゲ消防官署:.1第十四降 電話官品、庚告ノ取扱上生スルコトアルへキー

接績セラル、ヲ待テ之ト遁話スペシ i 切ノ事故ユ封ジ其ノ:責=任セス

交換取扱局二於テ前項後段ノ市出ア受ケタルトキノ、直=使i第十五僚 践告ノ取扱=関シテ J、本規程=依ルノタトf苛閥係

宜ト認ムル消防官署=鰍謹話セシム | 電話官砦ノ指示スル所=依Jレ

第一項ノ地域ハ関係電話官署=之ヲ掲示ス l 附

大正十四年十月逓信省告示第千四百四十八鋭ノ、之ア摩止ス

F骨

り、電話番競簿庚告掲載規程

第一保 電話番競簿=掲載スル庚告=付テハ以下各保ノ定

ムル所=依Jレ

第二f康 成告=シテ公ノ秩序又ノ、善良ノ風俗=反スルモノ

其ノ他電話官署・=於テ不適首ト認ムルモノ J、之ヲ鵠載セ

則

本規程ハ昭和六年十月一日ヨ P之ヲ施行ス

チ、電話火災報知ノ件

銭

合
考
規
定
類
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}~ 】 〈昌}鯵，重したら係長かる色々お尋ねする歩合・拘 l電・

4 ・ りますから「宜L.p御座いますJ主申します迄電;話

- .這 議ノー 践J- 頁諮ノーII 話を切らずにお待ち下さい。 Jに

:与野金茨(偲シ貧局ノ:分〉

I ¥ ，_， = -.: -， ~ ;- ~ 1依
11鰍内 鵬 :JL 百恩五百五十間三百三十四二百回I(四〉料金 ! . Iる
.'fn犠外面責告三千回千八白鴎千百回六百五十回I (イ〉畿信庇議電報にiはー般電報科の外「ー遁に付三q電

ミ三J寝耳聖書氏内面積告七百五十回四百五十回二百七十回百六十回

〈回選鱗白鷹三日十圃五一百二十五圃七十五回

〈五〉普滋頁欄外債告上鶴、側節及下郷各一箇所 三十五図

士、電報の電話託廷に就て

鈍宛lの託込精密要します。 I墾
t ロ〉料金は一月分考まとめて翌月十毘迄にお知 ;~I選

しますからニ十.日迄に必ずお梯込み下さい。 ，I護
加入名義農夏、除名などのときは査に納付を要叶柔

ます。 lfi
u、〉午後八時以後は時間外「ララ jの指定とー遁三

十銭の時間外科を要しまナ。但し:歪念電報、無縁

電報混;び外国官報には不要です。倫靭鮮宛の電報

電話機設置揚所居住者は何時でも自由に電話で電報の頼信i は「時間外jの取扱を致しませんo

が出来、(震信託鍵〉諌め局に請求書を差出す等の手績は不Ii '*'=' a:r.&1'!. _._ I 
H著信託送 l

要です。唯自分宛の電報を電話で怠遣して貰ひ度いとき(著11 E 

信託鍵〉は諌め I (一、著信託訟を請求せられた方へ宛てた電報が来著

東京中央電信局に諦求書をお差出し下さいo(様式参照) I しますと局から直に 電話で遺遣します。料金時

:1愛信託送|

〈ー).備

電話で電報を頼信されるときは濃め電報文案を作り字

:J止を教へて置〈など準備を済ましてから局をお呼出し下さ

~、。

c=)局の呼出し:方
rlt 文

(イ〉自働式電話では「丸の内側9800番j 切回和文

電報は同9抑制をダイヤルし
電報 ノ

包 L大森、中野、荏原各分局の電話では賞分の内

夫々「大紅白〉磯磁番Jr中野(吋懇番J
2279 f荏原(08) 番Jを呼出して下さい0'
2679 

〈冒〉手働式電話では交換手に『電報j又は「欧文電

報(外園和文電報)Jと告げる
¥の場合を合むノ

と東京中央電信局の缶詰電報の係に接績せられます。

〈三〉電報@鍵り方

くイ〉屑の係員が出ましたなら自分の電話番説、電話

機設置場所及び氏名を告げて下さい。

.(ロ〉次に係員が「ドウ〆」と申しますから左の順序

で電報を遁話して下さい。

" 

一切要りません。

〈ニ)係員は電話番棋や氏名をお専ねしてから左の願

序で電報を謹話します。

1・電報の種類 〈官報、私報の直別など〉

2.宇設

，，3.蓄を信局名

4・畿信番難

5・受付時刻

6・名 宛

7.指定事項 (軍室長、抵信料前納等と遁話し次に

其の時旗を市します〉

$本 文

9.其の他注意を要する事項

〈三〕前畿の各事項は遁宜の用紙にお書取りの上之を検

査して、宇訟の相違其の他不審の腐は直に係員にお

等ね下さい。

(四〉名宛以下位「温雷褒」で遁話しますから、託渥俸の

お方は「遁話表Jに熟練 L置かれる様お願ひ致し玄

す。

〈五〉電話で怠遣した電報の設建紙が御入用のときはお

申出下さい。

(穴〉逗信料前納置書があるときは鐙書番器、金額など

をお知らせしますからそれをお周ひのときは其の旨

係員にお告げ下さい。

1・電報の種字情報、私報の直別など) 11電話託盆請求書様式 1
:2.字数 ・
$名 宛.

4・指 定 事項〈蓋念、返信科前納なetd特
殊取扱〉

'5.本文

ぺ6・1主信人の居所氏名 (受信人に知らせる必要の

あるとき〉

7.其の他注意を要する事項

，(-" )名宛ゃ本文は間違ひを肪「銘所定。「温露襲jで

ー宇一宇遁話して下さい。(別掲遁話表歩照〉

電話託還請求書

一、電話番漉何局何番

ニ、電話機設置場所 何直何町何丁目何番地

三、受信人氏名何 某

登胞略.何(登飽略載がJあるとき〉

問、開始年月日何年何月何日

右託話相成度電報規則第百五十主保=依'請求健也

昭和年月日 ， 居所氏 名印
東京中央電信丹 . 

御中
又肱r 何郵便局
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東京市麹町盛大手町二丁目

東京中央電話局

東京市深川区牡丹町一丁目七番地

印刷所 今 井 印 刷 所

印刷人 今井彦太郎



混信局会級公認

東京電話工務所
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程信省~認

東京電話管業組
22 i賓電話庇顎:符潟

小寺朔亥面子雛3;333;一
薄 井 秀浅草84-4840

村瀬豊吉勝87-0805

一一塁藤宮之助主主25313;
誌鈴木本庇銀座57-0101)

森

捜弁会名舎枇鰍68-0560
岩 波 勝 歳 醤33雲25| 市川二郎芝幻-1065
内海俊哉額約鰐1 金井電互霊堂gin-

Z霊赤.木 尾探3273取1竺三五島笠木-FU1:333札
須江千六部主333fl 柳川博正護協32
村上純人醗2ff33221 長谷川嘉吉鳩0吋462
浦口器内観時3666， 三上正平建立3233

;足型;1三績向底一割O叩o71:~弁上爾替底認識玄
室一法墜室電底二221i13;5| 森川竹松和竺0670¥

銘稲吉商庇四谷35-3358I JIJ部時掬酪35ヴ2931 高須一郎 22Z533;
森 政美輪24-0558I 渡議祭次郎鳩06-7753I鎚三和電話底割.08-5819

問 問窪文治郎鵬24-0122I 石渡三 五 郎 稲 田4037I 猪藤清次郎鳩5o・0137
森 盆淳紘4&0061122根岸商底下谷83-0458I 矢崎だま螺86・03U)
長橋悦雄 j副総統 125大黒屋-掠;212;引 松木金太郎賦別689
河野治郎華航節・3539I 森潔・謙三諜223;3312S木檎商庇諮iE3313
村松憲治郎下谷83-0322I 水谷芳識調45-0054I 笹 悶 兵 三 郎 録 制7・0897
石川鎚次中野38-4510I 山村良之助浪花6子0078I 古山よね領制7・0791
鋤 柄一見繍日790， 紳津 漏太郎観08-3062， 中村 議遺立???3
榊原重次郎芝 43-0066I 勝木義彰田谷35-2122I 阿国喜三郎田谷35-8295

鏡石田電話 庇糊66・1008I 山 本忠治鳩33・0097I カメヤ合資舎枇銀座5下2481
2E中野ぜ誌7吉稲田4964-， Ht因不正子怒沼諒| 菊附喜代松下谷83-0277
みとや回目 覚 助 鳩06-5400I 天 野龍務課Z333;lm石垣安永脅山高-0113

尾 津定吉芝 43-2388

佐藤 ζ る四74-5758

功万義雄 2233ご1237
松田宗 七 躍Z355

領中村商庇

小野松雄大崎49-2483I 三浦米吉駒込82・2228
伊藤 鵡太郎蜘24-0754I 大久保喜三郎酪35-1354
橋本三次糊25-3004I 吉崎康一四谷35-3ω6
新田敏雄析73-8016， 高野幸助.22:22333
小川新一郎町、08-6339I・ 杉田三四郎脚185-1008

菅野吉次郎青山あー∞68I 小 口議 -iEiZ31231 小畑賢一僻87-3496
坐?也 功翠22:3334| 多畑常次郎浪花6子1273， 加茂満治靖国3315
寺下四卒護泣311Zl 岩井寛七鳩O日 7531::恵美奪屋雨替庖灘臼ー7767

25泉電話庇 ;3337;員?一| 小島茂利臨2133?| 米崎 茂耕73-7110
室賀龍太郎建設;:!?31 浅井 富美代諮Z?333| 吉田義郎露3口論'
大川邦 雄 輔5o-9097I 杉之下奥ー析73・0203I 菊池英治大崎4少2480
林 千春下谷83-2097，誌 竹 内電話庇鰐22133;| 谷口

松浦震二郎下谷83-1721I 青柳 安太 郎 223t33331 井 上

中田粂四郎牛込.34-0088I 島津 義夫銀座57-0313I 野中

伽鈴木 勝鶏箆33!?| 大久保一彦鶏注目百| 横山

合田単一丸段長扇子| 森 義彰 222;:321F|渦宮内 博部設gz
ー古1 (lJ 二二良リ間三4~7 I 編島 好四郎糊66-0024_I 順位J、峨: ='~"，，'-'iー
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